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午前１０時３０分開会 

○小野委員長 おはようございます。ただいまから、予算特別委員会を開会いたします。

この後は着座にて進行させていただきます。 

 ３月２日の予算特別委員会で、予算審査について確認させていただきましたが、本日及

び明日の委員会の審査日程、出席理事者について改めてご案内をいたします。 

 本日から総括質疑を行い、明日は、総括質疑終了後、意見発表、採決を行います。審査

時間は午後５時までをめどといたします。 

 出席理事者ですが、区長、副区長、教育長、条例部長、技監、担当部長、部庶務担当課

長、財政課長は常時出席とします。そのほかの理事者は自席または隣室にて待機とし、説

明時及び関係する項目の審査時に出席をするということで、お願いをいたします。 

 欠席届が出ております。西岡委員が病気治療のため、神保町出張所長、神田公園出張所

長が、午後から公務のため欠席です。 

 本日は、東日本大震災発生から１５年となります。午後２時４６分になりましたら、当

委員会でも黙祷をささげたいと思いますので、委員、理事者の皆様のご協力をよろしくお

願いいたします。 

 また、本日、区の職員の皆様は、防災服を着用していらっしゃいます。目的は、区職員

の防災意識を高め、防災服を点検することです。委員、傍聴の皆様には、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、日程に沿って、本日から令和８年度各会計当初予算４議案に関する総括質疑

を行います。３月２日の予算特別委員会において、委員の方々から要求のありました追加

資料につきましては、調整の上、お配りさせていただいております。ご確認をお願いいた

します。 

 それでは、総括質疑に入ります。各会計当初予算案につきましては、三つの分科会を設

置し、それぞれ調査をお願いしました。限られた日程の中で精力的に調査をしていただき、

各分科会の皆様に、この場を借りて深く感謝を申し上げます。 

 委員の皆様には、分科会の調査報告書の写しと、分科会会議録を事前に配付させていた

だきました。本日の委員会の進め方です。分科会報告書に関する質疑を行い、次に分科会

から報告された総括質疑において議論することとした項目についての質疑、次に、総括質

疑の順で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、そのように進めさせていただきます。 

 議長から示された日程で、限られた時間しかありませんので、委員の質疑及び理事者の

答弁は、明瞭簡潔でお願いいたします。また、委員会開会中は、休憩時以外においても、

委員会進行の妨げにならない範囲で、トイレなどによる退席を認めたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、申し上げましたとおり、各会計当初予算案については、各分科会において詳

細な調査をしていただきました。それぞれの分科会報告書を尊重いたしますが、報告書に

関して特に何かあれば質疑をお願いいたします。 

○小枝委員 恐れ入ります。項目出ししている件なんですけれども。事前にね。ここの報

告書をよく読ませていただくと入っていることから、その中でやったほうが、さくっとい
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くんじゃないかという点で。 

 何かといいますと、「都市計画審議会と利害関係人について」という項目を出したんで

すけれども、環境まちづくり分科会の２８ページのところで質疑がされておりました。そ

この内容を当たった上で、もう少し、ちょっと確認をしたいというようなことなんですけ

ども、よろしいでしょうか。 

○小野委員長 確認をしたいというのは、報告書の確認をしたいということでしょうか。 

○小枝委員 この項目についての質疑をしたいということです。 

○小野委員長 項目についての…… 

○小枝委員 それが通常の報告書に関する質疑なんです。 

○小野委員長 報告書、今、それをされたいということですか。 

○小枝委員 そうそうそうそう。（発言する者あり） 

○小野委員長 報告書の…… 

○小枝委員 いや、後のほうがいいというんだったら、別に、後でやりますよ。（発言す

る者多数あり）後のほうがいいですか。 

○小野委員長 内容についてであれば、はい。後で、この後、環境まちづくり課がその後

ございますので、そのときでいかがですか。 

○小枝委員 あ、そのほうがいいですか。うん。よければいいですよ。 

○はやお委員 逆に言うと、分科会のこういう資料の中について、そのところを…… 

○小野委員長 はやお委員。 

○はやお委員 今までは、分科会の資料があったらば、そこに関係することであれば、そ

こを質疑を通しながら、例えば質疑をするということはあったと思います。ただ、これは

委員長の整理なんですけれども、どうするかということは、みんなに諮って。だから、全

然問題ないと思いますけれども。いや、全然…… 

○小野委員長 はい。今回、質疑項目としてご予定はされているというところで確認した

ところ、報告書にありましたと。そのことで、まずは一旦確認をしたいということなんで

すけれども、これは実際に環境まちづくり課の所管の確認の中でされるということではな

くて、あえて今というところで手を挙げられたので、何か議事録についてというカテゴリ

ーでしたら、（発言する者あり）どうぞ。（発言する者多数あり）どっちでもいいんです

か。であれば、後ほど、そのときにまた手を挙げてお願いできますか。（発言する者あり）

はい。 

 ほか、議事録についてですけれども、何かございますでしょうか。（「ありません」と

呼ぶ者あり）よろしいですか。はい、それでは……。 

 それでは、進めさせていただきます。次に、分科会から報告されました総括質疑におい

て論議することとした項目についての質疑です。項目は、環境まちづくり分科会からの１

項目です。 

 それでは、環境まちづくり分科会で総括質疑において論議することとした項目、公園・

児童遊園の整備（ＡＩを活用した異常検知付き防犯カメラ）について、環境まちづくり分

科会長から概要のご説明をお願いいたします。 

○桜井副委員長 今、委員長から示されたものでございます、各会計予算の２２０ページ、

２２１ページでございます。３、道路公園費のうちの目としては、公園維持費の中の２番
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目、公園・児童遊園の整備についてというところでございます。 

 防犯カメラ、公園内の防犯カメラについてのことでございます。今まで区が設置すると

いうことは控えていましたけども、ＡＩカメラの導入で区が設置することもできるという

判断に至っておるということでございます。今までどおり、町会や商店会からの要望で取

り付けることは従来どおり行いますが、今回のように区が主体的に取り付けるに当たって

は、環境まちづくり部だけでなく、関連する所管部との協議も必要ではないかとの質問者

の指摘を受け、総括送りとなりました。 

 以上でございます。 

○小野委員長 はい。ご説明いただきました。それでは、この件につきまして質疑をお受

けいたします。 

○小林委員 それでは、総括送りで確認ができなかったところ、改めて整理をして質問い

たします。 

 錦華公園のＡＩ防犯カメラの設置については、分科会においては、この質問の中で、執

行機関からは政策決定の経緯や制度整理について十分な説明がなされなかったので、総括

質疑に送ったんですけど。 

 まず第一に、政策決定のプロセスについての説明をしていただきたいと思います。これ

まで千代田区では、公園や通学路への防犯カメラの設置については、区が設置するのでは

なく、先ほども説明がありました町会や商店街など地域主体、団体主体が設置し、区が補

助するという整理がついておりました。 

 実際、芳林公園――同じような、錦華公園と芳林公園では、町会、地域町会が主体とな

って設置をして、一定のルールで運用されているのが現状でございます。しかし、今回、

錦華公園については、こうした従来の整備を変更し、区が主体となってＡＩ付き防犯カメ

ラを設置、管理するという大きな政策展開が示されました。 

 分科会で確認したんですけど、庁内で議論したという説明でした。これが、いつ――い

や、ぶつけちゃった、いつ、どの会議体で、どの部署が参加し、どのような意見や課題が

整理され、どのような結果に至ったかという政策決定の具体的なプロセスが、具体的に示

されませんでした。また、個人情報の観点からは、議論したという説明もございましたけ

れども、個人情報保護審議会等の審議の有無、それから庁内会議の議事内容、検討資料、

どういう検討資料を出したかなどを示されませんでした。で、ここで改めてお伺いしたい

んですけど、錦華公園にＡＩ防犯カメラを設置するという政策決定は、どのような検討プ

ロセスを経て決定されたのか。庁内会議の経過、関係部署との調整、個人情報の保護の検

討内容を具体的に示してください。 

○村田道路公園課長 今ご質問いただいたＡＩカメラの設置のプロセスということについ

てご説明させていただきますが、まず、こちら、資料要求も頂いておりましたので、この

趣旨の説明からさせていただく形でもよろしいでしょうか。 

○小林委員 はい。 

○小野委員長 はい。 

○小林委員 どこにあるんですか、資料。 

○村田道路公園課長 はい。 

○小野委員長 はい。資料、今回、小枝委員から、まさにこの「異常検知ＡＩ付き防犯カ
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メラの設置について」という資料が要求されておりますので、そちらをご用意、お願いい

たします。 

 それでは、この資料についても含めた上でのご答弁、再度お願いします。 

○村田道路公園課長 はい。それでは、お配りしている追加資料５、「異常検知ＡＩ付き

防犯カメラの設置について」をご覧ください。 

○小林委員 どこ。ちょっと待って。はいはい。何番。 

○村田道路公園課長 追加資料５でございます。（発言する者あり）よろしいでしょうか。

（発言する者あり） 

○小林委員 はい。 

○村田道路公園課長 よろしいでしょうか。 

○小林委員 どうぞ。 

○村田道路公園課長 はい。昨年、策定した千代田区公園づくり基本方針に当たってのア

ンケート調査でも、公園利用者からの安全・安心の向上というものを求めるニーズが高ま

ってきたということを、区としても認識しているところでして、公園における防犯カメラ

の設置という取組を進めているという状況でございます。 

 従来の防犯カメラは、証拠記録の確保という機能を十分有しているというところではあ

るんですけれども、（発言する者あり）より安全・安心の確保というところを高めていく

ということに当たっては、未然に犯罪を防ぐという視点も大事かというところで、異常行

動を自動で検知して信号を発信するというＡＩカメラの機能というものを活用し、犯罪抑

止効果の向上というものを狙って、このＡＩカメラの設置という取組を進めていきたいと

いうふうに考えており、まずは、来年度、錦華公園に設置をするということで検討してい

るというところでございます。 

 で、先ほどご質問がありました防犯カメラ、ＡＩカメラの設置に当たってのプロセスと

いうところではあるんですけれども、（発言する者あり）あ、じゃあ、すみません、そち

ら関連部署のほうからご説明させていただきます。 

○小菅企画課長 ただいまのご質問にお答えいたします。庁内会議、どういったところで

決定したのかといったところなんですけども、区が、防犯カメラを設置するに当たりまし

て、先ほどご指摘いただきました個人情報の取扱いといったところを配慮する必要がござ

います。そのため、個人情報の取扱いを定める要綱の制定に、情報システム課のほうで検

討して、策定に動きましたけれども、その中で、庁内の組織目標管理レク、こちらのほう

に付議をしております。その中で、これまでの地域のほうが主体となって設置してきた経

緯も踏まえつつ、昨今の安全・安心の高まりと、意識の高まりといったところも踏まえま

して、区のほうが主体となって防犯カメラを設置していくと。また、ＡＩも、その中で活

用していくといったところの方向性を確認し、その後は、予算編成の中で最終的には決定

したと、そういう経緯になってございます。 

○小林委員 私は、今は、一定の経過なんでしょうけど、庁内会議を経過しているわけで

しょ。だから、どこの部署と、どこの部署がどういう話をしたのか。そして、今、個人情

報保護との関係については、要綱を策定している、しているんでしょう。どういう内容を

しているのか示してもいないで、予算を先に出しちゃうというのはどんなことかというこ

とも質問したいんだけど。策定している、どういう内容で、誰と、何回、いつから、どれ
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ぐらい。そういうのをちゃんと具体的に示してくれないといけませんね、個人情報は。 

 それから、これね、新しいことをやろうとしているんですよ。ＡＩカメラ、ＡＩを使っ

たカメラって。今、やっているところがたくさんあって、もう既に検証が終わっているわ

けじゃないんですよ。初めてやろうとしているときに、確認をどこまでしたのかというと

ころを今問うているんで、その答弁だと、じゃあ、それは終わってからやるということに

なりますよ。今、要綱を策定しておりまして、鋭意検討していますだったら、その検討が

終わってから予算を出してくださいよということになりますからね。ちゃんと今の部分、

庁内会議の、どういう会議体と、何回、どのような経過を通った、関係部署はどこなんだ、

どういう調整をした。今は公園課だけがやっているように聞こえちゃうんですからね。で、

企画が出てきましたよ。具体的に示してください。 

○吉田情報システム課長 個人情報保護の取組に関して、情報システム課が進めてまいり

ましたのでご答弁さしあげます。 

 今回の要綱整備に当たっては、国が示す防犯カメラの取扱いに関するＱ＆Ａや、他の自

治体の要綱などを参考に、法規担当との相談を重ね、先ほど企画課長が申し上げた組織目

標管理レクに二度付議する手続を経て、整備してきているところでございます。 

 で、要綱の施行につきましては、令和７年９月に施行を既にしております。要綱の中身

につきましては、データの管理体制ですとか、保存期間、提供の制限など個人情報を守る

ルールをルール化しているという内容になってございます。 

○小林委員 要綱を制定した。その要綱については、個人情報保護審議会との関係がどう

なっているのか、それから所管の委員会に報告したのか、区民に報告しているのか。所管

の委員会に報告したら、区民に報告することもあるんですけれども、どのように知らしめ

たのか。これ、情報保護なんで、大切な部分なんですよ。庁内だけで、はい、やりました、

法規とやりましたという話じゃありませんから、その辺は内部でやったら結構です、やっ

てください。だけど、やったことをちゃんと区民に知らせる、議会に報告する。いつの議

会に、どういう報告をしたのか、その資料があるなら出してください。 

○吉田情報システム課長 個人情報保護審議会に関しては、令和５年４月に国が個人情報

保護法を改正し、全国統一の取扱いに関するルールができた中で、この審議会については

個人情報の適正な取扱いを確保するために、専門的な知識に基づく意見を聞くことが、特

に必要である場合に諮問することができるとされております。 

 今回につきましては、区の権限が及ぶ施設への防犯カメラの設置ということで、あくま

で内部ルール、要綱として定めているものであり、特段、保護審から意見などを求めては

おりません。 

 また、そういった意味では、内部ルールを定めたということですので、現段階で議会へ

の報告はしていない状況にございます。 

○小林委員 内部でやって、区民に報告していない、これは内部の処理だなんていうこと

が通用すると思いますか。今、発言されていますけど。そんなことがあったら、全部役所

でやればいいということになっちゃうじゃないですか。議会なんか要らないですよ。それ

があるから、今、予算審議の中で確認しているのに、そういう回答をされると非常に困り

ます。はい。 

 次、質問します。委員長、いいですか。 
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○小野委員長 はい。 

○小林委員 はい、次、入れます。今のもお答えいただきたいけれども、併せて次の質問

で、防犯――それと、ＡＩの防犯カメラって、今までの防犯カメラと全然違うものですよ。

その特性が違うということ、で、それを内部でやっちゃうということ自体も、それは、そ

もそも論からして成り立たない話なんですけどね。その辺の整理は、できていないはずで

すから、その辺も答えていただきたいんです。 

 それで、今回の防犯カメラの政策――いいですか。（発言する者あり）あ、じゃあ、そ

れを答えてください。 

○吉田情報システム課長 すみません。今回、導入を予定している製品のセキュリティチ

ェックは、情報システム課で行っております。特にＡＩのところに絞ってご説明を差し上

げますが、ＡＩによる異常検知の仕組みについては、顔や身体的特徴といった情報認識す

るものではなくて、対象となる人物の骨格検知や、それに基づく動作を識別することで異

常かどうかを判断している製品であることを確認しております。ですので、本システムは、

ＡＩが特定の個人を識別、特定することはないということで、個人情報の保護に取り組ん

でいるというところでございます。 

○小林委員 それも何か説明になっていないですね。特定しなかったらその人がどうか分

からないのに、そんなことを言うのは。ましてや、ＡＩがどういうものかという説明も、

今の説明では不十分ですよ。我々、ＡＩ自体については、そんなに認識はないんだから、

専門家がそう言ってますみたいだけでは、その専門家に言っていることが、どう今回のも

のでちゃんと保障されていくのかということも本来は説明しなくちゃいけないんで、その

辺も説明がないですから、今、言われたこと自体が正しいかどうかも判断ができない状態

ですよ。その辺は、お答えが多分出てこないでしょうから、その辺も課題の一つです。 

 それから、次行きますね。従来の防犯カメラ政策との整合性が合わないんですね。これ

まで防犯カメラについては、設置主体は、先ほどから言っていますけど、地域、町会等、

商店街等団体が設置。区は補助で支援してきたのが、今までのルールです。で、何回もこ

れ、通学路にはつけてくれと、議会からもお願いしているんですよ。そのときは、それは

できないという答弁に終始していて、正式見解が出ていません。 

 今回、区が直接、そのときは、区は直接することは行わないというご答弁で終始したは

ずです。しかし、どう変わって、特に今回、ＡＩカメラについては、区が主体となって、

区が管理運営すると方針を転換しました。これは、防犯カメラ政策の基本的な枠組みを変

更するものであります。本来なら、既存の防犯カメラ政策との関係、どう整理したのか。

地域型、地域設置型カメラの役割、今回の区の設定方針などを整理が必要なんですけど、

それは整理されたのか。今回のＡＩの設置は、従来の地域主体設置の防犯カメラ等の整備

をどうしたのか。 

 要するに、ＡＩカメラでなくてはいけないという。錦華公園がですね。芳林公園は、既

に分科会でも議論しましたけど、防犯カメラがついているんです。その防犯カメラで不足

であったり、何か問題があったというのを全て洗い出し、芳林公園での事例をクリアする

ということ等も全部話して、それで新たにＡＩカメラをつけるという整理ができているの

か。その辺も何にも説明ありませんからね。芳林公園は、苦労してつけたんです。今、そ

れでいい運用をされています。どういう位置づけでしているか。何で区が防犯カメラの設
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置を政策転換したのか、基本的な方針転換を明確に説明してください。 

○夏目デジタル担当部長 ちょっと、今のご質問に直接お答えするものではないんですが、

ＡＩカメラの種類というのがありますので、（発言する者あり）ちょっとご説明をさせて

いただきたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、ＡＩカメラというか、防犯カメラについては、当然、個人情報

保護法にのっとった運用が必要というふうに、それは認識をしているところです。で、Ａ

Ｉカメラですが、幾つか種類がありまして、ＡＩカメラの全てが、直ちに普通の防犯カメ

ラと違う特別な取扱いが必要ということにはなっていないです。で、その種類というのが、

今、このテーマになっています異常検知、また振る舞い検知といった言い方もしますけど

も、そういった動作だとか、あと、人の集合だとか、そういったの個人情報、顔とかを識

別せずに、そういった動きとか、集合とか、そういったものを判断するＡＩカメラと、あ

と、顔識別機能付きＡＩカメラというのがありまして、その顔識別機能付きＡＩカメラと

いうのを使う場合には、特別な取扱いが必要となるという、その点だけご説明をさせてい

ただければと思いました。 

○小林委員 ありがとうございました。 

○小野委員長 はい。 

 それでは、引き続き安全生活課長。 

○小林委員 肝腎なところ。 

○皆川安全生活課長 それでは、小林委員からのご説明に対して、地域の考え方について

ご説明させていただきたいと思います。 

 千代田区内の町会、商店街の地域団体が設置する防犯カメラの補助事業は、町会・商店

街などの各種団体による、自分たちのまちは自分たちで安全な快適なまちにするといった

自主防犯に基づく、住民の自治に主体的な取組に対して、地域における防犯対策の効果の

向上を図ることを区が支援し、安全・安心なまちの早期実現に寄与することを目的として

いるところでございます。 

 こちらの町会・商店街に対する事業については、都の事業とも連携しており、補助費用

を都と区で負担しているところでございます。地域団体で防犯カメラを設置するに当たり、

画角に映る範囲については道路上であり、可能な限り民地、広場、公園等が映り込むこと

がないように都から要請されております。また、この設置に当たっては、設置場所、その

写り込む画角について、補助に対象になるかどうかということについても、都への調整を

図っているところになります。 

 先ほど公園内に設置された防犯カメラについて、公園内に安全・安心を確保するためで

あるということを認識しているのですが、町会・商店街が設置する防犯カメラは、公園内

の事象が映ることがございません。で、区が公園に設置する防犯カメラが、公園で遊ぶ子

どもたちの安全・安心を確保するために、地域の防犯カメラに映らない場所を補完するも

のだということで認識しております。 

 また、教育委員会のほうで、通学路に防犯カメラを設置するということなんですけども、

これについても、町会や商店街が設置している防犯カメラが映らない場所に対して設置す

るものであるということを、協議会等で検討した結果、設置していると理解しております。

区が設置するカメラについては、町会、商店街が設置する写っていない場所を補完するも
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のということで認識しているところになります。 

 以上になります。 

○小林委員 それで、肝腎なことに答えてください。 

○小野委員長 小林委員。 

○小林委員 今、本題、何にも答えていないんで、事前説明ありがとうございます。それ

も認識が違うんで、安全生活課長も、来られたのが、芳林公園に防犯カメラがついたとき

在籍されていないんで分かんないんでしょうから、私のほうから言いますけど。 

 芳林公園は、芳林公園の中についています、カメラが。中についていますよ。それを確

認していないんですか。そういう公園での、今まで実際に行われたこと。防犯カメラがつ

いていることの確認もせず、次、ＡＩをつけるなんていうのは、そんなとんでもない話で

すよ。先ほどから答えられていないじゃないですか。 

 芳林公園の防犯カメラで、いろいろな事象が起きていて、要するに、その前は加藤事件

が起きて、秋葉原というのは非常に危ないところだ、いろいろな人が集まる。特に公園の

中に、いろいろな方が来てしまうというんで、地元は非常に苦慮して、芳林公園の設置の

協議会をつくって、時間管理をして、その中で、管理ができた中で、町会もまだ心配であ

るし、皆さんが、公園の中が、一番公園でいろいろなことが行われているところを危惧し

たから、防犯カメラがついていったんです、公園の中に。その認識が、今はないじゃない

ですか。そんなんなくて、次、そんな前例も当たっていないで、新しいところに入れます

よ、大丈夫ですよと、どこで言えるんですか、そんな。 

 だから、芳林公園であった事実、これ警察も、その事実が知りたくて見に来ましたよ。

録画を見せてくださいと来たけど、警察ですら見せなかったんです。うちは、その町会の

中で、昌平小学校に機器が置いてあります。その中に入ってそれを見れる人を決めていま

す。その人たちの許可を取ってから、警察でも閲覧というか見せることにしたんです。そ

ういうルールが決まって、全ていろいろな事故やその他のことについて、対処してきたん

ですよ。そういうことがあってやったんで、今の安全生活課長の答弁は、違いますからね、

芳林公園については。ましてや、課長、公園課長は、どこについているか、知っています

か。安全生活課長、芳林公園のどこに防犯カメラがついているか、知っていますか。確認

してきましたか。で、その内容を確認しましたか、今までどういうことがあったか。 

○小野委員長 小林委員…… 

○小林委員 それも、答弁してください。 

○小野委員長 ええ。今、錦華公園についてのことをやっているので、ちょっと錦華公園

の…… 

○小林委員 錦華公園に入るための公園でしょうが。何を整理しているの。 

○小野委員長 はい。それで、今、背景について、お手元の資料にもありますとおり、ま

ずは千代田区の公園づくり基本方針の検討に当たって、区民ニーズの把握というところが

あったと。その中で、錦華公園については防犯施設を求める声が多いことが確認できたの

で、今まで防犯カメラを錦華公園に設置をして運用してきたという、これがあった上での

今回の予算になっているというところが、まず書いてあります。 

 その中で、今回、なぜＡＩになったのかというところは、もう一度目的のところをご覧

いただくと書いてあるんですけれども、これ、目的は３点ありますけれども、これはやっ
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ぱり常時監視ができないのは、即時対応ができないというところで、アラート通知があっ

て、すぐに青パトが行くというのを書いてあるんで…… 

○小林委員 委員長は何を整理したいの。あなたは、何。あなたが答弁するんですか。 

○小野委員長 いやいや、なので…… 

○小林委員 あなたとやりますか。（発言する者多数あり） 

○小野委員長 で、それをちょっと理解した上で、もう一回すみませんが、この件に戻っ

てほしい。 

○小林委員 何をあなたは整理しているの。（発言する者あり） 

○小野委員長 いや、もう昌平…… 

○はやお委員 関連で。関連で。 

○小野委員長 はい。はやお委員、お願いします。 

○はやお委員 整理しながら、関連で。 

○小野委員長 はい、お願いします。 

○はやお委員 今、それぞれのね、二つあると思うんです。何で監視カメラがＡＩになっ

たかと、これはまた一つあります。で、それをるる話をしています。 

 で、何が問題かというと、個別に、芳林も入っていたということ、ちょっと驚いている

んですが、ここは何かというと、一番の整理として、防犯カメラということから、実は監

視カメラになってはいけないという中から、地域が主体となっていたとか、先ほどのいろ

いろありましたように、個人情報の問題があるから、商店街、自主防衛というところにし

ていたんです。本当はつけてくれと、我々も公園のところを言っていましたよ。ＡＩとは

――まだそれはできていないからですよね。 

 ただ、今、まず一つ――三つあると思います。まず防犯カメラというものが、監視カメ

ラというふうに思われたくないから、実はそういう主体性を地域に求めたという行動を、

何で、今、千代田区が自ら、自分の保有する公園だからといってやっているのか、そこな

んですよ。方針変換が大変換しているわけですよ。何かといったら、防犯カメラから監視

カメラと思われがちな話を、非常に前の石川区長は嫌ったんですよ。だから、そこはどう

いうふうに変わったのか、まずお答えしていただく。そして個別の問題が、芳林でもあっ

た。そういう状況でありながら、何でまたＡＩをやったのかということを一つ一つ、３段

階で答えてください。 

○印出井地域振興部長 少し、前段のところについての理解の共有を含めてご答弁申し上

げたいというふうに思います。 

 やはり、本区の防犯対策は、地域の自主防犯を基本としながら、区政、行政、警察、地

域三位一体で取り組んでいくと。そういった中で、地域における安全・安心の見守りの仕

組みとして、防犯カメラを運用してきたところでございます。そして、先ほど課長がご答

弁したとおり、地域で設置する防犯カメラについては、東京都の補助事業を基本として運

営をしているところでございます。 

 その中で、先ほどはやお委員から、監視カメラにならないという視点というようなご指

摘があったと思います。それは区政が、行政が直接ということではない観点から、そうい

ったご指摘もあろうかなというふうに思っていますが、最も重要なことは、地域が自ら地

域を見守るということで、東京都の補助要件にも、地域において防犯ネットワークをつく
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った団体において、そういった補助が適用されるということになってございます。我々と

しても、地域の自主防犯意識、あるいは地域の自主防犯組織、そして、それを担保する防

犯カメラというようなところについては重要であって、今後、そこについては、基本的に

は姿勢は変わりません。全庁的な観点から申し上げると、さはさりながら、例えば繁華街、

秋葉原を中心とした繁華街周辺と住環境が溶け込んでいるような場所、それから通学路、

そういった部分については、昨今の治安状況、匿流の、何ですかね、進展等も含めると、

やっぱり地域だけではなくて、区が補完をしていくという必要があるんだろうなというふ

うに思ってございます。 

 その点については、これまで本会議のほうでも、今回、子ども部長のほうから、過去に

も設置の方向で検討しているというようなご答弁を差し上げているかと思います。そうい

う意味では、そういった補完に向けた取組をしていくということについては、我々として

も、区議会における質問に対するメッセージとして出しているところかなというふうに思

っています。それを支えるような個人情報に関する地域における方針、それから区政にお

ける基準というものについては、それぞれ各担当課長がご答弁申し上げましたように、整

っているところでございます。 

 ですので、我々としては、まさにこれまで、ここ近年、議会のほうからも強くご要望い

ただいたことに対して、迅速、機動的に対応しているというふうに認識しております。 

○はやお委員 今、僕は整理の意味で言ったんです。それは何かといったら、今、区が補

完すると大きな変換をしたわけですよ。何かって、区がやったらば、区がやったらば、結

局は監視カメラということにとらわれやすいからやってこなかったわけですよ。でも、私

はね、例えば地域事情を言うかもしれない、和泉公園はつけてくれと言いましたよ。言い

ましたよ。だけども、これは防犯カメラになるからつけられないと言ったんですよ。 

 ということは何を意味するか…… 

○小林委員 監視カメラ。 

○はやお委員 ああ、監視カメラ、監視カメラ。監視カメラになるから、つけられないと

言ったの。だから、いいんですよ。それならば、そうだということが変更になったことを、

きちっと議会に報告することが、区民代表に言うことで、区民に説明することなんですよ。 

それ自分たちで分かった――全部そうじゃないですか。スマートごみ箱もそうだし、祭礼

もそうだし、クーポンもそうだし、議論、何にも議会としていないんですよ。だから、そ

このところをまず、まず、それは後でやりますけど、まず、そのところについて、どうい

うふうに説明したのかということですよ。僕もびっくりしていますよ、はっきり言って。 

 だから、監視カメラにつながるからということを、すごく避けていたのを変えたわけで

すから、そこをもう一度説明してくださいよ。そんな、要望がありましたといったって、

あなた方、だって、変更したんだったら、それをきちっと説明してください。（発言する

者あり）じゃあ、要望すれば和泉公園はやってくれるんですか。その辺のところをお答え

ください。全部…… 

○印出井地域振興部長 先ほどもご答弁申し上げたところでございますけれども…… 

○はやお委員 答弁になっていないんだよ。 

○印出井地域振興部長 先ほどもご答弁申し上げたところでございますけども、基本は地

域の自主防犯の仕組みの中で防犯カメラを運用していただくというところは、我々、方針
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としては変わってございません。 

 ただ、近年、先ほどの繰り返しになりますけれども、治安状況ですね、大きく変わって

きているところでございます。それから、秋葉原につきましては、様々な秋葉原周辺につ

きましては、インバウンド観光客を含む様々な多くの人たちが集まるというような状況の

中から、（発言する者あり）やはり、秋葉原においても、治安に対する不安が高まってい

るところでございます。それから、子どもの安全・安心についても同様でございます。 

 そういう意味で言うと、各所管のほうでもですね…… 

○はやお委員 それをきちっと説明したかと言っているんだよ。 

○印出井地域振興部長 各所管のほうでも…… 

○小林委員 説明になってない。 

○はやお委員 なってないよ。 

○印出井地域振興部長 通学路等の防犯カメラ等については、適宜…… 

○はやお委員 そんな長い間。ちゃんと整理してくださいよ、委員長。だって、答えてな

いもん。 

○小林委員 答えていない。 

○印出井地域振興部長 適宜報告しているところだと思います。 

○はやお委員 答えてないもん。 

○印出井地域振興部長 で、我々としても、秋葉原におけるＡＩカメラの実証実験につき

ましては、常任委員会にもご報告を差し上げてきたところでございます。 

 というところで、大きな流れの我々の考え方については、本会議での答弁等々でご報告

をさせていただいていると認識しておりますけれども、とりわけ、地域振興部、安全・安

心を所管するところの中で、全体の体系も含めて説明が足りないということであれば、今

後まだ制度としては動いているところではございませんので、我々のほうで整理をさせて

いただきながら、議会にも適宜情報提供させていただきたいと思います。（発言する者あ

り） 

○はやお委員 もうちょっと、あるの。 

○小野委員長 はい。 

 小枝委員。 

○小枝委員 項目出しをしておりますので、（発言する者あり）関連させてください。 

○小野委員長 もちろんです。 

○小枝委員  大体、今のやり取りで、事前情報はあらあら出てきているかなというふう

に思って聞いてたんですけれども、不思議でならないのは、和泉のように、（発言する者

あり）欲しいよと言っているところがあり、錦華においては、もう既についているんです

ね。芳林と一緒で、ついているわけですよ。 

 で、この公園方針をつくったときというのは、防犯カメラをつけてほしいという、もう

町会からの声があって、もうついているわけなんです。で、それに対して、この一般の防

犯カメラでは不安だという声があったのですか。というところは、動機として、まず聞い

ておきたい。単に都の補助事業があるから、どこでもいいからやっちゃいたい。一番素直

そうなところでやっちゃおうかという感じなのか。動機を確認させてください。 

○加島環境まちづくり部長 環境まちづくり、公園ということで、今回のいろいろ質疑あ



令和 8年 3月11日 予算特別委員会（未定稿） 

 １２ 

るところのきっかけなのかなといったところなんですけれども。この資料にも書いてある

とおり、公園づくり基本方針の中でも、防犯だとか、そういった意識。公園だけじゃなく

て、全体的に高いんですけど、我々所管している公園を今後造っていくときには、やはり

防犯の観点からカメラを設置することは必要だろうという判断をしたというのが、これは

事実です。 

 先ほどから言われているように、過去はどうだったのかと言われると、そこまでは防犯

カメラを区のほうで設置するということの判断はしていなかったということなので、ここ

は大きく、きっかけが変更になったのかなというのは事実だというふうに思っています。 

 一方で、区の施設、例えば建物だとか、そういったところに防犯カメラがいっぱいあり

ますので、区が管理しているところに今までなかったかというとそうではなくて、公園に

関しては、いろいろと（発言する者あり）地域の方々のご要望もありながら、区のほうで

は設置していなかったというのが事実だと思いますので、今般、公園に関しての防犯カメ

ラをつけていこうということで、もう既に、ご指摘のとおり、錦華公園にはもうついてい

るといったところです。 

 それで、今、防犯カメラで、監視カメラではないです。これは断言はしておきます。

（発言する者あり）それで、ただ防犯カメラで、今まで犯罪だとかになったときに、犯罪

が起こった後に、防犯カメラを見て誰がやっただとか、どういう人がいたとかというのは

そういうことなので、そうじゃなくて犯罪を未然に防ぐために、こういう使われ方をして

いると何となくまずいよねだとか、そういったところの検知だとかを学習して、今回、Ａ

Ｉということでやっております、やりますので、そういった学習を記録させることによっ

て、（発言する者あり）事前に犯罪を防ぐだとか、（発言する者あり）そういった意味で

やっておりますので、（発言する者あり）決して監視カメラということではありませんの

で、そこは十分認識していただきたいなと。で、…… 

○小枝委員 委員長。 

○小野委員長 今、錦華公園のお話だったと思いますので――はい、小枝委員。 

○小枝委員 いや、私は結構端的に聞いていて…… 

○小野委員長 ええ、ええ。そうですね。（発言する者あり） 

○小枝委員 既に防犯カメラがあります、その今の一般の防犯カメラでは不安だという声

が…… 

○小野委員長 ありましたか。 

○小枝委員 ありましたかという問いの答えが今分かったと思いました。お願いします。 

○小野委員長 そうです。はい。それだけで。（発言する者あり）はい。（発言する者あ

り） 

 環境まちづくり部長。 

○加島環境まちづくり部長 はい。もう時代がそういうような形になっているかなという

ふうに思っています。（発言する者あり）事前に防げるものは防ぐというものが必要だと

思って、ＡＩです。 

○小野委員長 そうすると、地域の方から、一般の防犯カメラだと不安だから、さらに精

度の高いものにしてくれだとかいうご要望があったということなんでしょうか。 

○小枝委員 いや、今あったとは言ってないよ。言ってないよ。（発言する者あり）委員
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長、それ、無理、無理。 

○小野委員 無理。 

○小枝委員 うん。そうなんですか。 

○小野委員長 ということでよろしいんでしょうか。 

 道路公園課長。 

○村田道路公園課長 これまで防犯カメラを設置して以降も、ちょっとプライバシーに関

わることなんで、あまり深くは申し上げられませんが。やはり、ちょっと不審な行動だと

か、そういったものを検知するような状況というのが見受けられました。ただ、やはりそ

れは事後で、こういうことがあったということが分かるというものでして、やはり、そう

いった状況をみすみす見過ごしてしまうというところは、なるべく防げたほうが安全・安

心によりつながっていくだろうというところで…… 

○小枝委員 委員長。 

○小野委員長 はい。（発言する者あり） 

○村田道路公園課長 設置していく方向で検討しております。 

○小野委員長 はい。ご丁寧に、（発言する者あり）はい、ありがとうございます。はい。 

 小枝委員。今、手が挙がりましたか。 

○小枝委員 そこは本当は委員長の整理どころだったと思うんですけどね。 

○小野委員長 そうですね、はい。もう。（発言する者あり） 

○小枝委員 答えづらいことはね…… 

○小野委員長 声がないということでよろしいんですよね、地域のね。はい。 

○小枝委員 うん。そういうことなんですよね。声はなかったけれども、こういう商品が

あるというのを知ったから、で、東京都の補助金もあるから、もうこの平行線が長いと、

結局これが時間が長引くのは、これ議員ばかりのせいじゃなくて、答弁、答えにくい答弁

が長く、結局、答えていないという問題は、委員長にも分かっていただきたいというふう

に思います。（発言する者あり）ただ、ここは、こちらのほうとしては答えられない。そ

うした声はなかったし、とりわけ、例えば錦華公園だけじゃなくて、和泉公園とか、それ

から芳林公園とかでも、そうした危険なことというのは、いつも区のほうが見守っている

状態の中ではあると思うんですね。そうした中で、錦華でなければならない理由は特段な

かったというふうに受け止めます。 

 すると、この機器なんだけれども、この機器というのは、誰か区の職員は体験をされま

したか。ああ、こういうふうなと、された方がいれば、手を挙げてでもいいので、誰と誰

と誰がこの体験をしたのか教えてください。 

○村田道路公園課長 まず、ちょっとご理解にそごが生じているかなと思うところを補足

させていただきますが、（発言する者あり）この資料の１番、背景の最後にもですね。ま

ずは、錦華公園において設置するとともに、今後、順次、ほかの公園でも導入を検討して

いくと書かさせていただいております。今回、錦華公園では、非常に遊んでいるお子さん

も多かったり、学校が隣接していたりというところから、まずは錦華公園からというとこ

ろで考えておりますが、決して芳林公園、和泉公園で導入していかないというふうに決め

ているわけではないということは、ご理解いただければというふうに思います。 

○小野委員長 はい。 
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○村田道路公園課長 あと、体験をしたかということにつきましては、他区で既に設置を

している事例がございまして、そこにヒアリング並びに実際の動作確認等を、道路公園課

の職員でさせていただいているという状況でございます。 

○小枝委員 他区って、どこ。 

○小野委員長 他区は、どちらでしょうか。 

○村田道路公園課長 具体的に申し上げると、港区さんに伺わせていただいております。 

○小野委員長 はい。あ、道路公園課長、もうよろしいですか。まだ引き続き答弁します

か。 

○村田道路公園課長 ＡＩカメラの、こちらの予算には東京都の補助金は活用しない、状

況でございます。（発言する者あり） 

○小枝委員 えっ。 

○小野委員長 はい。ちょっとお待ちください。はい。 

 小枝委員。 

○小枝委員 予算質疑ですので、（発言する者あり）補助金、東京都の補助があるんです

と。港区が先行例でやっているのを、（発言する者あり）あれっ、さっき都の補助、

（「それは地域ですけれど」と呼ぶ者あり）事業補助。あ、区がやる場合には補助はない

んだ。ふんふんふんふん。その、金額的にはね、（発言する者あり）１台幾らとか、予算

ですのでね、幾らを入れているんですか。 

○村田道路公園課長 今年度の予算で設置の費用並びにシステムの導入というところで、

４００万円弱を計上させていただいてございます。 

○小枝委員 １台４００万。 

○村田道路公園課長 はい。 

○小枝委員 それは港区と同じ事業者。 

○村田道路公園課長 事業者については今後選定していく予定となっておりますので、ま

だ、同じかどうかというのは、（発言する者あり）すみません。（発言する者あり） 

 すみません。（発言する者あり）ですね。今回、ＡＩカメラを導入ですね。錦華公園に

今回、２台、（「２台」と呼ぶ者あり）はい。２台導入いたしますので、そちらの費用で

４００万円弱という形になってございます。 

○小野委員長 はい。そして、都の、ということでしたね。はい。 

 小枝委員。 

○小枝委員 都のほうからは、地元の町会・商店街や団体が設置する場合には補助がある

よと。それが確かに通常の考え方ですよね。でも、区は、区が設置するということを決め

たと。これは、ただいまの質疑の中で分かったことは、一般の防犯カメラでは不安だとい

う声もなかった。（発言する者あり）で、既に防犯カメラがあるところにわざわざ、（発

言する者あり）ＡＩ付きの監視、あ、まあ防犯カメラをつけたいということを区が決めた。

そして、それは個人情報保護審議会にも、法律が強制していないから諮らなかったという

ことも分かった。それで、自分たちは、港区に見に行ったけれども、そのことについて区

議会と、どうしようかという協議も一切しなかったというのも分かった。 

 そういう状況の中で、この異常検知ＡＩ機能付き防犯カメラを２台セットで４００万円

を、特に錦華が一番危険だというわけでもないのにつけることにしたということからする
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と、相当、根拠のない、むしろ積上げの緩い、こうやって聞いていても、そういうことが

私は十分分かりましたので、この質疑については十分分かりましたということです。（発

言する者多数あり）（「質疑はない」と呼ぶ者あり） 

 これ、区民に説明をするとすると、これはできないなと。本来であればちゃんとその内

容を区民代表である議会もしっかりと認識しながら、住民がやっぱり安心して遊べる公園

という意味でも、優先順位も含めてちゃんと認識しながら、次の方針を立てるべきだとい

うふうに思います。 

○岩佐副委員長 すみません、関連で。 

○小野委員長 はい、岩佐副委員長。 

○岩佐副委員長 すみません。いろいろと驚くことがたくさん出てきて、私もちょっとび

っくりしていて。 

 まず、そもそもこの監視――監視じゃなかった、カメラについては、防犯カメラについ

ては、時代とともに私もどんどん変わっているなというふうにすごく思っています。私が、

まだぺーぺーだったとき、今でもぺーぺーなんですけど、ぺーぺーだったときには、もう

ちょっと、（発言する者多数あり）少し、慎重な議論がなされていました。 

 その一方で、やはりカメラの技術も向上しているし、ちょっと治安という意味でも不安

な状況になっている中に、地域のニーズもどんどん変わっている。ただ、その中で、やっ

ぱりカメラというのは、運用の仕方とか使い方によっては、本当に危ないものである。だ

から、私たちは、こういう、特に小林委員とか小枝委員がおっしゃってくださったように、

すごく、それ、大丈夫なの、どんな運用なの、どういうふうな目的でどういうふうに設置

しているのというのを、設置するごとに、方針を変えるごとに、都度都度その過程から説

明してくださいよということを言ってきてくれていると思うんですよ。 

 私も、それはそう思います。いきなり知らないカメラがついて、これ、これから行政が

所管になりましたみたいな話になってくると、えっ、どんな運用をしているんですかとい

う話にやっぱりなりますので、やっぱりちょっと、今までの説明、どことどこで議会に対

して説明してくれて、それが十分だったのか。やっぱり、そこは、いきなり予算で、これ

つくからよろしくという話ではないと思いますし、また、それを地域がちゃんと合意して

いるのか。この――まあ、地域の人の安全が確保されればどんなカメラでもいいと言って

くれるのかもしれないんですけれども、やっぱりそういう事後承諾ではなくて、いろんな

方がいらっしゃるので、やはりプライバシーという、本当にこれ、カメラは普通に論点に

なったと思うんですよね、憲法上の。プライバシーという保護の観点から。だから、どこ

をどういうふうな議論で、そこを越えていったのかというのは、もう少し、ちょっと端的

に言って反省するところがあれば、そこも含めてちょっとお示しいただきたいと思うんで

すけれども、いかがですかね。 

○小野委員長 はい。こちらについて。はい。 

 環境まちづくり部長。 

○加島環境まちづくり部長 今、議論になっているのが、今、副委員長言われたのが、防

犯カメラ自体、公園につける防犯カメラ自体のことを言われたのか、ＡＩなのかというと

ころもあるんですけど、我々としてはやはり防犯カメラというものは非常に有効だろうと

いうところで、あくまでも先ほど申し上げましたとおり、監視ということではなく、防犯
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ということで、設置ということで考えていると。その中で、錦華に関しては、新しく公園

になったので、その中で、あそこは学生さんも多かったりだとか、非常に使い方がいろい

ろあり、青バトさんのほうの連絡もあり、こちらのほうにそれが連携して連絡もあるので、

やはり、何か事前に、そういった危ないことだとかというのを検知できるほうがいいだろ

うということでＡＩカメラを、今回、予算に計上させていただいたというのが事実でござ

います。 

○小野委員長 はい。そのことは多分ここにいる全員が分かってはいると思うんですけど、

大切なところは、まず、こういった防犯カメラがついているけれども、それが知らない間

にＡＩに変わっているだとか、やっぱりそこも不安の一つになる可能性があるので、議会

への説明とそれから地域への説明というところを今求められた発言なのかなというふうに、

委員長としては理解をしております。ですので、カメラそのものを否定しているわけでは

なくて、それを設置する、または機能を変更するというところを、しっかりとご説明を頂

きたいというその点なんですけれども、そこについてはいかがですか。 

○加島環境まちづくり部長 ＡＩカメラのどんな機能なのかといったところに関しまして

は、所管の委員会にもご報告し、（発言する者あり）その地域に設置するんであれば地域

の方々にも説明してということだと思いますので、それはきっちりやらせていただきたい

と思います。 

○小野委員長 はい。今後、そうですね。 

 はい、はやお委員。 

○はやお委員 あのね、話をすり替えるのはやめてくださいよ。何かといったら、これ、

いいことですよ。いいことだからやれということは、駄目と言っているんじゃないんです。 

それが、今まで何を、（発言する者あり）今、誰か何か言いましたか。（発言する者あり）

言っていないよ。（発言する者あり） 

○小野委員長 どうぞ、はやお委員、どうぞ。 

○はやお委員 じゃあ、答えてくださいよ。ちゃんと、（発言する者あり）区長、答えて

くださいよ。そうやって、いつも脇でぺらぺらぺらぺらしゃべるの、やめてくださいよ。

言ってください、言ってください。 

○小野委員長 はやお委員、今のは大丈夫ですか、質疑は。 

○はやお委員 じゃあ、いいですよ。 

○小野委員長 はい、質疑を続けてください。 

○はやお委員 あのね、何かといったら、すり替えないでくださいと言っているの。それ

は何かっていったら、今までは千代田区が、公園に設置することについては、それが結局

は監視カメラになる、つながる可能性があるから極力避けてきたわけですよ。だから、共

産党さんもかなり厳しく言っていましたよ、この件については。それを今回つけるに当た

っては、大きな方向変換だから、説明をし、そしてつければいいんではないんですかとい

うことを言っているんですよ。それを樋口さんは、何と言ったかといったら、反対してい

るじゃないですかと。そうじゃないんだ。手続・手順をしっかりしろということを言って

いるだけなんですよ。だから、そこの説明をしていないじゃないですか。答えてください

よ。 

○小野委員長 これは…… 
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○はやお委員 区長自ら答えてくださいよ、そこまで言うんだったら。区長。 

○加島環境まちづくり部長 委員長、環境まちづくり部長。 

○小野委員長 はい。環境まちづくり部長。 

○加島環境まちづくり部長 公園ということで私の所管ですので、すみません、私のほう

から。 

 やはり、先ほどご答弁したとおり、公園に設置というのは、今まで区はやっていなかっ

たというのは事実です。ここで大きな方向転換したのも事実ですので、そういったところ

をきっちり説明してこなかったというのは、おっしゃられるとおりかなと。ただ、我々と

しては安心・安全な公園づくりをしていきたいので、（発言する者あり）ぜひ、ご協力、

ご理解いただきたいなというふうに思っております。（発言する者あり） 

○小野委員長 はい。では、今後、しっかりとご説明を頂くということですね。終わって

からではなくて、事前に議会へのご説明、それから地域も含めてということでお願いしま

す。（発言する者あり） 

 これに関連してですか。（発言する者あり）この、ああ、いえいえ、これに関連してで

すか。（発言する者あり）そうしましたら、ちょっと先に小林委員が手が挙がっていたの

で、いいですか。 

○小林委員 いや、僕がやるの。後から最後にやりますから…… 

○小野委員長 いいですか。はい。 

○牛尾委員 関連で。 

○小野委員長 じゃあ、牛尾委員。 

○牛尾委員 共産党の名前も出たんで、関連させていただきますけれども。 

 これ、本当に、皆さんおっしゃるとおり、大きな変更だと思うんですよ。やはり防犯カ

メラの役割というのは、やはり何かしようと思った人への抑止。カメラがありますよと、

チェックされていますよという抑止で、防犯カメラをつけて犯罪を未然に防ぐということ

だと思うんですよね。 

 今回のカメラというのは、ＡＩが異常行動と判断をすれば、現場に向かうわけでしょ、

職員の方々がね。で、ＡＩが万能というわけではないと思うんですよね。そうなった場合

に、やはり違った、犯罪じゃない行動も、あ、異常行動だと判断をしちゃって、職員とか

が駆けつける話がある。これさ、まさに、もう、何ていうかな、抑止の域を超えていると

思うんですよ。やはり、監視につながりかねないというような状況だと思うんですけど。 

 もちろん、安全を高めていくという上で導入するというのは必要な判断かもしれません

けれど、やっぱり、もうちょっとそこは十分議会にも、また住民にも、公園利用者にも説

明をして理解を得た上で、いたしていかなきゃいけない問題じゃないかと私は思うんです

が、そこについて、どのように考えていらっしゃったのか、お聞かせいただけますか。 

○加島環境まちづくり部長 先ほどの事例で港区さんの事例を掲げましたけど、聞いたと

ころではかなり空振りがあるといったところ。で、それは空振りだから私はいいのかなと

いうふうに思いますので、そういったことをやる、やっているところがあるよと言えば、

事前に、未然に防げるということが非常に大事なんじゃないかなというふうに思いますの

で、やはり、ただの防犯カメラではなくて、監視で、もちろんないですけれども、そうい

った機能があるということも周知、理解していただくというのも、ちょっと大事なんじゃ
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ないかなと私は思っていますので、これをつけさせていただければなと。 

 ただ、先ほどから出ている説明だとかというのは、やる必要があるのかなと思いますの

で、そこは理解させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○小野委員長 はい。まず、もし同じ繰り返しでなければ。先に富山委員、手が挙がりま

したので、富山委員。 

○富山委員 先ほどからご説明いただいているように、私自身も公園等々や通学路に防犯

カメラをつけてくれとお願いしてきている立場ですので、今回、防犯カメラがつけられる

ということですごく私自身は期待はしているんですけど、事故を未然に防ぐ機能があるＡ

Ｉカメラなので期待はしているんですけれども、先ほど来皆さんからご質問があるように、

（発言する者あり）多分職員の皆さんは、毎日いろんな仕事だったり、社会生活の中でＡ

Ｉというものに触れる機会が度々あるので、ＡＩカメラというものに対する抵抗感がすご

くなくなってきているんだと思うんですね。 

 今、この議会に上げた際に、この反応を見ていても分かるように、ＡＩカメラというも

のに対する抵抗感がある方がまだまだたくさんいらっしゃるということをいま一度振り返

って確認していただいて、このＡＩカメラというものは、今までの防犯カメラではできな

かった、未然に防ぐということができる可能性があるということを、もう少し丁寧に、先

ほど来皆さんがおっしゃっているように丁寧に説明していただくことができれば、ご理解

を頂いて、今年度から千代田区は防犯カメラを区民の方が自宅等々に設置する際にも補助

金を出すことなども始めておりますし、防犯カメラをまちなかにつけるということに関し

ては、もう、それが、普通、一般的になっていくようになると思うんですけれども、この、

今回、ＡＩカメラを用いるということに対する職員の皆さんの感じ方と、私たち議会や一

般的な区民の方々の感じ方に少しギャップがあるということをいま一度立ち返っていただ

きたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○加島環境まちづくり部長 おっしゃられること、十分理解させていただきました。我々

は、事故だとか事件を未然に防ぐ、だからＡＩということなんですけど、ＡＩだけのこと

を言うと、確かに、何だろうなというところだと思いますので、そこら辺は十分理解して

いただきながら、設置の方向で検討していきたいなというふうに思っております。 

○富山委員 お願いします。 

○小野委員長 はい。 

○岩田委員 関連。 

○小野委員長 はい。岩田委員。その後、行きます。関連――関連ですよね。 

○岩田委員 はい。関連で。 

 先ほどの牛尾委員の質問にちょっと関連なんですけども、ＡＩというと、例えば普通に

検索をするだけでも、何なんだ、不正確な可能性がありますというふうにただし書があっ

たりするわけじゃないですか。つまり、絶対的に正確なわけじゃない。で、このＡＩなん

かが、こんな出てくるずっと前に、私は、ふだんよく黄色いジャンパーを着ていたんです

よ。ジーパンをはいて黄色いジャンパーを着て。そしたら、千代田区の安心メールという

のか、安全メールというのか、不審者情報メールみたいな、そういうので、当時１６０セ

ンチから１７０センチで、黄色いジャンパーを着てジーパンをはいている男が、神田のほ

うで女児に声をかけて云々かんぬんみたいな話が、そういうメールが流れてきたんですよ。
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そしたら消防団の仲間が、これ、おまえなんじゃないか、なんていうような話があって、

いやいや、僕、そんなところに行っていないですよと。その時間、おまえと一緒にいたじ

ゃねえかみたいな話で、結局、それは笑い話になったんですけど。 

 でも、結局、ＡＩって、不正確なものもあったりして、そういうふうに実際には違って

も、なんか似ている感じだから、その人を対象にしちゃうんじゃないかなというような、

すごい心配というか、そういうのがあるんですよ。そういうところというのは、誰が、何

というか、修正というか、そういうのをできるんでしょうかね。 

○加島環境まちづくり部長 先ほども申し上げたように、黄色いジャンパーの人を特定す

るわけではありませんので。（発言する者あり）あくまでもその動作ですね、それが異常

があるかどうかという検知なので、そういったところでは、だから、何ですか、人を感知

して、その人を特定するとか、そういうことではございませんので、そこら辺は、多分そ

ういったところも区民の方にちゃんと説明しないとということだと思いますので、きっち

り説明させていただきたいなと思います。 

○小野委員長 そうですね。説明が必要ですね。 

 岩田委員。 

○岩田委員 ＡＩで今まで以上に、何ていうんですか、その人を判断するって、やっぱり、

その人に焦点を当てることにはならないんですかね。それじゃないと、やっぱり特定する

とか、そういうふうなことはできないんじゃないですか。（「できない」「しないよ、そ

れ」と呼ぶ者あり）それを、だから、誰が、そういう何か、もしも間違えた情報で、そう

いう人が、何ですかね、何か怪しいぞみたいになったときに、修正とかというのは誰がで

きるんですかね。 

○小野委員長 岩田委員、それ、特定はしないということなので。まあ、これについては

ですね。 

○岩田委員 だって、ＡＩですからね。それで、今までよりも……（発言する者あり） 

○小野委員長 そこも含めて、多分ＡＩという一言がどこまでを指しているのかというと

ころですね。ここは、ちょっと引き続きご丁寧に説明を頂くというところが必要なんじゃ

ないかということがまたご認識を頂けたかと思いますので、お願いします。 

 ちょっと関連で手が挙がっていますね。はい、白川委員。 

○白川委員 私は、公的な錦華公園みたいなところで子どもたちが犠牲になったりとか女

性が犠牲になったりするというのはもう絶対避けなければいけないので、監視カメラとい

うのは必要だと思っています。防犯カメラ。（「防犯カメラ」と呼ぶ者あり）防犯カメラ

は必要だと思っています。（発言する者多数あり） 

 その上で、ちょっとご質問したいんですが、（発言する者あり）今、アメリカ議会で、

中国製のカメラというのを、ダーファとか、あるいはハイクビジョンみたいなカメラは穴

があるという可能性があるので、公的なところでは完全排除されることになりました。民

間ではまだそこまでの禁止にはなっていないんですが、穴を塞ぐということで、かなり対

策を立て始めていると。だから、もうアメリカに関しては、中国製カメラというのは、も

う排除に近いところがあるんですが、日本は全くやっていないんですね。今回導入するカ

メラというのは、その辺は気は遣っていらっしゃいますか。（発言する者あり） 

○加島環境まちづくり部長 予定として、先ほど金額を申し上げましたけれども、今のよ
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うなご視点、それがデータがどこかに飛んでいっちゃって、監視カメラになっちゃったと

かということになると、我々としてはそういうことを望んでいませんので、今のご意見も

踏まえまして、設置の機器に関しては、もう一度再検討させていただきたいなと思います。

（発言する者あり） 

○小野委員長 再検討。再検討。（発言する者あり） 

 はい、白川委員。 

○白川委員 これ、要するに日本製カメラが一番いいんですが、ネットワークに関して、

カメラがたとえ中国製でも、ネットワークが日本できっちり守られれば守られるというこ

と。なので、値段にあまり差があると、どうしても中国製という話になるとは思うんです

が、できれば、私の個人的な気持ちとしては、幾ら高くても日本製を選んでいただきたい

というふうに考えております。 

 それと、ＡＩカメラなんですけれども、そこでＡＩカメラって、結局そこで不審な動き

をしている人というのを特定するものだと思うんですね。だから、その部分をしっかり説

明していただければ、区民の不安というのは解消できるかなと思いますので、進めていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○加島環境まちづくり部長 大事な視点を二つ頂きましたので、しっかり取り組んでいき

たいと思います。 

○小野委員長 はい。お願いします。 

 はい、ふかみ委員。関連ですね。 

○ふかみ委員 関連で質問させていただきたいと思います。 

 今回の導入に当たっては、ＡＩカメラであるというところで、ＡＩの理解がなかなか進

まない中、いろんなこういったご意見が出たと思うんですけども。導入に当たっては実証

実験であるということが非常に重要だと考えておりまして、基本的には、小さく始めて、

ＫＰＩを設けて、皆さんのご意見を頂きながら、本当にそういった犯罪が起きそうなとこ

ろに徐々に持っていくといったような中長期的な観点が、新しい技術の導入に当たっては

必要だと思います。この件に関していかがでしょうか。 

○印出井地域振興部長 今回の公園の設置に当たっても参考にできるのではないかという

ふうに理解しているんですけれども。２月に秋葉原の電気街口、ラジオ会館の前において、

主としてこれは人流の動向を把握するＡＩなんですけれども、１か月間だけ、東京都の事

業を活用して実施をしているところでございます。 

 それについては、秋葉原における１日を通した、あるいは１週間を通した、１か月を通

した人流の動向というところと、あと、具体的な雑踏警備の措置における従前・従後の対

応とか、そういった形で、ある程度ＡＩの機能が実証実験の中でも見られるところでござ

いますので、その辺りも参考にしながら、他部ともそういった知見を共有して、今後のＡ

Ｉの導入に向けて寄与してまいりたいというふうに考えております。 

○小野委員長 はい。ありがとうございます。 

 では、もろもろご意見はあると思うんですけど――はい、小林委員。 

○小林委員 今までいろいろ確認をしてきて部長の答弁がありましたけど、これ区長にお

伺いしたいんですね。今回の錦華公園のＡＩ機能付きの防犯カメラというのは、千代田区

の防犯政策、今回の防犯カメラに対する大きな基本方針の変更なんですよ。（発言する者
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あり）この変更の判断、本来は区長として政策判断を示すべきなんです。今、示していな

いんで、いろいろな部長が答弁になっちゃった、そういう事項だと思います。 

 区議会に対して政策判断の説明責任を果たさないといけない、必要です。十分、今、説

明がされていません。ＡＩという新しい技術を公共空間に入れていくということを認める

ということについては、議会としても慎重にならざるを得ないんです。区長の政策判断に

ついて説明されるべきだと思いますけれども、ご答弁をお願いします。 

○小野委員長 はい。 

 じゃあ、先に、地域振興部長。 

○印出井地域振興部長 これについては、私のほうからご答弁させていただきますけれど

も、先ほども申し上げたところがありましたけれども…… 

○小林委員 区長の判断なんだよ。あなたはただ一部長だから…… 

○印出井地域振興部長 区長が掲げる世界一安全で安心なまちの…… 

○小林委員 それは区長の言葉で…… 

○印出井地域振興部長 実現に向けまして、先ほども申し上げたとおり、基本的には町会、

商店街、ＰＴＡ、地域に根差した自主防犯活動を進めてきたというところでございます。

こういった取組をすることが、地域における犯罪に対する見守りとか、それから、このま

ちは、（発言する者あり）地域、町会やコミュニティに見守られているんだということを

思わせるというようなことで、そこは重要だというふうに認識しておるところでございま

す。しかしながら、昨今の匿名・流動型犯罪の増加とか、学校や公園、それから、そうい

った子どもたちを取り巻く状況、そういう部分については、さらに地域だけではなく、区

としても、（発言する者あり）手厚い見守りが必要だということで考えているところでご

ざいます。（発言する者あり） 

 それから、ＡＩの……。（発言する者あり）ＡＩ――いいですか。 

○小野委員長 どうぞ。手短にお願いします。 

○印出井地域振興部長 はい。ＡＩの導入等をまずは錦華公園から始めていくところでご

ざいますけれども、今後、ネットワークの強化とかＡＩのさらなる活用に向けましては、

場合によっては今の要綱だけではなくて、全庁的な協議の下、条例の制定等も検討してま

いりたいというふうに思います。 

○小野委員長 はい。今までこの件につきまして様々な質疑があったんですけれども、ぜ

ひ、ここは区長にもこのいろんな成り行きを聞いていただいたんですけれども、（発言す

る者あり）リクエストはあると思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっと、しかるべ

き方にまとめていただき――はい、区長。 

○樋口区長 様々ご質問、またご不安なところ、多々、皆様からも頂いたかと思います。

今まで課長、部長からも申し上げていましたとおり、やはり安全・安心がこれほどまでに

皆さん興味を持って、あるいは重大な関心事として上がった時代は、昨今では、なかった

かなと思っております。 

 私も昨年区長選２期目ということでご信託いただきまして、その中の公約の一つが、や

はり世界一安全・安心なまちといったところでありました。私も、錦華公園、また委員か

らもお話ありました芳林公園、和泉公園、各公園、東郷公園もそうですね、様々取り組ん

でいるんですが、やはり地域の皆さんから本当に頂くのが、夜、こうした人たちがいると。
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それは、ごみもそうかもしれません。音もそうかもしれない。あるいは、こういう行動を

している人たちがいると。とっても怖いんだという声は、実は議員の皆さんお一人お一人

が多分拾われている声だと思うんです。そうした中で、これまでの防犯カメラの立てつけ、

立てつけというかこういう背景の中で、監視ではなく防犯だと。犯罪を未然に防ぐんだと

いうことで高めてきた取組がありましたけれども、やはり時代が変わりつつある中で、ま

さに転換をしていかなければいけないということで、今回、ＡＩと、ある意味高機能な、

さらに高機能なカメラということでの導入を、予算を計上しているところであります。 

 ただ、こちら、先ほど委員からもお話ありましたけども、ＡＩといっても、個人を特定

する、あるいはその個人のまた来たときに何かが分かるということではなくて、ここ、ご

説明していますけれども、挙動を見るんだと。あるいは、先ほど、骨格を見るんだという

ことであります。そこは今回のお話でもご理解いただけないかなと考えているところであ

ります。 

 とするならば、やはり今求められているのはより高機能なカメラでいかに抑制していく

か。あるいは、何か事案が起こったときに、青パトも含めて、青パトは２４時間３６５日

ですね、３台もが、３両もが区内を回っていますから、そうした中との連携も含めて、Ａ

Ｉないしデジタルの領域とも連携して安全・安心を図るということは、大切ではないかと

思うんです。 

 そうした中では、ただ、とはいえ、これまでも、委員からもありましたけれども、町会、

商店街におすがりしながら、あるいは都の補助金も交えてやるだけではなくて、区自らも

率先してこうした取組を進めることが必要だろうということで、予算を計上させていただ

きました。 

 これまでも代表質問、一般質問、あるいは常任、一つ一つまでは見れていませんけれど

も、の中でも、安全・安心、公園、カメラに対するご要望もあったものですから、今回計

上しております。そうした上でご審議、あるいはご議決、検討いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

○小野委員長 はい。それでは、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 分科会から報告された総括……。（発言する者あり）はい。（「ちょっと

休憩して」と呼ぶ者あり） 

 はい。じゃあ、一旦休憩いたします。 

午前１１時４７分休憩 

午前１１時５１分再開 

○小野委員長 委員会、再開いたします。 

 小林委員。 

○小林委員 区長、ありがとうございました。 

 ここで、やっぱり確認しなくちゃいけないのは、やっぱり大きな方向性が、政治判断を

した際はやっぱり説明責任が伴うということなんです。この説明は、誰にした、彼にした

じゃなくて、ちゃんと議会に、議会にちゃんと、説明する必要がないとさっき言っていた

けどそうじゃなくて、ちゃんと項目を、ちゃんとこれについての報告事項として上げて、

常任委員会になると思いますけど、ちゃんと説明をするということから進めていただかな
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いと、今までの議論が、ここで事前に答えられたんじゃ答弁として不十分になってしまう

んで、全体としてちゃんと、執行機関として議会に説明をして進めますと。議会に、要す

るに理解していただくようにちゃんと説明をしますということで進めていただきたいんで

す。 

○小野委員長 はい。今ご発言がありましたけれども、今後は、決める前に、（発言する

者あり）ああ、いいですか。ご答弁ありますか。はい。 

○加島環境まちづくり部長 そうですね。予算の前に、環境まちづくり委員会のほうに、

こういう考えがあると。その中で、いろいろご指摘いただき、こういうやり方で進めてい

くというようなお話ができれば一番だったのかなというふうに思っていますので、そこは

反省点ということでやらせていただきます。いろいろご意見を頂きましたので、進める上

では、先ほどのいろいろ意見を頂いた中で進めていきたいなというふうに思っています。 

 で、すみません。１点だけ、予算の関係で、３台２００万円。３台２００万円です。す

みません、大変間違えておりました。（発言する者あり）はい。予算でございます。失礼

いたしました。 

○小野委員長 はい。訂正ですね。３台で、ということですね。（発言する者あり）はい。

３台で２００万。はい。 

 それでは、今後、議会へのご説明をお願いいたしまして、こちらでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。以上で、分科会長から報告されました、総括質疑について議論する

こととした項目についての質疑を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５３分休憩 

午後 ０時５８分再開 

○小野委員長 委員会を再開いたします。 

 環境まちづくり部の総括質疑に入ります。それでは、質疑を受けます。 

○桜井副委員長 先ほど防災について、防犯カメラについての質疑があったんですけど、

私も同じ防犯カメラなんですが、ちょっと内容が違うので、違った視点で質問をさせてい

ただきたいと思います。防犯カメラと道路管理者についてということです。よろしいです

か。 

○小野委員長 はい。 

○桜井副委員長 いいんですか。 

○小野委員長 はい。もう理事者の方は、スタンバイ、大丈夫ですね。はい。 

○桜井副委員長 千代田区の中には道路管理者が複数あるわけですね。区道だけじゃなく

て、都道もあれば国道もあるということで、千代田区内の道については、それぞれの道路

管理者がその考えに基づいて道路整備をしているということになっているんだろうと思い

ます。 

 で、ちょっとまとめて質問しますけども、この道路管理者、国道、都道、区道でござい

ますけども、事防犯カメラの設置については、それぞれ、やはり考え方というのが違って

きているんですね。で、今、千代田区内にある、区道には防犯カメラがついていますよと

いうことはもう十分に承知をしておりますけども、千代田区内の都道、国道において、防
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犯カメラを設置しているのかどうか設置状況。資料要求はしていませんから、分からなけ

れば分からないで結構ですけども、ざくっとしたものでも結構です。都道と国道の防犯カ

メラの設置がどのようなことになっているのか、まずはお答えいただきたいと思います。 

○皆川安全生活課長 桜井委員のご質問についてお答えさせていただきたいと思います。 

 町会、商店街で設置している国道、都道の設置状況なんですけども、国道については設

置状況はございません。都道については、アキバ２１のほうで中央通り、今年度、有楽町

町会ですね。有楽町駅前の都道に設置しております。 

 以上です。 

○桜井副委員長 ありがとうございました。国道については残念ながら設置の実績がない

ということでございます。で、実は私が住んでいる麹町の大通りも国道でございますけど

も、残念ながら設置がありません。随分前から、これは、この麹町大通りだけじゃないと

思いますけども、防犯カメラの設置の要望については、随分前から、区民の皆さんから設

置をしてほしいという、そういう要望がございます。恐らくどこもそうだと思うんですけ

ども、そういう要望があったときに、どこに連絡していいのか分からない。特に、国の場

合なんかは特に、その要望先が分からない。もちろん、我々もそれを聞いて、いろいろと

動いてはいるわけですけども、なかなか遅々としてそれが進まないという現状があります。 

 それで、いろいろと調べてみると、例えば国道に設置するときの支柱ですよね。防犯カ

メラを取り付ける支柱がないとかですね。また、警察あたりからも、つけてほしいという

要望というのがよくあるんですけども、警察の信号のところに設置をさせてほしいと要望

すると、これは駄目だと言われちゃうんですね。で、いろんな標識がありますけど、標識

のところの１か所を貸してくださいとお願いしても、これは駄目だと言うわけですね。 

 そういうようなことが繰り返されている中で、やはり安全・安心のためには、たとえ国

道であっても都道であっても、防犯カメラの設置をしたほうがいいという場所というのが

当然あるわけで、そのことについてどのように進めていったらいいのかということが、非

常に大きな課題として毎回残っているんですね。そうなったときに、もちろん東京都や国

道、国道事務所はこの上にあるわけですけども、に直接お願いに行くということの前に、

やはり区として、国道なり都道なり、防犯カメラの設置というのは必要、区民からの要望

に対して、どういうようなスタンスで、区民のそういう安全・安心に対する要望を聞き入

れていただけるのか。まずは、区としての考え方がどうなのかというところをお聞かせい

ただいて、そういう気持ちがあるのかどうか。相手がいることですから、それはできるで

きないはあるとは思いますけど。まずは区として、千代田区内の道路、国道、都道にかか

わらず、千代田区内の道路の安全についてどのような見解を持っていらっしゃるのか、お

聞かせいただけますか。 

○皆川安全生活課長 桜井区議のご質問に対して、まず、町会・商店街で設置する防犯カ

メラについて、ちょっとご回答させていただきたいと思います。 

 町会・商店街で設置する防犯カメラの補助事業については、当課の安全生活課で担当し

ております。どのような基準で各地区、地域団体のご要望については、それぞれ個別に聞

きながら、丁寧に進めさせていただきたいと思います。国道への設置希望・要望というの

も過去にもございました。ただ、国道のほうで、なかなか難しい面というものがございま

す。ただ、難しいから実行しないんじゃなくて、今後も国道事務所のほうと連携させてい
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ただいて、防犯カメラの必要性について協議させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○桜井副委員長 ありがとうございます。千代田区のほうでの考え方というものを、今述

べていただきました。まずは安心しました。 

 やはりこの都道なり国道なり、千代田区としてお願い、これからその交渉をお願いする

とかいうようなときに、いろんな環境整備というものが必要になってくると思うんですね。

それは何かというと、先ほどお話ししたそういう設置をするときの、例えば支柱なんかに

ついても、そういう国や東京都、また警察、警視庁のほうはどうなのかよく分かりません

けども、を貸していただけるような、そういう環境を整えることができるのか。または、

電源をどこから取っていくのかとかいう問題になってくると、非常に我々もよく分からな

い。メーターをつけて、どういうふうに決済するのかとか、そんなようなことも、当然、

今後の中では考えていかなければいけない。そういうようなことをなくして、ただお願い

するだけでは相手方も乗ってこないんではないかと思っています。 

 で、そういう意味からも、ぜひ、まずは区民の声がどういうところにあるのか、どうい

うところにつけてもらいたいのかというようなことを、まず区が把握して、それで、それ

に対してのそういう環境の整備もきちっと並行してやっていかないと、なかなか、この防

犯カメラの設置というのは前に進まない。ましてや、道路管理者の、それぞれの管理者の

考え方、道路整備に対する考え方がそれぞれ違いますから、そういう方たちと同じスタン

スで、同じ方向に向いて、区民の皆さんの安全のために、この話を進めていくということ

は大切なことなんだけど、大変なことだと思うんです。 

 先ほど課長から、今後についてもそういった協議もしていただけるようなお話を頂きま

したんですけども、ぜひ、千代田区として、まずは区民の皆さんが安全のために、そうい

う交渉を、今後、していってもらいたいんですね。そこら辺のところのお考えを、先ほど

環境を整えていくということも申し上げましたけども、そういうことも含めて、区として

行っていただきたいと思いますけど、これはもう所管の、ぜひ部長にお答えを頂きたいと

思っております。いかがでしょうか。 

○印出井地域振興部長 桜井副委員長からのご質問でございます。道路管理者、多岐にわ

たっているということで、今回のご質問の主題は、地域が設置する防犯カメラについての

環境整備というようなご質問だというふうに理解して、私のほうからご答弁申し上げたい

というふうに思います。 

 先ほどの、午前中もありましたけれども、やはり、地域の防犯意識、自主防犯の意識、

それを支える仕組みとしての防犯カメラというようなことが重要でございます。地域の皆

様方のそうした安全・安心に対する思いを受け止めて、我々がそれをどう実践していくか

というところかなというふうに思っています。 

 そして、桜井副委員長おっしゃるとおり、防犯カメラをどこに設置するかということ。

そこについては、地域の方々が最もよくご存じなので、我々としても地域の意見を聞きな

がら進めていきたいと思うんですけれども。まさにご指摘のとおり、具体的につけるとな

ったときに、設置場所とか電源の問題とか、そういった問題は先般秋葉原で実証実験を行

ったときも非常に大きかったかなというふうに思います。道路管理者が占用許可を出す上

でも、あるいは設置に向けての安全を確保する上でも、非常に大きいというふうに思って
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おりますので、我々としては、今後そういった側面も含めて、地域に対してアドバイスし

たり情報共有したりというようなことも念頭に置きながら、進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○桜井副委員長 はい。結構です。 

○小野委員長 はい。それでは、引き続き質疑を受けます。 

○米田委員 区内ニーズに応じた住まいの供給と市街地再開発、ちょっとだけ入りますん

で、この２点でお願いいたします。いいですか。 

○小野委員長 はい、お願いします。 

○米田委員 区は、これまで次世代育成住宅助成などの現金給付により、高騰する家賃負

担へも支援を行ってきました。で、来年度は、アフォーダブル住宅、今回のアフォーダブ

ル住宅は、給付による支援だけじゃなく、空き家の活用、オフィス転用などを通じて、適

正な家賃の住宅というストックを創出する取組だと思っております。 

 この現金給付中心から受皿づくりへの政策の幅を広げるのに、僕は、もう適しているの

かなと思っています。この政策転換の意義について、まず区の認識をお聞かせください。 

○山内住宅課長 委員おっしゃられるとおり、本区では、これまで次世代育成住宅助成を

はじめとする現金給付型の支援により、家賃が高い場合でも、居住継続をしていただける

よう、支援してまいりました。 

 一方で、近年の急激な家賃の高騰や、地価、賃料水準の高止まりなどが常態化する中で、

給付のみでは長期的な居住の安定につながりにくいという課題も認識をしております。今

回のアフォーダブル住宅の取組でございますが、こうした課題を踏まえ、個々の世帯の給

付による支援だけではなく、適正な家賃水準の住宅ストックそのものを確保し、これまで

の施策を補完しながら、持続可能な住宅施策に取り組んでいくものであると考えてござい

ます。 

○米田委員 手当を配っても住むところがないとか、そういったことのないようにしてい

く取組だと思います。従来の区営住宅は低所得者向け、で、民間市場は、今、課長おっし

ゃったように非常に高い。で、働く世代や子育て世帯などの中間層が、区外へ流出してい

る現状があります。アフォーダブル住宅は、この住宅施策の空白を埋める施策と認識して

いますが、その考え方について間違いないかというのを、まず確認させてください。 

○山内住宅課長 ご指摘のとおり、区営住宅は低所得者向け、民間市場につきましては高

所得者向けという構造の中で、一定の収入がありながらも民間賃貸住宅では非常に負担が

過重となる、いわゆる中間層、子育て世帯、いわゆる働く現役世代がなかなか住宅に入れ

ない、確保できないという状況となってございます。アフォーダブル住宅につきましては、

こうした世帯を主な対象として、子育て世帯の定住を支えることを目的として、これまで

以上に支援を行っていくということで考えてございます。 

○米田委員 中間層を支えるという意味でも、非常に重要かなと思っています。ただ、中

間層も、非常に幅広いと思っておりますんで、今、子育て世代とおっしゃっていただきま

したけど、区に働いていただいているエッセンシャルワーカーの方とか、そういったこと

も含めて今後検討していっていただきたいんですけど、いかがですか。 

○山内住宅課長 まず子育て世帯ということでお話をさせていただきましたが、当然、現

役で働いていただいている方々を含め、そういうエッセンシャルワーカーの方々も含め、
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今後、検討の中に含めてまいりたいというふうに考えております。 

○米田委員 その上で、住宅コストの適正化による定住促進につなげるものと思っていま

すんで、市場家賃そのものを低減させるこの施策は、一時的な補助金よりも、定住への安

心感を与えると思っております。本事業によって、区内で働き、子育てをする世帯が将来

の見通しを立てやすくなるという認識でよいか、これも確認させてください。 

○山内住宅課長 本事業につきましては、毎年行っている補助とは異なって、入居時点で

既に市場家賃よりも低い水準という住宅を確保して住み続けていただけるという点に、特

徴があるものと考えてございます。そのため、区内で働いたり、子育てを行う世帯が、将

来的な住居費負担を見通ししやすくなって、その結果として、定住への安心感につながる

ものではないかと認識をしてございます。 

○米田委員 安心して住めるような、千代田区にしていただきたいなと思います。 

 次世代育成住宅助成との分け方について伺います。今言ったように、次世代住宅助成は

直接給付である。で、今回のアフォーダブルは物件提供であります。予算配分のバランス

と今後どう適正化していくのか。将来的には手当からストック確保への予算をシフトして

いく考えがあるのかも確認させてください。 

○山内住宅課長 今お話にありました次世代育成住宅助成などの直接給付でございますが、

こちらはいわゆる短期的といいますか、受給、給付を受けている間の家計負担の軽減に有

効だと考えております。 

 また、一方でアフォーダブル住宅でございますが、住宅ストックを通じて中長期的な支

援になるのかなというふうに考えてございます。今後も、それぞれの施策の特徴や役割を

踏まえながら、バランスの取れた住宅施策を推進するよう検討してまいりたいと考えてご

ざいます。 

○米田委員 分け方は難しいと思うんですけど、手当と物件のベストミックス、今後考え

ていく上で検討して、しっかり検討していただきたいなと思います。 

 で、今回のアフォーダブル住宅は、賃料設定や入居資格でどのような差をつけて、利用

者の混乱を防いでいくのかというのも、確認させてください。 

○山内住宅課長 現在考えておりますアフォーダブル住宅でございますが、賃料につきま

しては、おおよそ２割程度安くということで、２割から３割程度安くということで考えて

ございます。 

 また、利用期間等につきましても、まだ確定ということはございませんが、東京都のほ

うでも現在実施しておりますアフォーダブル住宅、来年度から始まりますが、それにつき

ましては１０年もしくは１５年となってございますので、同等の期間を考えてまいりたい

というふうに考えてございます。 

○米田委員 今、課長答弁を聞くと、東京のアフォーダブルは１０年間、で、次世代育成

助成はいわゆる８年間ということです。これ、例えばアフォーダブルが、今、来年度は試

験的に３件ですけど、数に限りがあるということですので、例えば千代田区では子どもが

小学校を卒業するまでとか、いろんな期限を、公平性を考えると、ある程度の期限を、今、

課長も言っていただきましたけど設定しないといけないと思うんですけど、どういった基

準で設定しようと思っているか、お聞かせいただけますか。 

○山内住宅課長 今、委員おっしゃられたように、利用者の方の入居世帯のライフステー
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ジの変化に応じた利用の在り方、また、そういった方が出たときに、次の方が入るという

ような住宅の循環利用という点も鑑みまして、今後、事業の趣旨、また入居者の生活実態

を踏まえながら、より多くの世帯の方がこちらの制度を活用できる仕組みを進めてまいり

たいと考えてございます。 

○米田委員 期限を設けるのは決して簡単ではないと思うんですけど、しっかり公平性を

担保できるようにしていただきたいなと思います。 

 これ、これまでの区の課題でもあるんですけど、所得上昇とか、様々な条件があって、

区営住宅等の基準を外れた世帯が民間賃貸では借りにくいと。こういった方がアフォーダ

ブル住宅に、今のところ数限りがありますけど、スムーズに移行できるような仕組みも、

しっかり考えていくべきと思うんですけど、いかがですか。 

○山内住宅課長 区営住宅からの住み替えや、区内での居住継続を支える仕組みづくりは、

重要な課題であると認識をしてございます。アフォーダブル住宅を含めた区内住宅施策の

中で、円滑な住み替えが可能となるようなスキームについて、検討を進めてまいりたいと

考えてございます。 

○米田委員 よろしくお願いします。 

 分科会でも入山委員と大坂委員も質問して、ちょっとかぶるところはあるんですけど、

地価の高い本区において、民間ビルのいわゆるコンバージョンは簡単ではないと思ってお

ります。改修補助のほか、今のところ１ ,０００万と伺っておりますけど、容積率の緩和

や固定資産税の減免措置など、今後踏み込んだ支援策を検討すべきと思うんですけど、い

かがですか。 

○吉田地域まちづくり課長 今、容積率の緩和ということでございましたので、おっしゃ

るとおり、昨年１２月の東京都議会でも、小池知事のほうから、都市開発と合わせたアフ

ォーダブル住宅の誘導・検討ということが発言されています。で、東京都の住宅政策本部

のほうでも公表された資料の中で、開発諸制度と合わせたアフォーダブル住宅の誘導。要

はアフォーダブル住宅を、再開発とか、そういったもので造る建物の中に入れるのか、そ

れとも、周辺のところに整備するのかということで、容積率を上げていくといった制度も、

今、検討中というふうに伺っておりますので、その検討内容を注視して、区でも適切に運

用していきたいと考えております。 

○米田委員 今、課長にお答えいただきましたけど、千代田区で市街地再開発計画、まだ

たくさんありますんで、そういったところにいろんな緩和条件、例えば広場とかが中心だ

と思うんですけど、それの一部としてアフォーダブル住宅、しっかり進めていっていただ

きたいなと思います。 

 これも分科会であったんですけど、中古ビルや空き家を早期に掌握するために、不動産

団体や宅建業者と連携した物件バイイング、このような仕組みも構築したら、楽になるん

じゃないかなと思うんですけど、いかがですか。 

○山内住宅課長 今おっしゃられたような転用可能な物件、また空き家等につきましては、

早期に把握することは、本事業を推進する上で重要であると考えてございます。不動産関

係団体等との情報共有などを含めて、地域の関係者の方と連携を強化して、物件情報を把

握するための仕組みづくりについて検討してまいります。 

○米田委員 東京都のアフォーダブル住宅を区内で転換する際、なかなか難しいと思いま
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す。郊外からやっていくと聞いておりますんで。その場合、千代田区はどのような上乗せ

支援や条件提示を行い、区民の利益を最大化するのが大事だと思っているんですけど、こ

の辺の考えについてもお聞かせいただけますか。 

○山内住宅課長 今、委員おっしゃられたように、東京都ではファンドを活用したアフォ

ーダブル住宅、郊外のほうから進めるということで、まだ千代田区ではそういったような

物件ができるというお話はちょっと聞いてはおりませんが、もし千代田区でできると、行

っていくということになった場合につきましては、都の仕組みを活用しながら、区内の、

区民の皆様の居住が安定していくように、そちらにつながるよう、区としてのいろいろな

補助であったり、関与の在り方、また条件の設定等について、整理・検討しながら対応を

してまいりたいと考えてございます。 

○米田委員 ぜひお願いしたいなと思います。 

 いわゆる説明でもありましたけど、周辺相場が上昇し続けても２割減を維持する方向だ

と聞いております。周辺相場が上昇することによって、言い方はよくないですけど、逆ザ

ヤが生じる懸念があると思います。長期的な家賃改定ルールや、公的補助の在り方を今後

どのように設計していくのか、今後でしょうと思うんですけど、お聞かせいただけますか。 

○山内住宅課長 家賃の改定ルール、補助の在り方はどうかというご質問でございますが、

こちらといたしましても、一定の家賃水準を長期にわたって維持していくという事業の継

続性、持続性を確保することは非常に重要であるという認識をしております。 

 家賃改定の考え方や支援の在り方につきましては、オーナーさん、事業者の状況ですと

か、周辺相場の市場動向なども踏まえながら、基本的な考え方を整理していかなければな

らないと考えているところでございます。 

○米田委員 しっかり整備していただきたいなと思います。 

 この事業に係る今後１０年間の財政支出と、それによって得られる定住人口の維持とい

う社会的便益をどのように比較検討していくのかもお聞かせいただけますか。 

○山内住宅課長 本事業につきましては、今年度モデル事業として、１戸当たり１ ,００

０万ということで、非常に大きな金額となるものでございます。ただ、単年度の財政負担

のみならず中長期的な支出、また、その効果、そういったバランスを意識していくことが

重要かと考えてございます。今お話しいただきました定住人口の維持とか、地域の活力の

確保といったような観点も含めてしっかりと検証を行って、事業の効果を総合的に評価で

きるような形でやってまいりたいと考えてございます。 

○米田委員 モデル事業なんであんまり言いませんけど、コストとして見るんじゃなくて、

未来の投資へと考えるべきだと思います。この事業は、何のことで成功を図るのか、成否

を図るのか。単なる戸数確保だけでなく、子育て世帯の区外流出抑制や区内小学校の児童

数維持といった定住効果をどのように検証していくのかもお答えいただきたいのと、次期

計画にどのように生かしていくのかもお聞かせください。 

○山内住宅課長 本事業の成否というか成果ということでございますが、もちろん住宅の

供給戸数ということがどれぐらいになるかということ。当然そちらもあるかと思いますが、

それに併せて、おっしゃられたように入居状況、子育て世帯の定住継続性など、様々な視

点を把握して、検証を行ってまいりたいと考えてございます。 

 今後どういった指標が適切なのかというところもしっかりと検討しながら、指標を設定
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して、その検証結果を次の施策、計画等に生かしながら、より実効性の高い住宅施策につ

なげてまいりたいと考えてございます。 

○米田委員 じゃあ、もう、最後にします。来年度からアフォーダブル住宅の取組が始ま

ります。本区の住宅事情を踏まえると、今後さらに充実させていく必要があると思ってお

ります。都の施策と連携しながら、区の特性に応じた独自のアフォーダブル住宅施策を構

築し、若い世代も子育て世代も高齢者も、それぞれのライフステージに応じて安心して住

み続けることができる、区民がいかなるライフステージになっても住み続けられる千代田

を実現していくべきと考えます。今後の長期ビジョンと決意について、最後、お聞かせく

ださい。 

○加島環境まちづくり部長 米田委員から様々にご意見を頂きました。区としましては、

今までに区に住めていた、住んでいた方、これからも住み続けたいと思っている方々が、

マンションの販売価格の高騰だとか、それに関連して、賃貸の家賃も高騰が続いたといっ

たような状況となっていると。そのようなことから、マンションの販売価格の高騰に関し

ては、不動産協会のほうに転売禁止を要請したといったようなことがございます。 

 ただ、区がマンションを販売するということはできませんので、区ができることとして、

民間の既存ストックを活用して、周辺の家賃相場より低く賃貸できるアフォーダブル住宅

の供給に踏み切るといったようなものが、今回のアフォーダブル住宅の取組です。今年度、

既に具体的な空き住戸の目星をつけたものもございます。ターゲットを現実化するには、

賃貸するための公平・公正な仕組みの構築が、非常に重要かなというふうに思っておりま

す。 

 また、そういった仕組みの構築とともに、今後の長く続けていくためには、財政負担の

対応もしっかりと検討していく必要があるんだろうなというふうに思っております。そう

いったことを踏まえながら、民間資金の活用だとか、既存施策などの連携なども視野に入

れながら、供給拡大を目指していき、そういった形でやっていきたい。住みたい人が住め

る千代田を目指して頑張っていきたいというふうな思いでございます。 

○小野委員長 はい。 

○はやお委員 関連。 

○小野委員長 関連。はい、はやお委員。 

○はやお委員 ここのところの分析は非常に必要だと思う。まあ、あえて言いませんよ。

都市計画がやったから１割から２割ぐらい上がるという結果も分かっているわけです。で、

都市計画とか再開発が悪いということではないけども、その辺のところについては、一端

は、区のほうの対応もあるわけですね。 

 あと、今後のアフォーダブルのことを考えるときに、借地の問題と、その建物を買うと

いう問題があるわけです。既に住んでいると、借地借家法できちっと担保されているはず

なんですけれども、この辺についてはどのように調査しているのか。つまり、何かといっ

たら、通常、幾ら経済的に物価高騰があろうとも、既に住まわれている人というのは借地

借家法によって守られているわけですよ。それで、どういうところをアフォーダブルとい

うか、購入に対してやるのか、この賃料に対してやるのか、どの辺をウエートで考えてい

くのかというふうに整理しているのか、お答えいただきたい。 

○山内住宅課長 アフォーダブル住宅につきましては、手頃な家賃の住宅ということでご
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ざいますので、いわゆる基本的には民間の賃貸住宅というような形態で考えているもので

ございます。 

○はやお委員 これを進めていくというためには、エビデンスが必要ですよ、今後はそう

いうようにきちっと数値的な確認をしていきますよという考え方だったですよね。そうす

ると、実態がどういうことだから、どういうところにウエートをやっていくかという整理

が必要じゃないかと質問しているつもりなんですよ。 

 つまり、何かといったらば、既にある人間のところについては、実際、そう簡単には借

地借家法によって守られているわけです。で、どういうところをアフォーダブルにやるか

というと、新しい住戸に対してやっていくのか、新規住戸にしてやっていくのか、逃げ出

さない――逃げ出さないは失礼ですね、出ないようにするためにいろいろな補填をしてい

くのか、どういうようなところを重点的にやっていくんですかと。 

 あと、私が総合子育てと言ったように、実際のところ、住み続けていただくためには、

子育て世代を重点的にやっていかなくちゃいけないと言ったわけですよ。となると、この

アフォーダブルというよりは、家賃補助というところにウエートを、軸足を置くべきじゃ

ないかという意味で言ったわけです。そこのところはどういうように整理されているのか。

言葉だけが、先行してるんですよ。アフォーダブルということで都がやっている、２００

億の。それも郊外からやる。だからアフォーダブルだ。じゃないんですよ。地に足のつい

た政策としてどういうふうに考えてるのか答えてくれということです。お答えください。 

○山内住宅課長 こちらにつきましては、先ほども米田委員の際にご答弁さしあげました

けども、いわゆる助成と、あと、こういった住宅の供給というバランスを取りながら、実

際にやっていきたいというふうに考えてございます。 

 また、対象につきましては、まず子育て世帯の方々が、ライフステージに応じていろい

ろ住宅を広くしたりとか部屋を増やしたりとかということがかなり多い世代となりますの

で、そういったところにつきまして、まず、こういったアフォーダブル住宅の提供という

ようなところで、まず対応をさせていただいて、その後、どういうふうに広げていくかと

いうところも、しっかり検討してまいりたいと考えております。 

○はやお委員 はい、最後です。 

○小野委員長 はやお委員。 

○はやお委員 じゃあ、はっきり言って、これから整理するというふうに受け止めてよろ

しいんですかね、これから整理ということで。で、そういうこれから整理するということ

だったら、どのように整理していくのか、もう少し道筋をはっきりさせていただかないと、

まあ、何かそわそわしている副区長もいるんであれば、ちょっとそこのところ。 

 何かといったらね、ここは結構大切なところなんですよ。ですから、ここをどういう道

筋で青写真で進めていくのかということをもう少し詳しく。決まっていないなら決まって

いないということで。これはあれですから、その考え方を整理するんだというんであれば、

整理。今までも、もうずっとやってきたことですから、そこをお答えいただきたいと思い

ます。 

○加島環境まちづくり部長 貸出しの条件だとか子育て世代にということは決まっている

んですけど、どういった形で募集するかだとか、そういったことは決まっていないという

のは事実です。で、今回、資料４で、アフォーダブル住宅の、ありますので、少し勘違い
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されていなければあれなんですけど、先ほど新築というようなお話もあったんですけど、

我々は今の空きのマンションですね。（発言する者あり）約３ ,７００ぐらいあると。そ

んなに、多分ないんだろうなと思いながら、あそこの使われていない空き家のマンション

を有効的に使えるんではないかと。また、事務所ビルの中でも、簡易というか、少し手を

入れてマンションとして活用できるものもあるんではないかということで、そこら辺を今

年度も調査したんですけど、来年度、本格的に調査して、最低限三つを供給したいなとい

うふうに思っているところでございます。 

 その供給の先だとか、募集だとかということは、来年度、その調査を含めて検討して、

また皆様には報告するような形になるかなというふうに思っております。 

○はやお委員 じゃあ、ここのところについては、今後、企業で言えば投資効果というこ

とですけれども、どういうふうに効果を得ていくかということについては、どのように手

法を考えていて、ここについても考えていないということであれば、どのように整理して

いくかというのは考え方があるのか、お答えいただきたい。 

○加島環境まちづくり部長 そういったところも含めて、来年度予算で、そこら辺の調査

検討を入れさせていただいていますので、ぜひご承認いただいて、進めさせていただけれ

ばなというふうに思います。 

○はやお委員 分かりました。 

○小野委員長 はい。 

 小枝委員。 

○小枝委員 あれっ。これは、私が資料要求させていただいたんですかね。 

○小野委員長 そのとおりです。 

○小枝委員 すみません。はい。それで、これね、（発言する者あり）資料４ですね。

（発言する者あり）いえ、いいんです。皆さんの質疑も聞いて。 

 区民ニーズに応じたすまいの供給（アフォーダブル住宅の推進事業）ということで、私

の視点なんですが、何でこんなに遅いのかというふうに思う次第です。四角囲みのところ

に平成９年からというふうに書いてありますが、これ、昔、拓く会議員団という古い会派

がありまして、そこが予算要望して、パワーがなかったので１５０万しか補助が出なかっ

た。それで、いろんな住民からの相談があったけれども、やっぱり使えないで廃止になっ

ちゃったというところを３０年かかって拾い上げて、ブームが来るのかなと。ニューヨー

クなんかでも、ニューヨーク市が、これで市長選、逆転したというぐらい、やっぱりニュ

ーヨークも東京と同じ住宅問題を抱えて、やっぱり福祉的にも住み続けられるというコミ

ュニティの意味でも非常に重要だということからすると、今回１,２００万、５４万、何

でこんなにゆっくりなんですかというところは、うん。それで、３戸。うん。３戸じゃ、

まるで宝くじになっちゃうじゃないですかという。この遅さについての説明をお願いしま

す。 

○山内住宅課長 こちらの期間ということで、遅いというご指摘でございますが、まず、

こちらの調査というところで、来年度、令和８年度前半に、こちらの調査を実施いたしま

す。その中で、本当に空き家がどれぐらいあるのかとか、どういうふうにやっていけるの

かとか、そういったところも含めて検討を進めてまいりまして、また、並行いたしまして、

モデル事業といたしまして、まず３戸、させていただきまして、やはり、今、小枝委員の
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ほうからもお話がございましたが、以前の事業ということもあって、それがどうだったか

といったことの反省を踏まえながら、どういうふうにやっていけばいいのかというところ

を、しっかりと課題の洗い出しを含めてしっかりやりながら、将来的な供給のほうにきち

んとつなげてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○小枝委員 事業の方向性としては評価している立場なんですけれども、腰が引けている

なという印象を持っております。 

 もう少し素材として欲しいんですけれども、周辺家賃の２割、３割減ということですが、

麹町と神田とは違うと思うんですけれども、おおむねどのくらいの目安と考えているでし

ょうか、月額で。以前ですと、大体所得の２５％とかいう適正家賃ルールみたいなのがあ

ったんですけど、今、非常に価格の感覚が変わってきていますので、応能という意味合い

ではなく、市場のということだと思うんですけど、大体見当でいいんですけれども、その

ぐらいは見ていないですかね。 

○山内住宅課長 こちらの家賃の目安でございますが、市場家賃の２から３割ぐらいを安

くということでございますので、およそ現在のいわゆるお子さんが１人、もしくは小さい

お子さんが２人いるような世帯、４０平米とか５０――５０まではいかないと思いますが、

そういったところの家賃についてはおおよそ２０万円から３０万円の間ぐらいになるのか

というふうに考えてございます。また、区民住宅等もございますので、また、そういった

家賃も見ながら、こちらのほうでどれぐらいの家賃にできればいいのかというところはし

っかり検討してまいりたいと考えてございます。 

○小枝委員 モデル事業だという先ほど話がありましたけれども、２０から３０、まあ３

０というのは麹町のほうはそういうことなんですかね。ちょっとでも設定としては高いで

すよね。そこから２割、３割引くとして、何だろう、イメージとしては神田で１５万、麹

町で２５万とか、そういう感じなんですか。予算というのは対区民に分かるように、（発

言する者あり）説明をするという意味では、何かもうちょっと分かるようにしたほうがい

いんじゃないかなと。それで、そこは数字的にはもう少し、何というか、プレゼンテーシ

ョンをうまくしていただきたいなというふうに思うんですけれども、それと、住宅型の総

合設計って今までいっぱいあったんですよね。多分千代田区内にたくさんあります。そこ

が住宅じゃなくてオフィスになっちゃっていたり、待合室になっちゃっているようなとこ

ろもあるので、そういうところも１回ちゃんとリサーチをかける必要があるんじゃないか

と。先ほど目星がついているということを言っていたんですけれども、その目星というの

は全部マンションなのか。手挙げ方式でいくのか、例えばオフィスと住宅転用の半々なの

か、転用というのは、住宅をもう一回改修すれば使えるようになるよねという住宅も、ま

あ附置住宅でもあると思うんですね。オフィスでずっと使って土足で入っちゃっているよ

うなところもあったりするんですよね。そこをもう一回戻すというのもあると思うんです

よ、住宅のほうは。オフィスに関しては水回りから何からやらなきゃいけないから大がか

りだろうなというふうに思うんです。三つにこだわらず幾つかのバラエティーをサンプル

として、こんなというのをまず早いうちに見える化していくということが大事なんじゃな

いかなというふうに思うんですけれども、そこら辺のイメージがあれば開示していただき

たいと思います。 

○山内住宅課長 今おっしゃられたように、こちらもアフォーダブル住宅にするに当たっ
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て、いわゆる賃貸マンションの空き家、またはそういった事務所ビルの住宅への転用とい

うこと、様々なことができないかということを考えてございますので、今回のモデル事業

の中では、なるべくそういったことを一つずつ拾えるような形でやりながら、制度の課題

とか、そういったところを洗い出してしっかりと次につなげてまいりたいというふうに考

えてございます。 

○小枝委員 しょっぱなに遅いですねという、進みが遅いですねって、課長一人でお忙し

いんだろうと思いますけれども、どうしたらこれ前倒しになっていくのか。恐らく今回記

者会見したときの一番の目玉の一つだったと思うんですね。住宅に踏み出していくぞとい

うことが結構新聞に載っていたと思うんですけれども、それは家賃補助も何％増しだっけ、

アップ、不十分だけどされるし、このコンバージョン、リノベーションもされるし、期待

をするところなんですけれども、補正を組んででも進めるべきという言い方がいいのか分

からないけれども、もう三つしかやりませんということなのか、進みをできるだけ早くし

ていきますということなのか、そこら辺の姿勢、最初のときに言いましたけれども、ラー

メン屋さんのショーケースには商品が並んでいるけれども入ってみたら商品がありません

というような状況になると、今回の予算というのはがっかりだというふうになっちゃうの

で、そこの積極性が極めて何度も言うけど遅い。今の区民の状況からするとそれを危惧し

ます。 

 それから、高齢者、区のほうの出された予算書の８１ページにも、ここ、若年ミドル世

代って人口構成が出ているんだけれども、ここの胴回りのところがどっと太くなっていて、

本当に高齢者のほうが、これは亡くなっていくからあれなんだけれども、以前とは全くさ

ま変わりしているんですね。大事にするべきは、もちろん若年、ミドルもあるんだけれど

も、高齢者の人たちが住み続けられない。区営住宅、区民住宅が２００倍、３００倍にな

っているという状況にたどり着かないと、これまで納税してきた人、これまで住み続けた

いと思ってきた人、そういう人たちが外されてしまうということにはならないかという危

惧についてご答弁をお願いします。 

○加島環境まちづくり部長 遅いというご意見なので、それは叱咤激励なのかなというふ

うに受け止めさせていただきます。この資料を見ていただくと、１ ,０００万円というの

は住宅転用ということで、事務所から住宅に変えた場合に１ ,０００万円ぐらいかかると

いうことなので、マンションからマンションということになるともう少し安くできる可能

性があるかなということで、別に１ ,０００万ずつ３戸ということじゃなくて、例えば５

００万で済めば６戸になるとか、そういった住宅の戸数は増やしていきたいというのが

我々の考え方です。それがまだ新年度どんな形で蓋を開けてみてどうなるか分かりません

けれども、これが順調に進められるということであれば積極的に戸数は増やしていきたい

というふうな考え方で、もしかしたら補正というようなことをお願いする機会もあるかな

というふうに思っています。 

 来年度モデル事業ということで、主に子育て世帯の区内での住み替えということでやっ

ていますけれども、住戸戸数が増えていけば高齢者の方だとか、そういった方、あと米田

委員のご質問にもありましたけれども、そういった方たちの対象ということも増えていく

んだろうなというふうに思いますので、まずはちょっと見届けていただくのが大事かなと

いうふうに思っております。 
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○小枝委員 見届け。もう最後にしますけれども、見届けって、部長はご存じのように、

千代田区というのは相続税対策ということでどんどんビルを造ってオフィス化をして、そ

れでバブルがはじけて税金が払えないと、中古のビルがたくさんあります。そうしたもの

が、何というんですかね、やっぱり空き家状態である。いろんな組合があるんだけれども、

何でビルオーナー組合ってないのかなと私はずっと思っていたんですよ。千代田区のまさ

しく神田の地場産業になっているんだから、この人たちの実感がダイレクトに行政に届い

て、できないものはできないにしても、できるものはやるよということをもっと円陣を組

んでやっていくべきじゃないかという、ここについてはそういう私の考えなんですね。 

 それと合わせて最後ですので言ってしまうと、先ほど米田委員も言われたんですけれど

も、やっぱり税の問題が大きいということはあるわけですね。聞くところによると、例え

ば都市計画税なんかは、成田市、どこだか、取っていないところもあるそうなんですよ。

そういう自治の範囲でできる、残念ながら２３区は東京都ですけれども、東京都であった

としても、やはりはっきり言って再開発によっていろいろ高度化することによって地価が

上がって税金が上がって住めなくなったというところを考えると、そこの税の減免という

ことにも踏み出していかないと、地場の人間は住み続けられないだろうということはもう

みんなが分かっていると思うので、そこもぜひ同時に研究、検討を進めていただきたい。

早めていただきたい。よろしくお願いします。 

○加島環境まちづくり部長 都税に関しては、区がちょっと意見を出してすぐ変わるとい

うものではありませんので…… 

○小枝委員 そんなことないですよ、そんな。 

○加島環境まちづくり部長 まあ、受け止めさせていただければなというふうには思いま

す。 

○小枝委員 ぜひ、意見を出して。 

○加島環境まちづくり部長 再開発に関しては、先ほど課長が答弁したとおり、アフォー

ダブル住宅を誘導する再開発の仕組みも検討しているところですので、そういったものを

踏まえてやっていく必要があるかなというふうに思っております。 

○小野委員長 はい。それでは、こちらの関連はよろしいですかね。 

 関連じゃない。 

 牛尾委員。 

○牛尾委員 私は市街地再開発事業について質問をしたいと思います。来年度予算には２

か所の市街地再開発の予算も入っております。資料も出していただきましたけど、この資

料は後ほどご説明をしていただければというふうに思います。 

 私は三つの角度からちょっと質問したいというふうに思うんですけれども、まず、市街

地再開発と環境の面であります。千代田区は「２０５０ゼロカーボンちよだ」ということ

で、２０５０年までにＣＯ２排出ゼロというのを目指しているということですけれども、

ＣＯ２削減、温室効果ガスの削減は様々な分野で取り組まなければいけない問題だと思い

ますが、まちづくりにおいてもそうしたことが問われるというふうに思うんです。そのま

ちづくりの一つが市街地再開発なんですけれども、まず率直にお聞きしますが、市街地再

開発におきまして、再開発前、あと再開発後の同じ区域、エリアでＣＯ２排出量がどのよ

うになるのか。あるいはこれまでの再開発でＣＯ２排出量がどう変わったのかというのを
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調査したのか、あるいは事業計画にこれだけ削減しますというのを盛り込んでいるのか、

その辺のことをちょっとお聞かせいただけますか。 

○神河環境政策課長 再開発事業における従前のＣＯ２排出量、それから事後の排出量に

ついてのご質問でございます。再開発事業の従前のＣＯ２排出量というものは、私ども区

のほうでは把握しておりません。ただし、新しく建つものにつきましては、こちらの私ど

も建築基準法であったりとか、そういったものに基づく申請届出であったりとか、私ども

環境のほうでは、建築物環境計画書制度というものがございまして、国の定める基準以上

に環境性能を高めてもらうような事前協議をさせていただいているところでございます。

そこで新しく建つものについては把握させていただいている、そのようなことでございま

す。 

○牛尾委員 それは、要するに排出量を抑えることができる機能ということであって、例

えば単位面積、エネルギー効率が上がって温室効果ガスの排出の機能は削減する機能が上

がりましたよとはいったって、今までの建物よりも市街地再開発事業によって容積率が増

して、床面積がかなり増えちゃったといった場合、総量としては増える可能性があると思

うんですけれども、そこについてはいかがなんですか。 

○神河環境政策課長 ご指摘のように、再開発事業において床面積が増えることがござい

ます。そういった中でＣＯ２が増えていくんではないかと。そのことが私たちが目指す２

０５０年ゼロカーボンに逆行するのではないかというような形のご指摘なのかなというふ

うに考えております。ですが、実際に近年の再開発事業におきましては、建築物における

高性能な設備、空調であるとか照明であるとか、そういった設備面のものがかなり高機能

なものが導入されており、また、排出ＣＯ２の削減に大きく貢献する再エネ電力、こうい

ったものを導入するような計画もございます。このため、再開発は必ずしもゼロカーボン

目標に逆行するものではなく、むしろ既存の低効率な建物を最新の環境技術で更新する契

機であるというふうに考えているところでございます。 

○牛尾委員 最新の機器導入という点であれば、例えば中小ビルの建て替えであってもで

きるわけですよ、それは。やはり大きなビルが建つと。特にそこに商業施設なんかが入る

と、今度は人の導入もある。人が入ってくる。交通量も増える。そこでも温室効果ガスは

やっぱり増えていくと。これは目に見えて分かるわけですよね。先ほど従前の量が分から

ないということですけれども、これしっかり千代田区も温室効果ガス削減の第５次の計画

を持っていらっしゃいますけど、そこにもやっぱり再開発においてもしっかりこれだけの

目標を持って減らしていくというようなことは目標を持つ必要があるんじゃないかという

ことが一つと、市街地再開発事業というのは今後さらに幾つも千代田区内で行われていく

わけですよね。そのたびに延べ床面積というのは莫大に増えていくということで、幾ら高

機能のそうした断熱材だったりとかＬＥＤだったりとかあると思うんですけれども、そう

したものが導入されたとしてもよ、巨大なビルが建っていくということは、それだけやっ

ぱり総量というのが増えていくというふうに私は思うんで、やはりここは環境面から見て

も、やっぱり市街地再開発事業が進められていくということと、ゼロカーボンちよだとい

うのは、やはり並行してできるというのはなかなか難しいんじゃないかと私は考えるんだ

けれども、いま一度区の認識をお聞かせください。 

○神河環境政策課長 ただいまのご質問について答弁させていただきます。 
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 人々の経済活動とゼロカーボンの取組は二者択一のものではなく、国が進めるＧＸの戦

略におきましても、２０５０年ゼロカーボンの達成は経済社会の発展と調和しながら進め

るものであるというような形のことで位置づけられているものでございます。そういった

動きもございますので、そういったものを踏まえ、区としてはそういった経済社会の発展

と調和しながら進めるゼロカーボン、そういったものをやはり目指してまいりたいという

ふうに考えます。 

○牛尾委員 じゃあ、ちょっと二つ目の角度に移りたいと思いますけれども、二つ目は住

環境の面から、ちょっと考えたいと思います。 

 まず、九段一丁目の再開発について、区道の廃止条例は委員会で可決はされたようです

けれども、改めてお伺いしますけれども、九段南一丁目再開発の区域内にあった区営住宅

１２戸、この代替の住宅というのはどうなっていますか。 

○山内住宅課長 こちらについては以前ご答弁をさせていただいているとおりでございま

して、今お住まいの方につきましては区内でほかの区営住宅のほうにお移りいただくよう

に準備をしているところでございます。また、今回、再開発によってあそこの１２戸がな

くなるわけでございますが、それにつきましては、区営住宅の全体の水準を維持するとい

うことがございますので、また、今後ほかの住宅の建て替え等々含めて、しっかりと住宅

の数の確保は努めてまいりたいと考えてございます。 

○牛尾委員 そういう答弁は以前にも頂きましたけれども、詳しくは住宅の問題で取り上

げたいと思うんですけれども、区営住宅はご存じのとおり、今なお数十倍の競争率で入り

たくても入れないという方がたくさんいらっしゃると。次の建て替えのときと言いますけ

ど、これ、何年後になるのか全然分かりません。本来この１２戸というのは住宅に困って

いる住民のために本来至急確保して使われるべきものだというふうに思うんですよ。そう

したことから考えますと、この九段南一丁目の再開発によって、こうした低所得者が入る

住宅が奪われたということになりますねこれは、いかがですか。 

○山内住宅課長 区営住宅の住宅の戸数でございますが、いろいろな変遷がございまして、

東松下町住宅を建てた際に戸数をかなり多くしたというところもございまして、現在のと

ころ確かにおっしゃられるとおり入居の倍率等は高いという状況はなくはないという状況

ではございますが、そういったところで水準については一応保てているのかなというとこ

ろでございます。また、再開発が、再開発といいますか、建て替えがいつ行われるのかと

いうところでございますが、それについては建物の維持管理の中で実際にどうなのかとい

うところもございます。また、適地がどうかというところもございますので、その中でし

っかり検討をしていくということで考えてございます。 

○牛尾委員 この問題は後から詳しくやりたいと思います。 

 一方、市街地再開発によって建てられたマンションは家賃が高いということですね。一

定の所得がないと入居できるマンションは建たないと思います。しかもそうした高層マン

ションに、区も認識しているように投機マネーが集中して家賃上昇の一因となっていると

いうことですし、この間千代田区で建てられたタワーマンション、多くは市街地再開発に

よって建てられております。家賃上昇は当然投機マネーだけの問題じゃないと思いますけ

れども、この市街地再開発事業は投機マネーを呼び込む原因になっていると、家賃上昇の

きっかけになっているという区はそうした認識があるかどうか、いかがですか。 
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○加島環境まちづくり部長 すみません。ここのところ、特に昨年転売禁止の要請を出し

た転売されているマンションに関しては、別に再開発で造られたマンションではございま

せんので、今の牛尾委員のちょっと言われているところというのは、ちょっと的確ではな

いんじゃないかなというふうに思います。 

○小野委員長 はい。ほかの質問でお願いいたします。 

○牛尾委員 再開発事業で造られたマンションだけじゃないですよ。それも入っているん

じゃないですかと。 

○小野委員長 あ、入っているんじゃないですかという確認の…… 

○牛尾委員 確認でもう一回確認します。 

○小野委員長 ということですか。 

○加島環境まちづくり部長 しばらく再開発事業が進んでいなかったので入っていないで

す。 

○牛尾委員 まあ今後建てられる建物がどうなるかというのは分かりませんけれどね、分

かりました。 

 三つ目の角度が税金投入の問題です。これ本会議でも触れましたけれども、国交省が事

務連絡で市街地再開発事業の事業費が大幅に増加しているということで、補助金を見直す

というような事務連絡を出しました。資材や人件費の高騰で採算が合わなくなって計画を

見直し中止する市街地再開発が次々に出てきておりますし、この間で言えばね、中野サン

プラザのことが大きくニュースにも取り上げられております。都心の再開発はどこでも同

じような問題を抱えていると思いますし、千代田区も例外ではないと思います。 

 まず、ここで追加資料の説明をお願いできればと思います。 

○吉田地域まちづくり課長 追加資料の６になりますけれども、こちら、環境まちづくり

委員会の中でも出している市街地再開発事業の地区の諸元一覧というものの抜粋になりま

して、都市計画決定から今着工しているものに関しての資料となっています。上のほうに

凡例、色が分かれていますけれども、こちらがステータスを表しております。 

 簡単に説明しますと、左上の表の部分ですけども、地区名であったりとか所在地、あと

は区域面積、あとは手続であったりとか、事業協力者、事業認可の年月日とスケジュール

などについて記載しているところです。 

 以上です。 

○牛尾委員 ありがとうございます。ご説明していただいた市街地再開発事業の中で、本

会議でも取り上げました飯田橋東口のように計画を見直していると、見直さざるを得なく

なったという再開発地域はあるのかどうかお答えいただけますか。 

○吉田地域まちづくり課長 飯田橋東地区に関しても今事業計画を見直ししております。

富士見二丁目３番地区、こちらも来年度の予算での補助金を要望しているところですけれ

ども、こちらについても、今、権利変換に向けて事業計画を見直しを行っております。 

○牛尾委員 本会議質問では、飯田橋東口で見直された再開発事業の総事業費における補

助金、この質問をしまして、幾らになるかと。ただいま計算しているから確定していない

という答弁でして、しかし、再質問で、同事業の補助金の増額はあり得るというふうに答

弁をされております。そこで、今、具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば都市計

画決定されて工事が進んでいない。小川町の三丁目とか外神田の一丁目とか、こうしたと
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ころの再開発についても都市計画決定時の総事業費における補助金の割合、これ今後増え

ていく可能性があるんじゃないですか。そこについてお答えいただけますかね。 

○吉田地域まちづくり課長 補助金の割合というところで、恐らく事業計画のお話を一般

のときにですかね、部長から答弁していると思いますが、その事業計画に関しては都市計

画決定時点というよりかは組合設立と合わせて認可をするようなものになっていますので、

現状の外神田一丁目とかに関しては、そこはまだ事業計画自体そのものが出てきていない

というところでございます。部長からも一般のときにお答えしたとおりですが、ちょっと

飯田橋東であったり富士見二丁目３番地区に関しては、現在、具体的な計画を権利変換に

向けて詰めている段階ですので、そこの数字というところはまだまだ検討をしているとこ

ろですが、こういうご時世ですので、十分にそういった当初の事業認可したときの想定よ

りも全体が上がっておりますので、補助金額に関しても上がるという可能性はございます。 

○牛尾委員 外神田の一丁目については、これは２０２５年の東京都の整備局でも事業費

は８５０億円予定というふうに、大体もう都市計画決定されている時点では大体これぐら

いの予算でしょうと。これぐらいの補助金でしょうというのは大体ある程度決まっている

と私は思うんで、今後増えていくというふうに私は思うんだけれども、そこで、区の補助

金についてですけれども、これ、大体区としては大体総事業費がこれだけあって、大体ど

の程度まで補助金を支出すると。要するに組合のほうからこれだけの補助金をお願いしま

すよと来ると思うんですよ。そこについては十分に出していこうというふうな姿勢なのか、

その辺のことをちょっとお聞かせいただけますか。 

○吉田地域まちづくり課長 補助金の算定に関しては、しっかりと国が出している要綱と

かに基づいて算出していくんですけれども、なかなか何％というのを具体的に申し上げる

ことはできないのですが、もちろん税金、こちらは区税だけではなくて国税も投入して補

助をしていくということになりますので、もちろん過大に言い値で補助をしていくという

ことにはもちろんならないと思うんですけれども、ただ、こういった状況で、委員が心配

されているように、最近再開発事業がなかなか動かないとか、止まるとか、中止しちゃう

と、そういった状況もありますので、やはり地域の方々が進めてきた再開発事業ですので、

そこはしっかりと十分な事業が進む額というのを精査した上で補助をしていきたいと考え

ております。 

○牛尾委員 これは可能性でお伺いするんですけれども、地域の方々が市街地再開発事業

を一生懸命相談をして決めてこられたということですけれども、その際、当初の計画では、

これは事業が成り立たないと、やはりもう少し補助のほうも頂かないと成り立たないとな

った場合、例えば、それを倍に増やさないと事業計画が成り立たないとなった場合、そう

した場合は再開発を進めるためには容認していくのか、どうなのか、その辺の姿勢をお聞

かせいただけますかね。 

○加島環境まちづくり部長 先ほど課長が答弁したとおり、何でもかんでも補助金という

ことで、じゃあ足りないから倍額ということは、ちょっとそれはあり得ないです。 

○牛尾委員 あり得ない。 

○加島環境まちづくり部長 はい。ちゃんと積算、積み上げて、補助金としての出す理由、

理屈というものがないと出せません。これは補助金ですので、国のというお話もありまし

たので、会計検査だとか、そういったところもありますので、ちゃんと補助金として見ら
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れるものを積み上げて出すということですので、そこはご理解いただきたいなというふう

に思います。 

○牛尾委員 そこは今後しっかり私もチェックをしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 ちょっと結論に移りたいと思いますけれども、なぜ地権者の皆さんが市街地再開発を進

めるのか。私は市街地再開発を全面反対ではありません。地権者の方々がやっぱりそれし

か方法がないんだとなれば、それも一つの手だろうというふうに思います。 

 ただ、やはり再開発事業を進めているところからいろいろお話を聞くと、やはりこれし

か選択肢がないと。選択肢がないということでそれを進めざるを得ないという話もよく聞

きます。大体まちづくりの勉強会、様々立ち上がると思いますけれども、大体再開発を進

めていこうという話になっていくということですよね。やっぱり市街地再開発はなかなか

厳しいもので、これ都市計画決定されたら反対の方々はもうそこに入るか売って出ていく

か、二者択一しかなくなるわけですよね。残った地権者の方々も再開発事業が延びれば延

びるほど建て替えはできない。補修しようにも何年後に始まるか分からない。お金もかか

る。どうしようもないというような状況になってしまうわけですよ。基本的に都市計画決

定されたらもう後戻りができなくなっちゃうわけですから、だからまず区の姿勢としては、

やはりまちの方々が幅広くまちづくりの在り方を選択できる選択肢、人、相談体制だった

り、補助、内容、市街地再開発には税金をつぎ込みますけれども、なかなか建て替えとか、

そうしたものについては十分に支援がそろっているわけではないというふうに思いますか

ら、十分にそろえておいて、まちづくりをどうしていきますかという中に、一つは市街地

再開発事業でやっていきましょう。一つはやっぱりリノベーションをしてやっていきまし

ょう。建て替えもこうした補助がありますよというような選択肢をちゃんとつくった上で

市街地再開発事業もその一つですよというようなまちづくりのやっぱり姿勢というのがや

っぱり私は必要だというふうに思うんですけれども、そこについてはいかがですか。 

○加島環境まちづくり部長 牛尾委員から再開発を受け止めていただいたというすごい感

激をしております。 

○牛尾委員 受け止めるんじゃないけど。 

○加島環境まちづくり部長 おっしゃられるとおりのことは、例えば全ての地域で再開発

事業をがんがんやろうということは我々も考えていなく、例えば、神保町なんかはリノベ

ーションの主体のまちづくりだとかということを考えておりますので、そこら辺はご安心

いただきたいなというふうに思っています。 

 先ほどから出ているとおり、令和８年度を境として、補助金云々という国からの通達も

ありますので、再開発事業がなかなか今後の都市計画を進めるというのはなかなか難しい

部分もあるというふうなところだと思いますので、我々が地域の方々に再開発をやりまし

ょう、再開発をやりましょうということではなくて、今の置かれている状況を地域の方々

と検討しながらその地域のまちづくりを進めていくことが大事だというふうに思っていま

すので、ぜひ受け止めていただいた牛尾委員にもご協力いただきながら、まちづくりを進

めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○小野委員長 はい。それでは続いて、関連。 

 はやお委員。 
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○はやお委員 ここは何度も質問していますけど、ちょっと確認したいのが、国から、ま

た区、都も入るんでしょうけど、補助金というのが僕の記憶だと８５４億の事業費の２

０％というふうに覚えているんですけど、この辺はどういうふうな仕切りだったか、ちょ

っともう一度答弁いただきたいと思います。 

○加島環境まちづくり部長 それは多分外神田一丁目のお話ですよね。 

○はやお委員 そう、外神田一丁目、ごめん、外神田一丁目。 

○加島環境まちづくり部長 外神田一丁目に関しては、都市計画手続のときにそういうお

話をさせていただいたということで、都市計画決定して、まだ組合設立されていません。

組合設立の時点で事業認可ということで、そこで第一弾として明確に事業費が幾らで補助

金が幾らという形になってきます。２割とかそういうのは決まったものではなくて…… 

○はやお委員 ないの。 

○加島環境まちづくり部長 先ほど言ったように、積み上げていった中で、結果として１

割とか２割とかということになるかとは思うんですけれども、今後ちゃんと積み上げて補

助金が幾らという形、まずは組合設立のときに明確になるという形になります。 

○はやお委員 まあここのところが財政計画にも関わってくることになると思うんですよ。

さっき８５４億ということをやったとき、もし２割だったら、ごめんなさい。１７０億に

なるんですね。そうすると、区の分担がどのぐらいになるか分からないですけれども、ど

のぐらいになるかといったら、ある程度見込みというものを考えていかなくちゃいけない

わけですよ。それとあともう一つ、いつまでにこの辺を判断するかって、それはやはり組

合の設立ということもあるでしょう。でも、どういう計画としていつまでに決める。当初

は都市計画決定をやったら１年以内ぐらいと言っていたんですよ。もうとっくに過ぎてい

ますから。そうすると、あと、ここが地権者というところが、何度も言っていますけれど

も、千代田区が地権者の一部に入っちゃっているんですよ。そこをそのまま放っておくと、

場合によっては千代田区がやりますよと合意になったら反対している人たちの方々の土地、

建物を収容する。取り上げちゃうことになるんです。だから慎重にやらなくちゃいけない

よね。だけどこれはもう都市計画決定は区長がしちゃっていますから、その中でどういう

ふうに整理するのかということをもう少し道筋を明らかにしなくちゃいけないと思ってい

るんですよ。じゃあいつ頃を目指しているのか。組合がどう設置され、どんどんどんどん

建築費は上がっていくわけですよ。延びれば延びるほどお金がかかるわけですよ。どうい

うふうに考えているのか。これはやっぱり今度は財政のほうとも関わってくるんですけど、

この辺はどういうふうに庁内で話されているのか、分かりやすくご答弁ください。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 はやお委員のほうから、外神田一丁目に関するご心

配ということで、様々、ご質問を含めて頂きました。 

 昨年の１０月の予算・決算特別委員会でも今後のスケジュールの見通しという形で資料

のほうを追加資料で提出させていただいております。お話にあったように、当初、都市計

画決定後１年程度で組合設立を目指しますよというところに対して、様々、今、都市計画

決定後、準備組合のほうで設計の見直しをしております。この設計の見直しの趣旨として

は、やはり工事費が高騰している中の事業費圧縮をどう設計の中で組み込んでいくかとい

うことが主流になっております。そうした中で、昨年示した中では令和８年度中に組合を

設立したいというところでスケジュール感を示させていただいております。ということで
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あると、当然組合設立の手続中に、先ほど部長から申し上げたとおり、資金計画、全体の

事業の計画というものがそこで決定していくという形になりますので、そういった中での

資金計画を含めたものについては、その前の段階の時期で明確になってくるのかなと思っ

ております。 

 一方で、区営施設、区有施設が今ある中で再開発の中にどう組み込んでいくかという部

分については、所管課である、今、万世会館、清掃事務所がございますが、その所管が準

備組合と要求水準の確認をしながら、今、整理をしっかりしております。またそうした中

で補助金等の話、また財政の見通しはちょっと私のところではないのかもしれないですけ

れども、全体事業として区としてどういう形で関わっていくのかという部分については、

しっかり情報共有を庁内的にしておりますので、そこら辺については、今後、精緻な内容

になってきた段階でお示しさせていただきたいと思っております。 

○はやお委員 はい。 

○小野委員長 休憩します。 

午後２時１７分休憩 

午後２時１９分再開 

○小野委員長 委員会を再開いたします。 

 この件につきましては、外神田一丁目のこともありますので、関連で、ございますでし

ょうか。 

 岩田委員。 

○岩田委員 外神田一丁目に関しましては資料要求もしておりますので、私が質問させて

いただきます。 

 はやお委員から結構いろいろ質問をしていただいたので大体のところはいいんですが、

まず、先ほどはやお委員もちょっとおっしゃっていましたけども、何だ、準備組合から今

度本組合になってどんどんどんどん進むわけなんですけども、当初というのはいつオープ

ン予定だったんでしょう、まず。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 当初というのが、先ほどのお話にありました８５０

億程度のことということなの――オープン、何の…… 

○岩田委員 違う違う、いつです、いつ。（「竣工のことですから」と呼ぶ者あり） 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 竣工のオープンというのは、ごめんなさい、事業の

完了ということだというふうに認識しました。基本的には、都市計画決定後すぐ着工でき

るということでは、（発言する者あり）都市計画決定後すぐに着工できるわけではなくて、

本組合の設立、あるいは権利変換手続、その後解体、着工という形のスケジュールになり

ます。 

 一方で、今般この事業については、都市計画決定手続ですごく時間を要したというとこ

ろで、その中でも２年程度は事業のスタートが遅れているというような実態はございます。

一方で、都市計画決定後の手続としてはおおむね１０年ぐらいを予定していたのかなと思

いますが、明確にこの時期に竣工しますというものについては準備組合からも提示されて

おりません。 

○岩田委員 それにしても何年か遅れているというようなお話ですけども、その間にも、

先ほどもちょっとお話がありました。この資料要求のこの資料もなぜ出してもらったかと
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いうと、延びている間にもあそこを直したりここを直したりって、しなきゃならないじゃ

ないですか、万世会館なんかは。清掃事務所もあるのかなと思ったら清掃事務所はなかっ

たので、万世会館なんかはいろいろあちこち直さなきゃならないじゃないですか。なので、

どうなのかなと思って、一応資料要求をしたわけです。 

 先ほど再開発の見通しとか日程なんていうのは聞きましたけども、これ、さらにまた延

びれば延びるほどまた今後どこか直さなきゃならないみたいなことがあると思うんですけ

ど、何かそういう予定ってありますか。修繕しなきゃならない、ここが悪いよ、やらない

とならないよみたいなのというのはありますか。 

○赤海コミュニティ総務課長 現状、万世会館におきましては、長期というんでしょうか、

中長期の保全計画としては修繕と呼ばれるものは予定されておりません。 

○岩田委員 じゃあ、清掃事務所のほうはどうでしょうか。 

○千賀千代田清掃事務所長 清掃事務所につきましても大きな修繕というのはないんです

が、設備等を都度都度交換はしているようなところはございます。 

○岩田委員 分かりました。ありがとうございます。 

 あとの質問については先ほどはやお委員がおっしゃってくれていたんで、あとはお願い

いたします。 

○小野委員長 では、関連ですかね。 

 小枝委員。（発言する者あり） 

○小枝委員 都市計画を決定してから、前に進めない、後ろに下がれないというのが一番

最悪の事態だということを言いながら、ここまで来ているわけなんです。それで、今日追

加資料の７というのも出してもらっておりまして、それは改修工事等中期計画の一覧なん

ですね。で、それを開いていただくと、千代田清掃事務所庁舎というのは再開発区域内だ

から、何というの、ピンク色ということで、もう移転建て替えするから大丈夫だよという

ふうになっていて、その下にも万世会館というのがあって、再開発区域内だから大丈夫だ

よというピンク色になっているわけなんですけれども、この再開発が何で千代田区が進め

たかというと、ご案内のとおり清掃事務所の老朽化とか、それを急ぎ建て替えるのに再開

発でやったほうが早い、まあ安い、公益性も高いということでやったんだけれども、今、

状況としては、ここの規格は工事費、公費というのかな、坪単価１３０万で計算している

んだけれども、実際はもう２５０万、下手したら３００万、２ .５倍になっていると言わ

れていて、この先どうなるかというと、イラン戦争も起きて、こういった物価高騰、資材

高騰というのはもっと激しく苦しくなっていくだろうということも予測をされる状況から

考えると、それがなくても大変だったんだけれども、そうしたこともあると、再開発で移

転建て替えできるから大丈夫だよというのが当面見通しが立たない状況というのも区の中

では考えないといけないんじゃないんですか。ここは一日も止めることのできない区民施

設をどうするかというのが、こういう執行停止をしてはいけないんじゃないかというとこ

ろは聞いておきたい。 

○小野委員長 休憩します。 

午後２時２６分休憩 

午後２時２６分再開 

○小野委員長 委員会を再開いたします。 
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 まちづくり担当部長。 

○加島まちづくり担当部長 こういう、今、状況になっているということは事実です。た

だ、この都市計画のときにもうさんざん議論をしましたけれども、個別での建て替えとい

うのはなかなか難しいといったような中で、やはり再開発を踏まえて共同化しないと清掃

事務所、万世会館の機能更新ができないといったところはさんざん説明させていただいて、

小枝委員、いろいろ違う意見もあるのかもしれませんけれども、そういった形で進んでき

たということですので、我々としてはこれをしっかり進めていく必要があるというふうに

認識しております。また一方で、ピンクになっているから何もしないということではなく

て、清掃の職員が毎日毎日働いているわけですから、今ある建物の中でのやはり機能不全

が陥っているということであればしっかりそこは対応していく必要があるというふうな認

識も持っておりますので、そういったご理解を頂けるとありがたいなと思います。 

○小野委員長 小枝委員。 

○小枝委員 今の質問の中で、私は１回都市計画決定したものを今どうこうしろというこ

とは全く述べていません。ただ、現実を踏まえたときに、これも修繕ですね、リノベーシ

ョンということは、やっぱりやりつつ時間を見ていかないといけなくないですかというと

ころはちょっと部長の範疇じゃなくて――あれっ、清掃所長って、いないんでしたっけ、

あ、いる。そうしたことが視野に入ってこなくなってしまうことについての質問でした。 

○千賀千代田清掃事務所長 先ほどご説明もございますけども、こちら、再開発事業に入

っているということで、継続していく修繕というところは予定はないというところでござ

います。一方で、通常の清掃職員の環境維持、あるいは清掃業務の機能維持というところ

の必要な設備等の改修等、これは都度行っておるというところで機能の維持に努めている

というところでございます。 

○小枝委員 ぜひ、この並びに旧万世橋出張所もありますし、それから飯田橋の拠点もあ

りますし、そうしたところも活用しながら、もう私たち見学に行って何年たちましたかね、

４年ぐらい、三、四年たっているわけです。あの段階でかなりきついよねというような状

態もあったわけですから、現場の声を十分に聞きながら、長丁場で耐えられる状況をつく

っていくということは区の業務というふうに認識しているということで大丈夫ですよね。

それは清掃事務所と万世会館、いずれも同じです。区の視野から全く抜け落ちてしまう部

分ですので、施行は停止してはならない。現場をしっかりと環境づくりをしていかなけれ

ばならないということは、今まで以上に強く考えていかなきゃいけないんじゃないですか

ということについて答弁をお願いします。 

○加島環境まちづくり部長 万世会館も含めて清掃事務所も含めて、ちゃんと環境維持を

しっかりとやっていく必要があるというような認識でございます。 

○小野委員長 はい。休憩いたします。 

午後２時３０分休憩 

午後２時４５分再開 

○小野委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 本日の冒頭ご案内をしたとおり、本日は東日本大震災発生から１５年となります。犠牲

になられた方々に心よりご冥福をお祈りしたいと思いますので、委員の皆様、理事者の皆

様、できましたら傍聴者の皆様もご一緒に黙禱をささげたいと思います。ご起立をお願い
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いたします。 

 黙禱。 

〔黙禱〕 

○小野委員長 黙禱、やめ。 

 ご協力ありがとうございました。ご着席をお願いいたします。 

 それでは、質疑を再開いたします。外一の件ですね。 

 はやお委員。 

○はやお委員 すみません。本来であれば資料要求者のほうが中心になってやることを、

先にちょっと取ってしまいました。申し訳ない。 

 るる答弁いただきながら、やっぱりじゃあ一番のクリティカルパスになるということに

なると、令和８年度中の組合設立ということですが、ここをより具体的にどの辺ぐらいを

何月頃を目途としているのか、もう一度お答えいただきたいと思います。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ８年度４月から１年ありますけども、基本的には８

年度中で、下期というか、以降になるというふうな認識でございます。 

○はやお委員 じゃあ、そこのところを当然のごとく常任でもまた注視しながらやってい

きたい。それは否定するわけじゃないんです。でも、都市計画決定がされてしまっている

ということを前提で議案も通しています。ですから、これをどういうふうにやって進める

かということを中心に言っているつもりなんですね。そうすると、ここのところの国、ま

た都からも来るのか補助金の１０％から２０％というのも、この辺で事業規模が確定して

きて決まるということでよろしいでしょうか、もう一度。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 一定程度準備組合のほうで数字をつくったり、事業

計画というものを全地権者に対して公表していくというような形になります。 

○はやお委員 私の口から言うのは、財政規律をしっかりしていってくれとずっと言って

きました。そういう立場でもありながらも、やはり都市計画決定をされたということを通

してどうにかこれを遂行するために、以前附帯決議を考えた。それは何かといったら、や

はりある程度この地域でのもしニーズがあるんならば、保留床の確保をするということに

よって、事業をより確実なものに千代田区が担保するような形の中でやるべきではないか

ということで、でも、この附帯決議については否決されてしまっていますんで、でも、こ

の辺の考え方というのはまだあるのかないのか。その辺というのは、いや、私はね、私た

ち会派が提案したものを否決されたから云々かんぬん言うつもりじゃないんですよ。でも、

ただこういうカードとしてこういうことも考える必要があるんじゃないかということで言

ったつもりですので、この辺のところはどうなのか、もう一度お答えいただきたいと思い

ます。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今、保留床の確保というお話も頂きました。以前、

連合審査会の中でそういった話も議論していただいたと思っております。まず、今回外一

の事業というのは、清掃事務所機能及び万世会館機能、これをしっかりと機能更新してい

くというのがまず前提という形になります。そうした中で、今、必要な諸室が不足してい

る部分だとか、そういったものについてはしっかり拡充をしていかなきゃいけないという

のがセットで考えていくという形になりますので、一定程度その権利床だけじゃない部分

というのも視野には考えております。 
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○はやお委員 あと、全部確認になりますけれども、しゃれ街条例のところで、これには

改めて出さなくてもいいということをメールで確認したということの確認と、あと、もう

最後なんでもう一つ言わせてもらうのは、清掃事務所はたしかその前にあった都の住宅の

ほうは耐震性の問題があったと思うんですけど、建物的に言ったら同じようなものなんで、

耐震性というのは、僕はもっと早くなるからね、まあ耐震性のことについて質疑する必要

もないと思ったんですけど、この建物、今入っている清掃事務所の耐震性はどうなのか、

この２点お答えいただきたい。しゃれ街と、今入っている清掃事務所の耐震性、もしこれ

耐震性がないということになったら結構違う話になっちゃうから、また、もしその耐震性

がないということであったらば、あれは緊急輸送道路のところにも入ってきてしまいます

ので、それはないだろうとは思いますけど、取りあえず確認でお答えいただきたい。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 ２点ご指摘いただきました。しゃれ街の条例、東京

都しゃれ街条例に関しては、以前もご答弁させていただいたように、取りやめの申出とい

うのは条例上使えないということで東京都と確認しておりますので、このしゃれ街条例が

申出によって廃止するということはございません。 

 もう一方、清掃事務所のちょっと耐震の件もちょっと私のほうからご答弁させていただ

きますが、こちらの清掃事務所及び東部住宅建設事務所が入っている東京都の合築のもの

ですけども、こちらの建物については耐震性能はあるという認識でございます。 

○小林委員 関連、いいですか。 

○小野委員長 小林委員。 

○小林委員 今の答弁、ちょっと非常に不安なんで、清掃事務所のほうの耐震性、要する

に５６年度と書いてあるんで、新耐震か旧耐震かこの建物は。なおかつ旧耐震であれば耐

震診断したのかしないのか。耐震診断については、もし新耐震であっても５６年の際の部

分については、区としても耐震診断はほかの民間でもお願いしていると思うんですけど、

その有無、耐震診断をしたかしないか、いつ耐震診断をしたか。それでそれに合わせて耐

震診断をしていない場合はなぜかというのと、耐震診断をして近々で耐震改修はしている

のかどうか、その辺全部まとめてご答弁いただきたい。 

○佐藤施設経営課長 区有施設のほうの耐震診断、私のほうでご答弁させていただきます。 

 千代田清掃事務所でございますが、竣工が昭和５７年２月というところで、東京都のほ

うで耐震診断のほうを実施してございます。建物自体は旧耐震の建物でございます。東京

都のほうで耐震診断のほうを行いまして、いわゆるＩｓ値と、耐震指標というところで０.

６以上という部分がございますが、この建物につきましてはＩｓ値が１ .３でございます

ので基準は十分にクリアしていると、耐震上問題がない建物というところでございます。 

○小林委員 ということは、耐震診断は終わっていて数値もしっかりしていると。でもす

ごい古いものなんで、その事実をもってして今後耐震改修の予定はないということでいい

んですか。 

○佐藤施設経営課長 基準をクリアしてございますので、診断も行っているというところ

でございますので、今後、耐震の改修においてはございません。 

○小野委員長 はい。まだ、その耐震の件。 

○小林委員 違う、耐震じゃなくて、いいですか。 

○小野委員長 小林委員。 
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○小林委員 これも、ここは予算委員会なんでちょっと離れちゃうんですけど、都市計画

審議会にもこういう再開発の部分の、今は外神田一丁目ですけど、小川町でもそうなんで

すけど、かなり前に都市計画決定をして、それ以降報告がないんですよ、どういう状態か。

今の外神田一丁目についても報告しているようでしていないんですね、先だ先だといって。

実際だけど先ほどはやお委員からもあったんですけれども、特に外神田一丁目の部分につ

いては補助金が幾らという話じゃなくて、そもそもが区の施設を造り直さなくちゃいけな

いんで、すごく費用のかかる話なんで、これについては区として、要するに１００億、２

００億の話ではないんで、その辺のやっぱり予算的な計画というのは、要するに組合がで

きようができまいが予定をしなくちゃいけないんですね。要するに、今、はやお委員が言

ったように、建築費が、要するに建築関係のそういう費用については２ .５倍かかるのが

今の現状だということが言われている。これは一般的にもそのほかのところでも言われて

いるんで、ここの部分についてはちゃんと予想しないと区の財政に対する非常に負担がか

かってしまうんで、これ、まだ組合がやっていないから、それが出てきてからにしてくだ

さいという話ではないと思うんで、その辺の計画、要するに財政的な計画は示してもらわ

ないと、今後の区の財政運営について非常に影響があるんで、この辺は示していただきた

いと思うんですけど、いかがですか。 

○加島まちづくり担当部長 今現在、都市計画決定している案件についての今後の想定と

いったところです。先ほど申し上げたように、都市計画決定時点と組合設立時点でかなり

今の状況ではギャップがあるというのは事実なので、しっかりした財政の見通しを立てる

ということであれば、やはり組合設立時点のという形にどうしてもならざるを得ないかな

と。今回、二つの組合を設立しておりますので、今後、外神田も来年度組合設立という形

になりますので、そういったところで、これ一気に補助金全部ばっと出すわけではなく、

年度に分かれて、工事を進めていきながらということなので、そういったところの検討を

踏まえてお出しする必要があるかなと思いますので、それはちょっと受け止めさせていた

だいて、嫌だとかそういうことではなくて、どういった形で出すのがいいのか、これ、あ

れですよね、所管の委員会ということですよね。 

○小林委員 そうです。 

○加島まちづくり担当部長 都市計画審議会ではないですよね、所管の委員会。 

○小林委員 都市計画みたいなのは話が別。 

○加島まちづくり担当部長 はい。そのような形の認識でございます。 

○小林委員 最後にします。 

○小野委員長 最後ですね。 

 小林委員。 

○小林委員 それで、今、じゃあ外神田一丁目に絞っているんで外神田一丁目のことにつ

いて聞きますけど、あまり長くなっちゃっていて、多分行政の、要するにまちづくり部の

ほうも今の現状って本当にご存じなんでしょうか。要するに、今、都市計画決定も無理に

したんですね、これね。都計審でも無理にしたんで、ちょっと心配しておるんですけれど

も、計画決定しちゃった以上は進むんで、今の時点で地権者、借地権者の、要するに公、

国とか都とか区は別にして、民間の地権者、借地権者の割合、件数と面積の割合は現状ど

こまで、ずっと前に言ったのは駄目ですよ。もうずっと前に聞いているんですよもう、そ
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こから変わっていないんで、現状はつかんでいるんですか。それでつかんでいるのは、公

の数字として出せるのは、今の時点でいつのどの時点で、それ以降は分からないというん

だったら分からないという答弁をしてほしいんですけど。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 まず、権利者の総数につきましては、区としても変

更があれば準備組合のほうから報告を受けていることになりますので、今現在、権利者数

については変更はございません。最新だと令和６年の１１月２９日の環境まちづくり部資

料で出しているものがございますが、分母となる権利者数については変更ございません。 

○小林委員 幾つの幾つか、答える。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 権利者数は所有権者として３４です。 

○小林委員 ３４でどこまで来ている。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 これは民間も公共も含めた総数です。 

○小林委員 それで。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 一方で、じゃあ同意だとか、同意というか、賛成の

意向、反対の意向とかいう部分については、区としてはそれ以降の数字は把握しておりま

せん。 

○小林委員 その時点で結構です。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 令和６年の１０月時点からは、区としては把握して

おりません。 

○小林委員 だから、時点で教えてください、数と面積。 

○小野委員長 令和６年１０月時点での数と面積、分かりますか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 令和６年の１１月の２９日にお出ししている資料が

最後になりますので、その数字を読み上げさせていただきます。民間、公共、全３４地権

者に対して、その時点の賛成意向が２０.６８人、パーセンテージとしては６０ .８％。面

積については、全体が７,２８１.８４平米に対して、賛成意向の方が３,５５６.１２平米、

パーセンテージとして４８.８％となっております。 

○小野委員長 はい。小林委員、これでまとめてもらえますか。 

○小林委員 いいですか。もう一回、これで最後。 

 ということは、今この時点で言うと、今のこの数字でいけば成り立っていないと。６６.

６６％ですから、（「３分の２」と呼ぶ者あり）３分の２以上ということは、今のところ

は成り立っていない。民間ベースでね。これは先ほど岩田委員のほうから指摘がありまし

たけど、都市計画決定して組合が設立すれば、もう売って出ていくか参加するしかないん

で、この辺は慎重にやらなくちゃいけないのはもちろんご承知かと思いますけど、この組

合の設立というのは非常に大切なところなんで、進めるに当たって都市計画決定をした区

役所としては大切なんで、長引けば長引くほど中の建物は老朽化していきます、区域内の

ものは。そこは改修もしていかなくちゃいけない。余計な大変費用もかかるようになって

いくんで、この辺の状況を早く把握をして、来年度、８年度の早いうちに確認作業をして

報告を頂きたいと思います。 

○加島まちづくり担当部長 区は、先ほど担当課長が説明したように区有施設もあり、特

に清掃事務所に関しては新たな機能更新ということで、それがしっかりできるかというと

ころで相当調整をしているといったような事実がございます。組合設立の時点では公共も
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これはもちろん入りますので、今の時点で全部公共が入れば、それを言うなと言われるか

もしれませんけど、もう３分の２は行っているということなので、そこの判断をするとそ

ういうふうな形になるんですけど、民間の地権者の方々もいらっしゃいますから、そこも

慎重にやっているといったような事実です。準備組合から様々な情報は、ここでは言えな

いような情報も頂いているのは事実ですので、先ほどそういったことも踏まえて、担当課

長が来年度の下半期の時点で行けるという形を捉えているということでご認識いただける

とありがたいなというふうに思っています。よろしくお願いしたいと思います。 

○小林委員 部長はいないんだ。 

○小野委員長 はい。関連ですか。 

 富山委員。 

○富山委員 外神田一丁目の再開発についてなんですけれども、先ほど課長から答弁があ

りましたように、都市計画決定の時点で既に２年間遅れが生じていて、都市計画決定の後

１０年間程度かかるということなので、それを踏まえますと、もう最初に再開発をするぞ

というお話を聞いたまちの住民の方々は大分顔ぶれも変わってしまっていたり、まちなみ

も変わっていたりすることもあると思うんですが、やっぱり住民の方の再開発、こんなの

ができるのかな、あんなのができるのかなという気持ちの熱がやっぱりどんどん遅れるこ

とによって冷めてしまったりすることもあると思うので、清掃事務所はもう昭和５７年に

竣工されていて、万世会館は平成５年に竣工されているということなので、どちらも３０

年以上経過していて、どちらも行ったことがありますけれども、清掃事務所はもう本当に

建物自体がもう見るからに昭和で、夏は暑いし、冬は寒いしという建物になってしまって

いるので、もうこれはやっぱり働く方々だったり訪れる方々にとって、区役所のようなこ

んな明るくて広くて、もうバリアフリーが全部整っているようなところではなくて、万世

会館の課題としては、葬儀一つを行うに際しても、葬儀、見送りからお祈りから全てを想

定すると、三、四階の階段での移動だったりが想定されるということなので、そういうと

ころのバリアフリーもいち早く解決するためにも、やっぱり来年度組合を設立することが

目標とおっしゃっておりましたけれども、やっぱり早いうちにそれが行われて、今後迅速

に再開発が行われて、まちの方々が望んだものが体験できるような、見られるような未来

を予想していただけると、やっぱりしっかり調べて検討して行うこともすごく大切だとは

思うんですけれども、やっぱり区民の皆様が楽しみにしている建物を実際に見て経験して

いただくことが大事だと思いますので、そういうふうに検討していただきたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○碇谷神田地域まちづくり担当課長 今、委員のほうから後押しを頂いたと思います。側

面がございまして、公共施設、本当に待ったなしの状態ですので、そちらについては再開

発のよりよい環境で仕事をしていただくための環境整備を含めて、そこはしっかり区とし

て進めていく事業だというふうに強く認識しております。また、当然再開発事業というこ

とで各地域内の住民の方、あるいは企業の方を含めて、地域の方々、そちらの方々に対し

てもしっかり準備組合のほうに指導というか、しながら、しっかりいい形で進められるよ

うに、また、多分今後そういった形でどうやって短縮できる可能性があるのかということ

も準備組合のほうで検討をなされると思いますので、そこら辺で早めに早期、長期間にか

かる事業ではございますけれども、その中でも少し期間が短縮できるようなことも検討し



令和 8年 3月11日 予算特別委員会（未定稿） 

 ５０ 

てもらうように準備組合のほうに働きかけていきたいと思っております。 

○小野委員長 はい。それでは外一はここまででよろしいでしょうか。よろしいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。 

 それでは、引き続き、田中委員。 

○田中委員 自転車通行環境整備のところの自転車専用通行帯の部分に関するご質問です。 

 もう来月の１日から道路交通法が改正されて青切符が導入されるということで、皆さん

すごい関心のあるテーマだと思うんですけれども、こちらの自転車専用通行帯、専用レー

ンですね。こちらがこの改正法が導入されたことによって自転車の通行は車道が原則とい

うことなんですけれども、この通行帯が法的拘束力があって、自転車以外の車両の通行は

認められておらず、違反すると反則金６ ,０００円、違反点数１点という法律で定められ

た車両通行帯にもかかわらず、日常的に見ていて駐車違反の車がかなりあるんですね。ど

うしても車道の一番左側にある専用通行帯を通りたくても通れないとか、すごく危険が伴

うとか、現状そういうことになっているんですけれども、この分科会の報告書を拝見する

と、区道としては自転車専用レーンは国会通りのみということで、それ以外の靖国通り、

都道だったりとか、内堀通りとか国道に関するそういう整備はもう警察案件ということで、

もう区としてはノータッチというご認識なのか、それでも何とかしていかれる、連携して

とかいうことがあるのかどうか、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

○須貝基盤整備計画担当課長 まず、都道とか国道というところはまた道路管理者が違う

というところで連携をしていかなきゃいけないかなというところがございます。田中委員

おっしゃるとおり、区道という狭い道路の中で、現在、自転車専用レーンができていると

いうのは国会通りの０.７キロと、そこしかまだできていないという状況でございます。

来年度予算としまして、今、自転車レーン、そちらができそうな箇所、そちらに関しての

整備に向けての調査、測量・設計というものを計上しているところでございます。 

○神原環境まちづくり総務課長 現在、我々のところで所管しています自転車活用推進計

画につきまして補足で答弁させていただきます。 

 千代田区の自転車ネットワーク、自転車の走行空間整備を含め、駐輪ですとかシェアサ

イクル、交通安全、環境施策などを総合的に整備した計画をまとめているところでござい

まして、今、委員からご指摘がございました国道、都道、区道といった区内の中で単一の

管理者だけで完結しない構造となっておりますので、管理主体の異なる道路を前提に、そ

れぞれの役割を生かしながら連続性を確保していくことが重要であるといった認識でござ

います。国道や都道につきましても、区単独で整備できるものではないんですけれども、

連携して区側のネットワークと組み合わせる形で段階的な整備を進めていくことで調整を

進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○田中委員 連携を進めていただくということで、少し安心いたしました。 

 あと、この専用レーンなんですけれども、形状的に、今、フラットな車道にブルーの塗

装がされている、で、自転車のマークが白線で書かれているみたいな、そういう形状にな

っていて、入ろうと思えば車がすんなり入れてしまうという、そこはちょっと問題点なん

じゃないかなと思っておりまして、例えば、日本でも進んだ形状にしているところもある

と思うんですけど、ヨーロッパなどでもブロックがその境目に置かれていたりとか、あと



令和 8年 3月11日 予算特別委員会（未定稿） 

 ５１ 

ボラード、フレキシブルなタイプのボラードが置かれていたりなどという事例があるんで

すね。なので、もう物理的に入れないようにして自転車レーンを守るというような、そう

いう方向性でもちょっと検討していただきたいと思っているんですけれども、その辺のお

考えをお聞かせください。 

○神原環境まちづくり総務課長 様々道路によって道路の幅員的な物理的な制約というの

がございますけれども、その道路に合った一番安全な通行帯の確保といったものが重要だ

と思ってございますので、その辺はそれぞれ検討させていただきたいというふうに考えて

おります。 

○小野委員長 はい。それでは、引き続き質疑を受けます。 

○えごし委員 私は次世代育成住宅助成についてお伺いします。予算書は２１５ページ、

事務事業概要２４１ページ、また予算案の概要は１３３ページです。 

 分科会でも大坂委員のほうからも質疑がありましたので重ならない部分で聞かせていた

だきたいなと思うんですが、まず初めに、今回の家賃助成の助成額について１割以上の引

上げという形で書かれてありました。実際どのぐらい上げる形でこの予算を検討されたの

か教えてください。 

○山内住宅課長 今回の次世代育成住宅助成の見直しでございますが、こちらにつきまし

ては、失礼しました。平成１５年と令和５年の国の住宅土地統計調査の千代田区における

民間の賃貸住宅の家賃の比較を行いまして、その時点から計算しますと約１４％増えてい

るという結果でございました。それで、実際にお受けになる助成金が全体の期間としてそ

ういった形で増えるような形で１４％、全体で増えるような形とさせていただいてござい

ます。その中で方法といたしまして、初年度受けていただく助成金の助成額を１割引き上

げていると。それがそのまま継続して続いていくということで、全体の期間を通して１

４％上がる水準というふうにさせていただいてございます。 

○えごし委員 じゃあ、初年度１割上がった分がそのまま８年間もらえれば、８年度もそ

のまま初年度の上がった分が行くということですね。分かりました。これ、もしかして８

年度も８年度で１割ぐらいというのだと、やっぱりちょっとだんだん額が少なくなってい

ってしまうので、ちょっと恩恵が少なくなっちゃうかなとちょっと心配していたんですが、

同じ額でそのまま行くということなので安心いたしました。１割の根拠も先ほどそういう

１４％ということで言っていただきましたので、先ほど引上げそのまま一定ということで

したけれども、例えば途中でお子様が増えたりとか、ご家族の人数が増えた場合、この場

合はどうなるか教えてください。 

○山内住宅課長 ご家族の人数とかが変更になった場合でございますが、そちらも変更に

応じて計算をし直すという形になってございますので、そちらで対応をさせていただきた

いと考えてございます。 

○えごし委員 増えた場合はその額でまた行って、その分加算された分で行くということ

ですね。承知しました。 

 あと、予算案の概要のほうで、専有面積に関する助成要件を緩和していくということも

書かれてありました。これも具体的にどのように変えていく予定なのかお聞かせください。 

○山内住宅課長 こちらの専有面積要件の見直しでございますが、現在は、今お住まいの

住戸よりも必ず少しでも広い面積の住宅にお引っ越しをしていただくということが要件と
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なってございます。しかし、現在、住宅市場とか、あと多様な居住ニーズ等がございます。

そういった中で、必ずしもそういったことではないということも生じてきてまいりました。

そういうことでございますので、そういった現在お住まいの住宅よりも必ず広くなければ

いけないという要件を今回緩和をさせていただいているものでございます。一方で、国の

ほうで最低居住面積というものを定めてございますので、そちらにつきましては引き続き

こちらの居住水準を確保しながら利用をしていただくという形となってございます。 

○えごし委員 少しでも広い面積にというところ、確かにかなり引っかかってそれで無理

だったという方も私もお伺いしていたので、この部分が緩和するというところは大変あり

がたいなというふうに思っております。 

 助成額を請求する場合、今３か月に１回という形で申請することになっていると思うん

ですけれども、これも一つ区民の方から、ちょっと３か月に１回でちょっと大変だという

お話もあって、例えばこれをもう少し延長して６か月とかにできないか。回数を減らすこ

とで請求する側の負担と、また、事務処理側の負担も軽減できるのかなというふうにも思

ったりするんですが、この点についてはいかがでしょうか。 

○山内住宅課長 助成金の請求の頻度でございますが、現在３か月に１回ということで四

半期ごとに皆様から頂戴しているところでございます。そこにつきましては、実際に受給

要件の確認であったりとか、資格喪失時の還付の防止など、制度の適切な運用という点か

らこういった期間でさせていただいているものでございます。ただ、今、委員おっしゃら

れましたように、請求手続が３か月に１回ということで、非常に頻度が多いというような

場合で実際に請求が遅れてしまったとか、そういった場合につきましても、まとめて後か

らでも請求のほうは受付させていただいてございますので、別に推奨しているわけではご

ざいませんが、そういった形で柔軟な対応のほうはさせていただいてございます。また、

期間につきましては早く欲しいという方も、そういうお声もございますので、引き続き柔

軟な運用に努めながら対応のほうをしてまいりたいと考えてございます。 

○えごし委員 柔軟な対応をしていただいているということでありがとうございます。引

き続きそこはお願いしたいなと思うんですが、あと、今、助成額について、先ほども話が

ありましたけれども、１年目から８年目まで、年数に応じて段階的に減少していくという

形に今なっております。ちょっと改めてなんですが、段階的に減少していく形、なぜそう

いう形で制度設計されているか、そこの理由をお聞かせください。 

○山内住宅課長 本制度でございますが、現在のような形になる前につきましては受給期

間において定額だった時期もございます。ただ、その際もやはり終了時に非常に差が大き

くなって大変だというようなご意見等々もございました。また、期間等を延ばしたりとか

そういったようなこともございまして現在のような制度ということで、８年間かけて少し

ずつ減っていって、最後そういった助成が終わった段階で影響が少しでも小さくなるよう

にという形で制度のほうをさせていただいているものでございます。 

○えごし委員 いきなりなくなってしまったら大変という意味でのだんだん減少というこ

とだとは思うんですけれども、やっぱり子育て年齢はやっぱり年齢が上がるにつれてだん

だん負担も上がっていくというところで、先ほど昔は定額だったという話もありましたけ

れども、またちょっと定額にしたりとか、また段階的に減少する幅をもう少し緩和したり

とか、例えばそういうところの検討というのはあるのかどうか、お聞かせください。 
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○山内住宅課長 現在のところ定額にしようというような形、または減少の額を少なくし

ていこうというような検討のほうは行っていないところでございますが、ただ、委員おっ

しゃられるように、ライフステージに応じた支援の在り方というのは非常に重要かと考え

てございますので、他の施策ともいろいろと組み合わせたり、この施策の中で何かいい方

法はないかということは検討をしてまいりたいというふうに思います。 

○えごし委員 今まで検討していないということですけれども、最後に制度の目的、今回

この次世代育成住宅助成の目的、これは事務事業概要にも書かれていますが、区外への転

出防止とか、また区内の世帯構成バランスの改善、また定住性の向上など、そういうとこ

ろが挙げられています。分科会の議論の中でも８年以降の定着に向けた、８年度の終わっ

た後以降の定着に向けた取組とかもまた検討していくという話もありました。次世代育成

住宅助成だけではなくて、先ほどの議論、アフォーダブル住宅の議論とかでもありました

けれども、そういうバランスをしっかり考えていく。先ほどの答弁もありましたけど、ま

た、ほかの支援制度、子育てとかの部分ででも、そういう支援制度も併せて、どのような

形が本当に一番区民にとって住み続けられる支援になるのかというところは、ほかの部署

の方とかとも連携しながら、また全庁的に進めていただきたいなというふうに思いますの

で、その点について最後お聞かせください。 

○山内住宅課長 委員おっしゃられるとおり、様々な施策を区のほうで実施してございま

す。そういったものを各部署としっかり連携しながら、どういうふうにしていくのがお住

まいの方、制度をご利用いただいている方にとってよいのかというような検討をしてまい

りたいというふうに思います。 

○えごし委員 はい。ありがとうございます。 

○小野委員長 関連はよろしいでしょうか。牛尾委員、関連ですか。（発言する者あり）

違いました。 

 はい。それでは、次世代については終わりまして、次の質疑です。 

○白川委員 警察通りと五十通りについての項目で、概要では１３５ページです。協議会

の資料を拝見しまして、電柱の地中化はもう断念したという認識でよろしいでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 五十通りにつきましては、協議会の中で地中化はその後、

まずは拡幅をするということでご意見を頂きましたので、断念をしたということではござ

いません。 

○白川委員 この舗装がインターロッキングですよね。ブロックを並べるような舗装だっ

たと思うんですが、もし完成後に地中化をするとしたら、それはまた剥がして地中化する

ということになるんでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 実際には電線を地中に埋めなきゃならないので、その舗装

というのは一旦また剥がさなければならないという状況はございますが、最小限の負担に

なるような形で進めていきたいと考えてございます。 

○白川委員 地元の期待が大きいので、ぜひ、時間がかかっても地中化のほうはお願いし

たいと思います。あと、パーキングメーターについてですが、資料によると６個が撤去さ

れると。で、７個残すということですが、この認識でよろしいでしょうか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 五十通りはパーキングがなくなるという予定になってござ

います。 
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○白川委員 分かりました。そうすると、割と飲食店が多いところですが、荷さばきには

支障はないですか。セミフラット化するのでちょっと一段高くなると思うんですが、そこ

で車を止めて荷さばきするようなスペース、つまり、そこで止めた場合に、もう１台分ち

ゃんと通るスペースは大丈夫ですか。 

○須貝基盤整備計画担当課長 停車して荷さばきする程度の幅員は残ってございます。そ

の側方を通過できるような幅員は残ってございます。 

○白川委員 最後です。街路樹を植えると。それでアマノガワですかね、を投票で採用す

ることになったと思うんですが、これ広葉樹ですよね。そうすると、何ですか、常緑樹を

落として広葉樹をあえて選んだというのは、これはもう見かけ、何というんですかね、見

栄えがいいからということですかね。 

○須貝基盤整備計画担当課長 これにつきましても、協議会ですね。令和６年から今年度

にかけまして４回行いました。その中で地域の声がございまして区のほうで決定したとい

うことでございます。 

○白川委員 一つ気にしているのは、イチョウの葉っぱの落ち方がひどいもんで、地元の

人たちがかなり不満を言っています。それで、ちょっと葉が落ちるというのに関して、地

元の人がちゃんと理解しているかどうかだけ気になっております。あるいは区がちゃんと

うまくケアするということであればそれで説明ができるので、その辺をよろしくお願いし

ます。 

○須貝基盤整備計画担当課長 協議会の中でも、常緑樹、それから落葉樹というところを

例としてお示しして、その中で葉っぱも落ちるということも考慮して地域の方が選んだと

いうことでございます。 

○小野委員長 はい。 

 それでは引き続き、のざわ委員。 

○のざわ委員 食品ロス削減は大切な問題でございまして、その効果的な解決策と思われ

ます「ｍｏｔｔＥＣＯ」に関しまして、２問ご質問させていただきます。 

 ちょっと早口で行きます。１は、２０２５年１０月３０日「第９回食品ロス削減全国大

会ｉｎ千代田」のブース展示に全国で広く産官学民連携で推進する食べ残し持ち帰りｍｏ

ｔｔＥＣＯの普及活動や取組内容のご紹介があり、大変感動いたしました。そこでｍｏｔ

ｔＥＣＯを、事業者様へのご相談も含め、飲食店様等々への啓蒙活動費用というのはこの

中に入っているのでしょうかというのが１問目。 

 ２問目が、ｍｏｔｔＥＣＯを、千代田区で区条例として基本的には明確化するなどのｍ

ｏｔｔＥＣＯの研究・実現をする費用というのは令和８年度予算に入っているのでしょう

か。今後の計画などがありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。 

○千賀千代田清掃事務所長 ｍｏｔｔＥＣＯというところで、こちら環境省が２０２０年

に一般公募して採用された名称ということで、食品ロスの削減に関する国が推奨するアク

ションということで、これに賛同する団体がｍｏｔｔＥＣＯ普及コンソーシアムというも

のを構成している。で、千代田区もそこに参加をしているというところでございます。 

 ご質問の、まずこちらの啓蒙活動費用というところなんですけども、これはｍｏｔｔＥ

ＣＯというところでは、特には計上はしていないというところでございます。また、区条

例といいますか、そういった義務化のような取組というところなんですけども、これ、あ
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くまでも費用は計上していないところでございまして、区としては食べ残し持ち帰りとい

うことに関しまして、各種の食品ロス削減に関する事業、こういうところで普及啓発を行

っていくというところを引き続き続けていきたいと考えております。その中で区民に浸透

させていくとともに、このｍｏｔｔＥＣＯというところ、ｍｏｔｔＥＣＯという持ち帰り

の容器を提供するというのもございますので、その取組の一つで進めていきたいというと

ころでございます。 

○のざわ委員 どうもありがとうございました。 

○小野委員長 それでは、引き続き、牛尾委員。 

○牛尾委員 住まいへの支援についてお伺いをいたします。 

 先ほどのやり取りでもアフォーダブル住宅のこと、あとは次世代育成の家賃補助のこと

等々議論がありました。多分アフォーダブル住宅についても、当面は子育て世代、今後供

給が増えていけば高齢者にも供給されていくだろうという話がありました。子育て世代や

高齢者の住宅についてはそうした見通しがあるものの、一方で、所得が低い方々、生活が

大変な方々への住まいへの支援というのは非常に弱いんではないかと思います。まず、ア

フォーダブル住宅ですけれども、これが仮に今後増えていくとなった場合に、低所得者の

方の対象というのはどうなりますか、低所得者への供給の対象。 

○山内住宅課長 まず、アフォーダブル住宅につきましては、いわゆる低所得者の方向け

の区営住宅と異なった所得の方々、先ほどもアフォーダブル住宅のご議論のところでご答

弁申し上げましたけども、そういった中で、働いている方々、子育て世代の方々というよ

うなことで、中堅所得者層の方を中心にということで、市場の家賃よりも少し低い家賃で

ご提供がしていただけるような住宅という形になってございますので、現在はそういった

対象には含んでございません。 

○牛尾委員 そういう住宅ですからね、そうなるでしょう。そうなると、別建ての対策が

やっぱり必要になってくると私は思うんです。今回の次世代育成家賃補助の拡充と併せて

居住安定支援の家賃補助、これも７ ,０００円かな、増額をされると。これは物価高騰の

中なので非常に前向きだというふうに思うんですけれども、ただね、この居住安定支援家

賃補助というのは受けられる条件が本当に狭いんじゃないかと。そこに住めなくなっちゃ

った、大家さんが出ていけとか、建て替えとかで住めなくなっちゃった。もしくはもうよ

ほどの劣悪な住宅か、もしくは所得が一気に下がっちゃったという人じゃないと対象にな

らないわけです。これを利用している方々は高齢者もいれば独り親の世帯の方々もいると

いうことなんですけれども、今、民間マンションに住んでいて年収が２００万円以下とい

う方が大体１７％、かなりの数、区営住宅に入れそうなのに民間マンションの高い家賃で

住まわれているという方々がいらっしゃる。こうした方々も本当に安心して住み続けられ

るためには、やっぱり居住安定支援家賃補助の対象、受けられる対象を、私は広げていく

必要があると、この間、本会議でも何度か言いました。杉並区では、独り親世帯、多子世

帯に家賃補助を行うと。これ、要するに区営住宅に外れた方々、２年間の限定ですけれど

も、補助も最大２万５,０００円ですから千代田区よりずっと低いわけですが、ただ、対

象を広げているわけですよ。区営住宅に落選してもそうした家賃補助を２年間ですけれど

もセーフティネットがあると。やっぱり居住安定支援家賃補助をこうした低所得で住宅に

困っている方々、特に区営住宅に応募しても応募しても落ちてしまう方々へのセーフティ
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ネットとして居住安定支援家賃補助の対象を広げていくと。もちろん家賃補助の増額は大

事ですよ。大事なんだけれど、対象を広げるということについてもやっぱり検討する時期

に来ているんじゃないかと思うんですけれども、いかがですかね。 

○山内住宅課長 居住安定支援家賃助成につきましては、今、委員おっしゃられたように、

いわゆる住宅に居住する上で緊急避難的にいろいろなことが起きて、そういったときのた

めの助成となってございますので、そういった方々を対象ということで、実際にその範囲

を広げるというようなことは現在考えておりません。 

○牛尾委員 やはり住宅に本当に困っている方々への支援というのは、本当に冷たいので

はないかなというふうに思います。そうであるならば、先ほどまちづくりのところでも一

つ議論になりましたけれども、区がしっかり住宅を供給していくということがないと駄目

だというふうに思います。先ほど九段住宅１２戸が減る分どうしますかと。建て替えのと

きと言っていますけど、何年ぐらいになりますかという点でも、それは今ある区営住宅の

整備状況次第だと言いましたけれど、大体区としては何年後ぐらいにこの減らした分１２

戸を元どおりにしていこうかと。何年後ぐらいと考えていらっしゃいますか。 

○山内住宅課長 具体的に何年後ということは、大変申し訳ございませんが、申し上げら

れません。実際に様々なそれこそ建て替えの時期がどうなのか。また、建て替える場所、

そういったものがどうなるのかと。そういったことも勘案しながらということになります

ので、全庁的にそういったことを検討しながらということになりますので、時期として大

変申し訳ございませんが、お示しすることはできません。 

○牛尾委員 だから、もう事実上、もう減らされたままでいくということと同じような答

弁ですよ、それではね。やはり先ほど言ったとおり、区もご存じのとおり、区営住宅を待

ってる方々が多数いらっしゃる。今、内神田住宅では空室があって、それを一生懸命整備

して貸し出そうとしている努力というのは、それは認めるんですけれども、やはり住宅基

本計画でも戸数は維持すると言っているわけだから、私は、アフォーダブル住宅も確かに

大事です。だけれども、こうした低所得者の方々に対しても、民間住宅を活用してでも、

私はこの減らされた１２戸、区が借り上げてでもやっぱり公共住宅、区営住宅として供給

していくということが必要だと思いますが、これは改めてこの間ずっと何度も求めていま

すけれども、そうした低所得者に対する住まいというのは、やっぱり住まいは人権の立場

で、しっかり区が支援していくという立場に立っていただきたいと思うんですけれども、

いかがですかね。 

○山内住宅課長 区営住宅については戸数水準を維持していきますということでございま

すので、必ずこの戸数自体をもう全く動かさないというような、こちらでお話をさせてい

ただいているというふうな考えではございませんので、そういった現在の水準を維持して

いけるように、その時々で建て替えやいろんなことがあって多少の増減はあるかと思いま

すが、そういった中でしっかりと維持してまいりたいというふうに考えてございます。 

○牛尾委員 いいです。 

○小野委員長 はい。じゃあ、こちらについては、関連で、なければ。 

 のざわ委員。 

○のざわ委員 次に、災害対策での老朽インフラ対策、都市防災等々について、４点ご質

問させていただきます。 
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 １は、富士山爆発時の降灰対策費ですとか、２番、建物の不燃化対策、３番、電線類の

地中化、４番、橋梁などの老朽化対策及び計画ですが、簡潔にまとめておりますので一気

にご質問させていただきます。 

 都心部の災害対策としまして、災害廃棄物の処理回収処分について、特に富士山爆発の

降灰対策は量が多いので考えていらっしゃいますか。計画費用はいかがでしょうか。 

 ②再開発と防災の関係について、建物の不燃化を進めては。不燃化できていない建物の

…… 

○小野委員長 のざわ委員、恐れ入ります。今の防災のところなんですけれども、こちら

は環境まちづくりというよりは明日の政策経営部のところかなと思うんですけれども、い

かがですか、そこでやりますか。ちょうどそこにも同じものが上がっていますので、ちょ

っと防災というところ以外での老朽インフラ対策ですかね、ここが環境まちづくりかなと

思うんですけれども、この辺りに絞ってということは可能でしょうか。 

○のざわ委員 そうしましたら、そうですね、２番の建物の不燃化からお伺いさせていた

だきます。不燃化と３番の電線類の地中化、４番の橋梁などの老朽化の対策費及び計画の

この３問をご質問じゃあさせていただきます。 

 では、もう一度というか、じゃあ、都心部の災害と、改めまして一気に３問ご質問させ

ていただきます。 

 都心部の災害対策としまして、災害廃棄物の処理回収処分についてはいろいろ大切です

が、１、再開発と防災の関係について建物の不燃化を進めてはと。不燃化できていない建

物へのアプローチ、政策はいかがでしょうか。 

 ②電線類の地中化はもっと進めてはと思いますが、電線類の地中化の目的をもう一度確

認させてください。今後の計画的に進めていくご予定はありますか。 

 ３番、橋梁などの老朽化対策費及び計画は十分でしょうか。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○吉田地域まちづくり課長 それでは、①の市街地再開発と不燃化、防災の関係性ですけ

ども、市街地再開発事業そのものが、老朽化した建築物をある種集約して、耐震性であっ

たり防災性の高い建物を造るということで防災には期する、そういったものとなっており

ます。さらには、防災倉庫であったり避難できる広場、避難所についても、再開発事業の

中で整備するといったこともありますので、そういった意味で市街地再開発事業は地域全

体の防災力を上げる事業となっております。 

○小野委員長 はい。よろしいでしょうか。 

 建築指導課長。 

○武建築指導課長 不燃化の進んでいない建物に対しての不燃化のアプローチということ

で、恐らく木造で耐震化が進んでいない、そういった建物になりますので、旧耐震の木造

の建物に対しては耐震化を進めつつ、防火性能も高めるという働きかけをしていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○小野委員長 はい。あと一つでしょうか。 

 道路公園課長。 

○村田道路公園課長 ２点目の電線類地中化についてお答えいたします。 
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 まず目的ですが、電線類地中化は地震等、大規模災害の発生時に電柱の倒壊による緊急

車両の走行だったり、住民の避難の阻害となるリスクの低減というところ。二つ目に、通

行空間の安全性と快適性の向上。三つ目に、景観性の向上。こういったものを目的に推進

していくものでございます。来年度、こうした無電柱化を計画的、戦略的に進めていくた

めの計画の策定を検討してまいりますので、今後、随時報告させていただければというふ

うに思います。 

 続いて、３点目の橋梁の老朽化対策についてですが、従来の対症療法的な修繕ではなく、

予防的な修繕を行い延命化を図るために５年に一度の法定点検を実施し、その結果に基づ

き長寿命化修繕計画を策定しております。直近では今年度点検を実施しておりますので、

来年度計画を見直し、以降の修繕計画の更新を図ってまいります。 

 以上です。 

○小野委員長 のざわ委員。 

○のざわ委員 どうもありがとうございます。首都直下地震ですとか富士山爆発はいつ起

こるか分かりませんです。大変なんですが、どうぞ引き続きご検討くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

○小野委員長 はい。関連がなければ。 

 小枝委員。 

○小枝委員 二番町のほうをやらせてもらっていいですか。資料を０３の１、２、３とい

う形で出していただきました。この０１はもうみんなよく見た資料だと思いますが、０２

のほうは初めて数字入れをしてもらいました。０３のほうは都計審の決議と、それに対応

した要望事項、区がまとめて日テレ社長さんのほうに出しましたという内容です。 

 今現在、①の資料で言うとどの段階で、先の見通しがどうなっているかお答えください。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 追加資料の３－１の今どの段階かというご質問だっ

たと認識しておりますけど、現在、こちらのほうの資料の中の与件整理、先ほど追加資料

でも３－３のほうで日本テレビに区から要望書を提出しておりますので、その与件整理が

終わって、今、日本テレビにて基本計画を検討している最中といったところでございます。

それを踏まえまして、今後、区のほうで開催するシンポジウムを通じて基本計画の説明を

してもらう場を設定する予定でございます。 

 以上でございます。 

○小枝委員 所属の委員会に入っていないのでちょっと擦れ違うところもあるかもしれま

せんし、所管の委員会でしっかりやってもらうべきところもあると思いますので、ここで

確認をしておきたいことは、また与件整理は何かというと止まっちゃうんで、それについ

てはちゃんと言葉として説明できるようにしておいてもらって、こういうことなんです。

多分いっぱい資料がついていたあれを集約して要望事項にしましたというふうに私は解釈

するんですが、ただ、こういった与件整理って書いてあるのに与件整理は何かといったと

きに、ずっと説明していますみたいな話だと、それまた平行線になっちゃうので、こうい

うことなんですということを言えるように、それは今じゃなくていいです。 

 先に行かせていただきますと、ここから大事なのは、一つは、私はこの要望事項という

のは実はすごくよく書かれている内容だなというふうに思っています。決議を踏まえてま

とめられたものなので、この１点目にもあるように、高さや容積を可能な限り抑えるとと
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もに、屋外空間も含め風等環境影響への配慮、周辺景観と調和するようなデザインを検討

してください。また９点目のところには、地域の方々に丁寧な説明をお願いしますと。適

切な対策を講じてくださいという中に、交通、日当たり、風環境といったことも全部書い

てありますね。そこで、ここからとにかく住民とまた行き違ったり不安やストレスをため

ないというための区の積極的な能動的な動き方というのが大切になってくると思うんです。

もう日テレさんに宿題投げたんだから、後は待っていますというんだとまたうまくいかな

いという点で、１点目は、これ、同時並行で都計審で和泉小学校のほうが動いている計画

を見ているんですけれども、そうすると、和泉小学校は都市計画段階から風環境について

日常業務としてしっかりリサーチをしている資料が出されています。千代田区のほうも、

よく港区では５万平米以上がもう条例で区のアセスをすることになっているという質問を

以前大串さんなんかもされていたことがありますが、それはそれで将来的にやってもらい

たいけれども、日常業務として、区が都市計画段階で風環境や人流を把握しておくという

ことは、実はもう区のノウハウとしてはあるんじゃないんですか。できること、現に和泉

小学校がやっているから。そうしたことはできることはやっていただきたいということな

んですけれども、いかがでしょうか。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 先ほどステップを説明させてもらいましたけど、先

ほどの環境アセスに関しては、こちらのステップ図の与件整理の下、基本計画の段階で環

境影響調査と書いておりましたけど、そこでしっかりと基本計画の下での交通、日照、風

環境といったものをご説明させていただいて対応を整理したいというふうに考えてござい

ます。 

○小枝委員 これは事業者のほうが出すことになっているんですよ。そうすると、区のほ

うが、小学校だったらば、もうこれ建物を建てる以上環境負荷がかかるのはもう正直ゼロ

にはできないわけですよ。だからよりここで突風が吹かないように、よりここで、何とい

うか、不快な場所にならないようにということを調整する責任が、都市計画を提案したの

は千代田区でしたから、ですよね。なので、そういう言葉だけの大丈夫だじゃなくて、区

として積極的にそういうことを日常業務としてやっていくということはできないのかなと

いうことなんですよ。 

○加島まちづくり担当部長 ちょっと、言われていることを少し整理させていただくと、

和泉小学校の件もありましたけれども、和泉小学校は区が施設整備するということなので、

最終的に責任は区が持つという形になると思うんですね。都市計画のときに提案があった

というのは二番町のことかと思うんですけれども、区が提案したみたいなことを言われま

したけど、そうではなくて、事業者さんが提案されてきたということで、これに関しまし

ても、日本テレビさんの事業なので、最終的に責任を持ってもらうのはもう日本テレビさ

んのほうなので、そこがちゃんとしっかり説明をすることが大事だと思いますので、ちょ

っと和泉小学校と日本テレビさんの案件はちょっと違うので、そこは混同しないほうがい

いんじゃないかなというふうに思っております。 

○小枝委員 そこが千代田区のほうがこの間も例えばエリマネをつくってねとか、そうい

う能動的にお願いしてきた状況からすると、いや、あちらさんのほうで何とかしてくださ

いというのはちょっとやっぱり違うと私は思います。そこは平行線になりたくないので、

区はそういう考え方、私はそういう考え方、そこは違うんですね。うん。答弁。 
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○加島まちづくり担当部長 全く違くてですね、（発言する者あり）二番町は、ここの資

料にもありますけど、再開発等促進区を定める地区計画、この中で地域貢献をいかにして

もらうかといったところが大事なので、今のエリマネの話も区のほうで、建っただけでは

ないですよ、そのほうが大事ですよねということでお話をさせていただいているというこ

とです。和泉小学校に関しては、そういった手法は使いませんので、区が責任を持ってや

っていくというところなので、そこら辺はもう全く違うものだというふうな理解をしてい

ただいたほうがいいかなと思います。 

○小枝委員 できることは、日常業務の中で行政が能動的に動くことによって区民の不安

を取り除いていき、かけた都市計画に責任を持ってもらうということが、より、これ、も

う、早く進むためにもとても大事だなというふうに思っていますものですからそのように

申し上げたんですけれども、そこはかみ合わないということなんだろうと。 

 もう一点、今まで運営費をここではエリマネ、エリマネと言っているわけだけれども、

これって、つくらないと法律違反になっちゃいますかね。あるいはエリマネ的なスペース

はあるけれどもエリマネじゃなくてもいいとも考えられますかね。それも、私は問題意識

は、とにかくできるだけつまずかないで先に進むためにどんな知恵が出るんだろうという

意味で聞いています。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 エリマネについては、地区計画、過年度に決定して

おりますけど、地区計画の中でエリマネ活動について触れておりますので、基本的にはや

っていただくという形になろうかと思います。このたびいろいろシンポジウムを通じても、

いろいろエリマネについて地域に基本的な考え方等を説明しながら、この地域に合ったエ

リマネを区としても支援していきたいというふうに考えてございます。 

○小枝委員 はい。これからの、まあ、エリマネをつくっても、その運営費を余剰の床で

何とかするというのは、もうその時代が過ぎたような気がするんですね。床の余剰利益で

運営費を捻出して、例えば文化芸術のために何かするといっても、そうすると、何ていう

か、運営費は出ないという状態になっちゃうんじゃないか。その補助金とかを考えている

んですかね。私は私で提案があるんだけど、どうぞ。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 エリマネの運営費というか、どういった、そもそも

エリマネとして活動をしていくかというのが、まず、まだ何も決まっていない状況なので、

費用がどれくらいかかるかといったところも、今後の検討だと思ってございます。すぐに、

エリマネと言っても、いろいろステップアップしながら、徐々にスモールスタートしなが

らやっていくところもございますので、そういったところも含めて検討していくというこ

とかと思います。 

 また、区のほうでも、当然、エリアマネジメントの勧めというものもつくっておりまし

て、どういうふうにして区も支援していくかというのはいろいろ検討課題だと思っており

ますので、引き続きエリマネの推進に向けて検討していくべきことかなと思ってございま

す。 

○小枝委員 ここのところは、資料で言うと、今度は、何でしょう、３－２という、今回

初めて出してくれたほうの、スタジオ棟の平米数も、コンマまで出してくれて、ありがと

うございます。こうした数字をすっきりさせていくことによって、総合設計で、もう使っ

ている容積と床面積と残りの床面積が出てくるということで。そうすると引き算してみる
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と、今度の建物の最大値というのは５万７ ,１８８.８平米ということになるんですね。容

積は４５８%ということになるんです。そうすると、この要望事項にある、高さ、容積を

可能な限り抑えるというのがどこまで抑えられてくるのかということになってくるんだろ

うと思います。で、その右下のところに、エリアマネジメントについての協議予定という

ふうに書いてあるんだけれども、このエリアの価値を高めることが、どういう形が一番い

いのかということに、あまり、まあ、それはすごくそこが大事なんだけれども、そのため

にエリマネだと言うんだけれども、まだ千代田区の場合、エリマネという形が定着してい

ないのと、ちょっと日比谷のこともあったので、私、日比谷も見に行って、あれ、箱だけ

で、何かこう、会議室があるだけなんですよね。うん。あれが本当にエリアの価値を高め

るものなのかというふうに考えると、ここって、文人通りがあって、いろいろ、何ですか、

画家だとか作曲家だとか、そうした方々がたくさん、もう数限りなく寄られたところとい

う地図が出来上がっていることを考えると、何ていうんですかね、千代田区のこっち側、

麹町には教育と文化の拠点がないので、そういうふうなこと等から考えていったほうがい

いんじゃないかという気がしているんですね。それであれば、風が吹こうが、交通渋滞を

招こうがいいという意味じゃないんですよ。でも、何かポジティブシンキングできるよう

な、意見の中にも、美術館があったらいいねとか、ここにしかないものがあったらいいね、

エリアの価値を上げたいねという話も書かれておりましたから、そういう意味ではエリマ

ネという箱にこだわらないで、もう、いいんじゃないかと。美術館的なものであってもい

いんじゃないかと。そこでお茶が飲めてもいいんじゃないかと。で、なおかつ、風、風害

が最小限にとどめられ、人流が交通渋滞を招かない。そういう、言葉だけではない大丈夫

だろうを、どう行政がちゃんと説明し切るかということが大事だというふうに思うので、

そういう点では、求めに応じて、以前の課長さんは結構説明なんかにも、何人でも集まれ

ば行くよというような形でもいらっしゃいましたから、やっぱり、ここからは千代田区が

能動的に動いていくこと、そして住民等の不安にしっかり応えていくこと、コミュニケー

ションを取って対話していくこと、これ以上住民を二分しないこと。まさにここに書かれ

ている要望事項の内容を実質化することが大事だと思うんですけれども、お考えをお聞か

せください。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 ご意見ありがとうございます。これまでも、シンポ

ジウムですね、３回も、３回通じて、いろいろ地域の方とコミュニケーションを図ってき

たつもりでございます。引き続き、基本計画の説明を通じて、シンポジウムを次回も開催

していく予定ですし、また、先ほどありましたように、エリアマネジメントについても、

今までの千代田区のほかの事例とは違って、ここ、住宅地を含めたエリアマネジメントで

すので、どういった形がいいかといったところも含めて地域の方と話しながら、今いろい

ろ活動されている方もいらっしゃると思いますので、そういった方ともコミュニケーショ

ンして、推進してまいりたいと思います。 

○小枝委員 最後。財源のことがあると思うんですけども、そうした公共公益的な場の運

営をする際に、今までは床の余剰利益で運営してくれということを求めてきていましたけ

れども、これからはそうもいかないだろうということを冒頭申し上げました。そうすると、

どうなるかというと、もっともっと、とにかく床を稼がないとできないみたいになってし

まうので、そこからすると、例えばなんですけど、これは今日すぐに答弁いただかなくて
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もいいんですけど、日比谷のエリマネの収入というのは、賃料だけで３億ぐらい取れるん

です。で、これは区の贈与金は区のものとして取り扱うということになっているわけなの

で。その大体６,０００万から１億ぐらいの年間余剰金が出ていることを考えると、そう

したものを公共公益的な施設の運営に回していくというような、俯瞰的な、いや、２５年

後はたまるんですよと言われても、２０年以内に地震とかが起きるかもしれないですよね。

そう考えると、やっぱり、現在、一番いい方法というものを考えて、床で稼ぐんじゃなく

て、もう既に稼ぎがあるところの公共的財産に視野を広げていくというようなマネジメン

トも、広い意味で区のマネジメントも必要なんじゃないかということを申し上げておきた

い。 

○加島まちづくり担当部長 ちょっと、日比谷の件を言われたんですけれども、日比谷の

収益をここに充てろということではないですよね。それを言われているんであれば、それ

はないということで申し上げます。 

 今、いろいろと、このエリマネに関しては、もう、ほんと、そのエリアの話がやっと始

まったなという形で、ここの図で見ているところだけじゃなくて、番町・麹町のまちの中

のいろいろな課題だとかを地域の方々がいろいろと議論し、課題解決に向けて、話をして

いくことが大事かなというふうに思っています。 

 で、これは日テレさんの事業のほうに補助金だとか、そういったものを区が出すという

ことは一切ないです。一方で、エリアマネジメントを進める中で、今後こういうエリアマ

ネジメント、地域の方々が主体のエリアマネジメントの活動が広く行われていくだろうと。

そういったときに、国土交通省でも、今、検討もしてもらっていますけれども、やはりそ

の支援、お金だとか人、そういったものは大事だよねといったようなところなので、区も

そういった観点で、エリアマネジメント、地域の方々が主体で行うようなものに関しては

そういう支援を行っていきたいというふうに、今、検討していますので、そういった形に

ここがなるのであれば、支援も、今後可能になってくるのではないかなというふうに思っ

ております。 

○小枝委員 うーん。 

 すみません。最後と言ったんですけど、その答弁をされてしまうと、エリマネという考

え方だけに、そしてこの番町だけになると、何ていうんですかね。これ、町会の法人化み

たいな考え方も入ってきちゃって、要するに地域をまた二分しちゃうような要素はできる

だけ外していったほうがいいんじゃないか。せっかく、ここまで来て、あと環境負荷を低

減させてどうやってというときにエリマネの話でがちがちになると、恐らくこれまた地域

二分になってしまって、いい話にならない可能性があると思いましたんで、私は緩和策を

申し上げたところです。出来上がった後の空間で何をやるかというのはその先に考えれば

いいことで、それがないと先に進まないと考えちゃうと、何かこう、町会自治が弱ってい

るところに、何ていうのかな、そういう法人化してしまった中で、努力しろ、努力しろと

いうふうな、民間企業も住民も、そうやって。そうすると、コンサルとかで、今、本が出

ているんだけれども、過疎ビジネスなんていって、コンサル栄えて国滅びるみたいな、あ

んまりいいほうの話にいかない可能性があるので、それを前提論にしないで、少し棚に上

げながら、教育と文化の空間をつくる、そこがエリマネ、将来必要とあればそういうこと

があってもいいよねぐらいの抜け方をしないと、また二分するのは嫌だなというふうに私
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は思って、申しました。部長から見たら、いえいえ、大丈夫ですよ、と言うんでしょうけ

れども、そうでなかったらどうするの、ということです。 

○加島まちづくり担当部長 今、全てこういうことをやるようだとかというのがきっちり

決まっているわけではないので、そこら辺、区がこう誘導するというよりも、地域の方々

が、いろいろここは賛成の、まあ、二分というお話であれば、賛成の方、反対の方もいら

っしゃるのかなと思いますけれども、そういった方々も含めて、こういうまちにしたいか

らこういう話合いをしようよだとかというのがまずきっかけとなって、その中でいろいろ

と、法人化の話も、すぐということではないと思いますので、そういった段階を踏みなが

ら進めていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っております。 

○岩田委員 関連。 

○小野委員長 はい。関連。 

 岩田委員。 

○岩田委員 えーとですね、よいしょ。はい。 

 先ほど小枝委員と部長とのやり取りの中で、和泉のほうは区がやっているから、責任は

区が最終的に持つんだよと。で、二番町のほうは、日テレだよというお話がありました。

それは確かにそのとおりです。で、じゃあ、そのときの、この日テレの場合の区の役割と

いうのは、どんなもんがあるんでしょう。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 先ほど少しご説明させていただきましたけど、区と

しては、先ほどの環境影響調査については、今回のシンポジウムを、次回、基本計画を説

明する場として開催して、それに併せて地域に説明する場を設定するという形で、場を開

催する主体としてやっていきたいと考えてございます。 

○岩田委員 いや、場を開催するだけなんですか。そうではなく、場を開催するだけでは

なく、何ていうんですかね。だから、先ほど言った、和泉は区が責任を持つ。じゃあ、二

番町の場合は日テレが責任を持つ。そのときに、ただ場をつくるだけの人なんですか。人

じゃないな。場をつくるだけなんですかね、区は。ただ、それだけ。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 当然、シンポジウム開催に当たっては、事前に資料

内容等を確認して、どのような、分かりやすい説明になっているかと確認して我々は開催

するということで、単に場をセットするだけという意味ではございません。 

○岩田委員 ちょっと、あまり伝わっていないようなんですが、まあ、いいです。うん。

そんなこんな、なかなか。ああ、ごめんなさい。はい。 

○小野委員長 えっ。 

○はやお委員 ちょっと関連で。 

○小野委員長 関連。手短にお願いします。 

 はやお委員。 

○はやお委員 あのね、ここのところについては、あんまり細かく言うつもりはないんで

すが、何かといったら、今、重要なことなんですよ。まあ、確かにそうでしょう。形式的

には、和泉小のところは千代田区がやる。それを比較すること自体がナンセンスなんです

よ。で、何で今回のこの、（発言する者あり）日テレ、日テレ、（発言する者あり）いや、

こっちがそう。いや、答弁がナンセンスですよというの。（発言する者あり） 

 で、それ、笑いごとじゃないですよ。何かといったら、日テレが何が問題かといったら、
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都市計画審議会で、普通は総意をもって、この都市計画というのは進めるんですよ。それ

を多数決でやったんですよ。ぎりぎりに。そしてまた、附帯決議がついたということなん

ですよ。そしてまた、何かといったらば、このＤ－１地区というのが、普通は、こういう

ものというのは、複数の地権者のためにつくるんですよ。それが日テレだけのためにこの

都市計画決定を区自らしたんですよ。だから、今回のこの姿勢を聞きたいのは、こういう

ような環境衛生のところについては、もう少し積極的に関わってくださいよと僕は言った

つもりなんです。だからその姿勢のところで、何でね、またそこのところは日テレですと

いう答弁ができるのかということなんですよ。姿勢ですよ。これだけ強引に、かなり強制

的にやったんだから、これは、僕は区がもう少し積極的にやってくださいということを言

って、違う委員会へ行ったつもりでいるんですけど、また同じ答えをしているわけですよ。

これは日テレです。確かにそうですよ。日テレが計画したことですよ。でも、やったこと

は違うんじゃないんですかと。都市計画決定も、何度も繰り返しますけれども、賛否をし

てまで、なかなか異例のことをやった。そして加えて何をやったかといったら、Ｄ－１地

区ということを再地区でやった。ここまで、区が積極的にやったことに対しての姿勢です

よ。そこはどういうふうに考えているのか、答えてください。 

○加島まちづくり担当部長 最終的な責任者ということで申し上げております。 

○はやお委員 そういうことじゃないんだよ。 

○加島まちづくり担当部長 いや、そういうことだと思いますよ。 

○はやお委員 そういうね、逃げないでよ。 

○加島まちづくり担当部長 で、説明に関しては、説明に関してはこれから基本計画が出

て、その中で環境影響調査に関してはしっかりと説明してくださいよというのが区の立場

ですよ。で、建物を整備された後に、ここが風がどうのこうのとかって対応するのは、こ

れは事業者ですよ。 

○はやお委員 それはそうだよ。 

○加島まちづくり担当部長 それ、区はできないですよ、それ。そういったことを申し上

げています。 

○小野委員長 はい。もう、これ…… 

○はやお委員 まとめに…… 

○小野委員長 まとめてください。 

 はやお委員。 

○はやお委員 だからね、あのね、僕、今、申し訳ない。いつもね、部長はね、話がちょ

っとずれるんですよ。で、そう――いや、それで、笑うことじゃないですよ。真剣に言っ

ているんですよ。それで、こういうところについて今までの経緯から考えたときに、動き

がかなり、恣意的とは言わないですよ。積極的に日テレのために動いてきたということは

事実なんですよ。そこのところでやったときに、もう少し、姿勢として謙虚に、私たちが

これに関わりますよという表現がどこかで出てこなかったらね、私はね、違うと思うんで

すよ。そこ、もう一度、もう一度ここを丁寧に答えてくださいよ。もう、これ以上やるつ

もりはない。都市計画決定もされているんだから。（「そうです、そうです」と呼ぶ者あ

り）だけども、経緯はどうなのかということを言っているんですよ。 

○小野委員長 これ、これで一応、一旦、最後ということで。 
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 まちづくり担当部長。 

○加島まちづくり担当部長 はい。我々、日テレ一事業者のためにやっているつもりは毛

頭ございません。 

○はやお委員 結果として…… 

○加島まちづくり担当部長 都市計画の提案があったので、これが地域にとっていいこと

か悪いことかということで、諸手続を経て、都市計画手続を決定したというものでござい

ます。 

○小野委員長 はい。（発言する者あり）では、これで、（「いやいや……」「俺……」

と呼ぶ者あり）関連。（発言する者あり）ああ、関連。（発言する者多数あり）まだ。は

い。 

 じゃあ、岩田委員。 

○岩田委員 はやお委員、僕の言いたいことを言ってくれて、ありがとうございます。

（発言する者あり）まさに、まさにそういうことなんですね。 

 それでですね、それで、いや、千代田区は、その、何、この二番町は日本テレビですよ

と言うんですけども、千代田区はそもそも、区民が別に、最初に求めていたわけではない

２,５００平米の広場を区が提案して、そして地区計画の６０メートルよりもはるかに高

い８０メートルというのを許可したわけですから、それに対して何かしらの関わり合いが

あるんじゃないの、ただこの場を提供するだけなんですか、というようなことを言いたか

ったわけですよね。でも、何かずっと、さっきから、場を提供するだけみたいなようなこ

とを言っているんで、それはおかしいんじゃないのと言っているんですよ。そういうこと

はどうでしょう。 

○齋藤麹町地域まちづくり担当課長 環境影響調査については、先ほど基本計画に合わせ

てという説明をさせていただきましたけど、ちょっと繰り返しになってしまいますけど、

本日配らせていただいた追加資料の３－３で、これまでシンポジウムを通じて、様々都市

計画、その後のシンポジウムを通じて地域の方から意見いただいたことを踏まえて、区か

ら日本テレビに、基本計画に当たった要望事項をこういうふうにまとめて、さらに、その

上で環境影響調査についても丁寧に説明をお願いしますという形で関わらせて進めている

といったところでございます。 

○岩田委員 委員長。 

○小野委員長 はい。ちょっと一旦休憩します。 

午後４時１５分休憩 

午後４時１６分再開 

○小野委員長 委員会、再開いたします。 

 岩田委員。 

○岩田委員 環境調査のことなんて、私、言っていないですよ。聞いていますか。環境調

査のことなんて、言っていないですよ。例えばですよ、環境のことだけじゃなくて、風環

境だの交通インフラだけじゃなくて、そこに住んでいる人たちにいろいろ負荷がかかって

いる。で、そもそもその２,５００平米だって、区民からの要望じゃなくて、区が提案し

たものじゃないですか。そこまでして、あそこを地区計画よりも高いものを建てさせる。

それを、許可を出しているんだから、千代田区としてはどういう関わり合いをしています
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かと聞いているんですよ。 

○加島まちづくり担当部長 その２,５００という話がありましたけれども、これは先ほ

ど申し上げたように、再開発等促進区を定める地区計画ということで、まさに都市計画な

ので、都市計画としてやはり必要な部分ということを、広場の面積だとか建物高さだとか

を議論していただいて、都市計画決定したといったものでございます。そのときに出た附

帯決議が今日の資料に載っかっているやつで、その附帯決議を行っていくために、日テレ

さんのほうに、今、最終的に要望書を提出したということですので、今、岩田委員が言わ

れているようなものに関しては、今後、ちゃんと説明の機会があるということなので、そ

れをお待ちいただくのが一番かなというふうに思っております。 

○小野委員長 はい。以上でよろしいですか。 

 岩田委員、では、最後、まとめてください。 

○岩田委員 最後かどうかは分かりませんよ。答弁次第です。 

○小野委員長 お願いします。 

○岩田委員 で、今、そういうお話で、確かにそうなんですよね。そして、この要望書が

出て、それを話し合っていると。まさにそのとおりなんですよ。で、そこでですよ、基本

計画が出てから次のシンポジウムをやると言ったら、基本計画が出て、その後、区民が意

見を言って、反映されるのかどうかというところが一番のポイントだと思うんですよ。そ

ういう反映がされないんだったら、基本計画の前にシンポジウムというのをやって、ちゃ

んとこういう要望事項というのがもっとちゃんと話し合えて、それで初めて基本計画とい

うのを出すべきなんじゃないかと。これは再三言っていますけど、そこはどうなんでしょ

う。 

○加島まちづくり担当部長 所管の委員会でも、シンポジウムの経過とかを何回も説明さ

せていただいております。その中で、シンポジウムの中で、計画が出ないと心配事の解消

というのがやっぱり分からないよねといったようなところなので、計画はやっぱり出すべ

きだろうといったような話で進めさせていただいていると。それで、計画が出た段階で、

また地域の方々からいろいろな意見があると思いますけれども、反映されるかされないか

というのは、反映されるものもあるだろうし、反映できないものもあるというような認識

でございます。 

○小野委員長 はい。では、ここまでで、もう最後に。お願いします、岩田委員。 

○岩田委員 で、まあ、そういうふうに言うでしょうね。反映されるものもあれば、反映

されないものがある。でも、全部反映されなくても、あ、皆様の言ったことは反映されな

いものでございますと言われちゃったら、何にも反映されない。どんどんどんどん計画だ

け進んで、はい、おしまいとなっちゃうという、それを皆さん心配しているんですよ。だ

から、先にやって、基本計画の前にやってくださいという、そういうような声が区民から

届いている。そういうことをどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○加島まちづくり担当部長 先ほど答弁したとおりです。 

○小野委員長 はい。そうですね。はい。 

 それでは、日テレについてはここまでにさせていただきます。 

 続いて、小枝委員。 

○小枝委員 都市計画の公平性、中立性というところで端的に伺います。分科会のほうで
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も議論されていた中身ですが、ちょっとその、何ていうか、途中で終わっているという印

象がありまして、端的に伺います。 

 令和３年、今の都市計画審議会の座長と、座長の会社に、かなりいろいろなコンサルテ

ーションを、契約をしているということについてです。私の考え方というか、都市計画審

議会というのは、中立、公正でなければならないというところを考えると、その契約をし

ている相手方、ある意味行政の下請的な仕事をしているというところの利害関係人である

ということとは中立性、公平性が保てないんではないかということなんです。 

 これ、住民が妥当性をＡＩに聞いてみましたということで、まあ、ＡＩが正しいかどう

かというのは、カメラの議論もありますけど、「法的に違法ではないものの、公平性、中

立性の観点から極めて不適切と批判を浴びるリスクが高い状況です」というふうに答えが

出てきました。 

 その点で、令和３年が５６０万。それから８００万、２ ,２００万、２,２００万まで来

て、令和７年もプロポーザルをしていると。予算なので、令和８年が入っているのか、令

和７年は幾らなのかということを答えてください。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。金額はたしか分科会で答えていると思いますの

で…… 

○小枝委員 令和６年まで。 

○加島まちづくり担当部長 すみません。今の公平性、中立性に関して、ちょっと分から

ない部分があるので、ちゃんとお聞きしてお答えしたいなと。 

○小枝委員 ああ、なるほど。 

○加島まちづくり担当部長 これは、都市計画審議会の審議に対しての公平性、中立性と

いうことを言われているのか、それとも、相手方の、契約、区と相手方に対する契約行為

に関して公平性、中立性と言われているのか、それはどちらなんでしょうか。 

○小枝委員 もちろん、後者のほうなんです。後者ということは、区が、様々な、この場

合はウォーカブルなまちづくり検討ということが、今年も答えてもらえなかったけど、や

っているとしたら、６,０００万、まあ、６年、７年にわたり、やっていることになるん

ですね。で、そういう、区の――で、この中身、私も読みました。読みましたけれども、

悪い中身ではないと、全然思います。悪くないですけれども、でも、別にどこのコンサル

でもできる内容なんじゃないのかなと言ったら、それを、ウォーカブルだけじゃなくて、

駐車場整備計画もそうだし、まちづくりプラットフォームもそうだと思います。で、最初、

計画をつくるのが５００万とか８００万というのはまあ分かるけど、その後、金額的には

どんどん増えていって、しかも特命随契、プロポーザルだ。ということからすると、区の、

こう、何ていうんですかね、お抱え事業者になってしまうと、中立性が保ちづらいんじゃ

ないんですかね。もっと多様な人材がいるでしょ、ということです。 

○小野委員長 ちょっと、暫時休憩いたします。 

午後４時２４分休憩 

午後４時３７分再開 

○小野委員長 委員会を再開いたします。 

 まず、欠席届が出ております。和泉橋出張所長が午後５時から町会長会議出席のため、

欠席です。（発言する者あり） 
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 それでは、質疑を引き続きということでお願い、（「答弁から」と呼ぶ者あり）あ、失

礼いたしました。答弁からでよろしいですね。 

 答弁からでよろしいですか。小枝委員、答弁からでよろしいですか。 

 契約課長。 

○湯浅契約課長 先ほどの答弁をさせていただきます。 

 まず、プロポーザルに関してでございますけれども、プロポーザルにつきましては、要

綱に基づきまして、公平公正に行われていると契約課としては考えてございます。また、

公募につきましても、ホームページ等々で公表しておりますし、公告につきましても同様

でございます。さらに、その結果につきましても、ホームページで公表し、公平公正な契

約に努めているところでございます。 

○榊原景観・都市計画課長 都市計画審議会の委員、会長を含めてですけれども、どなた

も、公平性、中立性を持って第三者的な立場から審議のほうには加わっていただいている

という状況です。 

○小野委員長 はい。それでは、よろしいでしょうか。（発言する者多数あり） 

 それでは、環境まちづくり部の総括質疑についてですが、ここまででよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後４時３９分休憩 

午後４時４４分再開 

○小野委員長 委員会を再開します。 

 地域振興部の総括質疑に入ります。質疑を受けます。 

○池田副委員長 私は、祭礼文化とその補助金についてというところで確認をさせていた

だきます。分科会のほうでも十分な議論がされているんですけれども、あえていま一度確

認をさせていただきたいんですけれども、区の仕事のあらましの中には、町会と連合町会

という中の予算の中に拡充として組み込まれているというところですけれども、分科会の

中でも出てきていますけれども、町会、連合町会に対しての補助とは別に、今回はこのよ

うに祭礼文化に対する支援をするというところで間違いないですよね。 

○清水コミュニティ政策担当課長 祭礼文化の補助金の予算上の件について申し上げます。

予算事業としては、町会、連合町会の中で３００万円ということで、今回の祭礼文化継承

支援に関する補助金を計上させていただいております。これは、対象はあくまで町会をま

ず対象としたメニューというものを想定しておりますので、町会補助金の枠の中で設定を

させていただいておるものでございます。 

○池田副委員長 そうしますと、これは、再三、分科会でやっていることなんですけれど

も、１００を超える町会があるというところで、しっかりとこれまで１年間かけて調査研

究をしてきた。で、まだこれは来週、再来週ぐらいですかね、最終報告のシンポジウムと

いうのがこれから行われるというところだけれども、それを皆さんに発表する前に、これ

だけ町会にまた町会が基準で支援をするということでよろしいんでしょうか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 今、委員からご指摘ありました最終報告はこれからで
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ございます。約２週間後に会を設ける予定でございます。そのところで、今後の千代田区

の祭礼の在り方というところはしっかりとまとめたものを発表していきたいと思っており

ますが、最終報告の内容にも関連する取組として様々ある中で、今回、特に優先的にまず

取り組むことができるものが町会に対する祭礼運営に関する幾ばくかの支援、補助金とい

うものでございます。これが全てというものではございませんで、区が祭礼を捉えて、そ

の維持、継承のために何ができるのかというのを考えたときに、まずは、祭礼を構成する

大きな文化的価値のあるものというものがあり、それを運営する人という存在があると。

この物と人、二つの概念が大きく存在するということがまず見えてきているところでござ

います。当然、この二つについて、区としてしっかりと大事に捉えて、支援をしていきた

いというふうに考えております。その中の優先度合いの一つとして、まずは、補助金のご

提示でございます。で、人に関する運営担い手の育成に関するところ、これも区としてど

ういったことができるのか、これは中長期的に検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○池田副委員長 ということなんですが、この分科会で課長の答弁の中に、１年間研究を

してきたと書いてある、答弁をされているんです。この１年間というのが長いか短いかと

いうのは、いろいろ個人差はあると思うんですけども、千代田区内の中でも、様々な祭礼、

お祭り事というのがあります。そこを１年間で集約して、しっかり調査研究ができたんで

しょうか、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

○清水コミュニティ政策担当課長 １年という期間でございますが、千代田区の祭礼のア

ウトラインは、それなりにアウトラインという部分では一つ取りまとめができたというふ

うに考えておりますが、ただ、委員ご指摘のとおり、千代田区の祭礼は、調査研究を進め

れば進めるほど、歴史的な観点、文化的な観点、それを構成する様々なみこし、山車のと

ころだけではない、それを支える運営する側の人々、また、おはやしといった団体の存在、

こういったところもたくさん見えてきて、これらを有機的にどういうふうに区として包ん

で、今後の区政に生かしていくのかというところまで踏まえますと、まだ１年という期間

では全てを洗い出すのは難しいという状況でございます。なので、アウトラインをお示し

しつつ、次年度も引き続き調査研究というものに取り組んでまいりたいと考えております。 

○池田副委員長 今の課長の話だと、やはりそうなんです。１年では到底集約ができない

んですよ。今、全くおっしゃったように、おみこしだったり、山車だったり以外に、やっ

ぱり地域では祭りを守り立てるおはやしというのを、文化継承じゃないんだけれども、や

っているんです。おみこしと山車の修繕というところが大事なのかもしれないけれども、

例えば、今のおはやし一つにとっても、お稽古する場所が今非常に少ないんですね。どう

しても音が出るものですから、お祭りの１週間ぐらいは、神酒所におはやしの音が流れれ

ば、にぎやかだなというのもありますけど、一方で、やはりお祭りに関わっていない地域

住民の方は、それが雑音だったり騒音になってしまうんです。それで、一歩間違えると、

すぐに通報すると、お巡りさんも仕方なく神酒所にやってきて、ちょっと今通報があった

からどうですということで、すぐ帰られるんだけれども、やはり、音に関しても、そうい

うところの配慮というのはこれからどうしても大事なところで、今、おはやしの話をした

んだけれども、まさに、今、そこのお稽古する場所がない。みこしとか山車を修繕するの

もいいんだけれども、そういう箱物というんですかね、防音設備がちゃんとできるような
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施設を準備するだとか、学校だけで練習、お稽古するばっかりでもなくて、やはりそうい

うところでは非常にいろんなところで配慮が必要だと思うんだけれども、その辺りはどの

ようにお考えですか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 祭礼の運営を、これ、調査研究をしていく中で、まさ

にご指摘のとおりな状況はあるというふうに認識しております。祭りの当日がクローズア

ップされますが、祭りというのは、準備の段階から、それ以前の日頃の練習の段階から

様々もう活動はされていると。そういった中で、当事者として運営をされている方、それ

以外の方、それぞれに捉え方にも違いがあるというところも見えてきておるところでござ

います。その中で、区として祭礼文化の継承をしっかりと考えていくという中で、例えば、

このおはやしというところで申し上げますと、現在も、区民館ですとか、公共施設とか、

そういったところでやると、かなり音も大きくて、様々なご意見もあるというようなお話

も聞いております。現在は、例えば、学校施設、体育館などを利用して練習をされるとい

うことでご案内もしているというふうに聞いておるところでございます。 

 公共施設、区内の公共施設それぞれに設置目的はございますので、これを一緒くたに全

てのところを改修してというところは直ちには難しいかもしれませんが、まずは、しっか

りと練習できる場所というものをこれまで以上に丁寧にご案内をしていければというふう

に思っておりますし、今後の展開につきましても、祭礼文化継承を中長期的に捉える上で、

私どもとしても、庁内連携をして、どういったことができるかというのは研究してまいり

たいと思います。 

○池田副委員長 はい。ぜひ庁内をしっかり横断して、研究していただきたいと思います。 

 それで、おみこし、山車の修繕以外に、その辺に係るはんてんだったり、手拭いだった

り、そういうところの費用も経費として補助をすると。これまで町会ごとに、これだけ数

ある町会のお祭りの中で、各地区に企業さんだったりとか、地元の方だったりとかにお祭

り事だからということでいろいろ寄附を頂きに、奉納を頂きに歩いて回るんですよ、地域

の町会の関わっている方々は。それで、お祭りに少しでも関わっていただきたいというこ

とで、いろんなところで巻き込んで、みんな地域で盛り上げようとしているという中で、

ここのそういう奉納金が集まって、そこから、じゃあ、手拭いを幾つ作ろうだとか、当日

のお弁当はどうしようかだとかというところでいろんな費用がかかるという中で、安易に、

これ、町会単位にお祭り事の費用を区のほうから助成しますよというところであったら、

やっぱりその辺のマンパワーというのが本来は一番大事なんですよ。アンケートで多分ご

存じだと思うんだけれども、何が必要かといったら、やはりお祭りをしっかり担っていか

なきゃいけない、盛り上げていかなきゃいけないマンパワーが必要なんだというところは、

いろんな方が言っているはずなんで、それは承知していると思うんです。なんだけれども、

やっぱりお金も必要だから、そうやって地域を回っていただくんだけれども、そこのとこ

ろを区が補助してくれるからという、そこのところで、皆さん、甘えるわけではないんだ

ろうけれども、そういうところの地域の関わっている人たちの気苦労とか大変さというの

は、もうちょっと行政としても受け止めていただきたいと。その辺はどこまで認識されて

いるのか、お答えいただけますか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 祭礼文化の区としての受け止めについては、この１年

の研究の中で様々見えてきたというふうに申し上げましたが、ただいま委員からご指摘い
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ただいたような話、そういったところもあるんだなというところは、今お話を伺って実感

した面も正直ございます。地域の方がいろいろと歩いて回って、それで企業などからの協

力も頂きつつ、地域を巻き込んで盛り上げていくと。まさに、そういった一連の動きも、

コミュニティを強化していく上での祭礼の役割なのかなと。祭礼というものは、そういっ

た要素も含んでいるのだなというふうに感じた次第でございます。 

 その中で、当然、マンパワーという部分については、しっかりと見据えながら、今後考

えていきたいと思いますし、この財源の部分についても、補助金そのものが、そうですね、

３００万円ということでならすと、本当に多額にはならない、少額でこれで効果のほどは

というご意見もあろうかと思いますが、まずは、みこしや山車、文化的価値を有するとい

うふうに調査研究の中でも整理をしておりますので、こういった部分をしっかり後世にも

つなげていくための一つのきっかけ、そして、行政としての姿勢を示すという意味でのこ

の補助金は、まず第一優先としての取組でございます。ご指摘を賜ったところについては、

しっかり受け止めながら研究を進めてまいりたいと思います。 

○池田副委員長 よろしくお願いいたします。課長が答弁の中で、１年間研究してきて、

いろんな方に話を聞いてきた。現時点である程度分かってきているところでございますと、

もう何か自分たちはしっかり祭りのことは分かったんだというような感じで、私はこれを

読み返してしまったのがすごくどこまで感じているのか分からない。今、私が言ったこと

に関して、初めて感じてくれたところもあるのかもしれないけれども、そういうところも

もう少し深掘りして研究をしていただきたい。その上で、また補助をそれぞれで出すんで

あれば、もう喜んでというところはあるんだけれども、ちょっと今回この金額も予算もそ

うなんだけれども、なかなかどういう根拠であったのかなというところは、いまいち分か

らないところがあります。 

 みこしと山車というふうに限定しちゃうんだけれども、例えば、区内にはたくさんのお

稲荷さんというのがあるんですね。お稲荷さんもしっかりと地元の方が守っているんです

よ。いろいろ初午があったりとか、何か行事があったりとか、そんな派手にはやらないん

だけれども、そういう維持管理というのも非常に大事なところはあるんだけれども、そう

いうところは、今回は、多分これは含まれていないというように私は見受けているんです。

何をもって祭礼文化の継承なのかというところを、もう少し幅広にしっかりと捉えていた

だいて、江戸開府４００年事業を千代田区でかつてやってきたという思いが私たちもあり

ますから、そこをあれだけのことをやってきている千代田区ですから、安易にみこしと山

車を直せばいいんだという、持っていない町会だってあるんですよ。そのところもいろい

ろなことを考えていただいてと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 ただいまのご指摘もしっかりと受け止めさせていただ

きたいと思います。 

 千代田区のこの祭礼文化、天下祭の部分が大きく取り上げられるところではございます

が、ただいまご指摘のあった稲荷神社ですとか、区内、様々神社ございまして、最終報告

の中には、そういった神社でのお祭りの歴史的経緯、そこから導かれる文化的価値など、

なるべく幅広な神社を取り上げて報告にも記載をさせていただく予定でございます。やは

り、例えば、神田という地名のルーツは諸説ありますけれども、とにかく神社との関係と

いうものは非常に強く、このまちの成り立ちというものが出てきているというふうに思っ
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ております。また、これまでも、町会の皆様をはじめ、お話を伺いながら来ておりますけ

れども、たくさん聞いて聞き過ぎることはないというふうに私たちも思っておりますので、

より深いところまでしっかり私たちも真摯に祭礼とそれを受け継ぐことがこの区にとって

どういった公益性を持っていくのかというところ、より分かりやすく発信できるように努

めてまいりたいと思います。 

○小野委員長 はい。まとめてお願いします。 

○池田副委員長 はい。まとめます。まとめというか、もう一点、あと、最後になると思

うんだけれども、こうやって行政のほうがしっかりと祭礼文化を継承していくという思い

が私たちにも伝わってきている中で、今新しく住み出している区民の方が圧倒的に多いん

ですね。そういう方は、先ほども最初に言ったけれども、おはやしの音すら雑音で、いろ

いろなことを感じている方が多いんです。だとしたら、千代田区として、いや、うちはこ

ういうまちなんです、こういう区なんです、行政も応援しているんですというところをし

っかりと住んでいる方にも理解をしていただきたいんだけれども、企業さんには、もう皆

さん分かっている企業さんが多いんですよ。ああ、麹町はこうなんだ、富士見はこうなん

だ、神田はこうなんだというところはあるんだけれども、そういう地域だけではなく、千

代田区民皆さんにとって、行政として、どのようにこれから向き合っていただけるのか、

ちょっとお聞かせいただいて、私は終わります。 

○清水コミュニティ政策担当課長 本区の祭礼文化継承を考えていくに当たり、もう当然

にこれから新しく地域に加わってくる方々、転入されてこられる方々との関係というもの

も非常に重要だというふうに思っております。祭礼当日には、そういった方々もたくさん

集まってきて、地域の交流の橋渡し機能を有すると。祭礼というものは、そういった橋渡

しの機能を持っているというふうには思っておりますが、一方で、それ以外の時点、準備

をしている、練習をしている、そういったところまでの動きというものは、やはり新しく

地域に加わった方々にはまた別なものとしての捉え方というのもあるのかなというふうに

お伺いをしていて、今感じた次第でございます。 

 次年度につきましては、この祭礼、江戸祭礼というものの魅力も発信をしていきたいと

いうふうに考えておりまして、例えば、発信をする内容の中に、祭りというものは当日を

迎えるまでにこういった流れ、成り立ちがあって、それでここに至っているんだというよ

うなことも、一つ分かりやすい形で発信していくことも検討していきたいというふうに考

えております。 

○小野委員長 はい。それでは、関連、よろしいですか。 

 入山委員。（「関連」と呼ぶ者あり） 

○入山委員 あ、関連じゃない。 

○小野委員長 えっ、関連じゃない。関連じゃない。 

○入山委員 はい。 

○小野委員長 関連は、じゃあ、なしでよろしいですね。（発言する者あり） 

 では、次…… 

○桜井副委員長 質問を短く。 

○小野委員長 はい。桜井副委員長。 

○桜井副委員長 はい。今、池田委員とのやり取りで、この祭礼文化についてのことがよ
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く分かりました。私も、これについては賛成ですけども、やはり、何というんでしょうね、

この祭礼というものと神様に対すること、いろいろと整理をしていかなければいけないこ

とも恐らくあるんだろうと思いますね。それと、今、初午の話もありましたけども、こう

いう祭礼というのはたくさんありますね。歴史をひもといていけば、物すごいあるんだと

思うし、今、我々の中で行っているもの以外のものでだって、掘り起こしていけば出てく

るのかもしれないし、それをどうするんだという一つの発見にもつながる、非常に興味深

く私はこれを見てみたいなというふうに思っています。 

 千代田区の祭礼というのは、神田明神と日枝神社の山王祭だけじゃありませんよね。あ

そこのところは、先ほど課長からの答弁がありましたので、分かっていただけるというと

ころもあるんだと思いますけども、実は、日枝神社の山王祭というのは、氏子というのが

千代田区だけじゃなくて、中央区もあるんですね。千代田区は、山王祭に対して、こうい

う考え方で祭礼というものを取り組むんですよというのは、これ、結構な話なんだけど、

じゃあ、中央区はどうするのと。中央区は中央区のみこしなんだから関係ないんですよと、

そういう話には恐らくならないんだと思うんですよ。祭礼に対しての物の考え方というの

は、千代田区だけじゃなくて、中央区にも投げかけて、実は、うちはこんなことをやって、

お金も実は出すんです。中央区さんはそういうものはないかもしれないけども、だけど、

同じ祭りを山王祭としてやるときに、千代田区ではこういう形で、区を交えてやると。だ

けど、中央区には全くそういうような話、呼びかけもしないし、中央区は何もしないよと

いうことで、果たしていいんだろうかな、祭りとして捉えたときにね。ということを感じ

るんです。 

 これからの中で、この３００万というのは調査費用ということの意味合いが強いんでし

ょうかね。何か物を買う、買うといったら、３００万じゃ買えないもんね。今後の中で、

恐らく、ちょっとそこだけ聞いておきたい、この３００万の内訳というか、区が考えてい

るものはどういうものを考えているんですか。（発言する者あり） 

○清水コミュニティ政策担当課長 今回、予算に計上させていただきました３００万円の

内容についてでございますが、調査経費はまた別でございまして、今申し上げている３０

０万円は、例えば、山車やみこしの修繕費用、あるいははんてん、手拭いなどの祭礼物品

の購入費用の助成金ということで、幾ばくかではありますが、実施した内容に対して、補

助金として設定するものでございます。 

○桜井副委員長 もう、これで終わりにします。 

 これからいろいろと区民の皆さんからご意見を頂いたり、または、そういう修繕費用と

いうようなことで、いろんなものが出てくれば、果たしてこれで足りるのかとか、そうい

った話が出てくると思いますよね。うちのおみこしもみこしに絡めているひもを今回修繕

しますけども、８０万とか９０万とか、そのぐらい金がかかります。それが１００あった

ら幾らかかるのかって、おのずと３００じゃ足りないということになるんでしょうけど。 

 先ほど冒頭で言った他区をまたいで、山王祭の場合は中央区ですけど、またいで行うよ

うな、そんなようなものもあるので、一つの祭礼文化というようなことを捉えたときに、

千代田区だけやればいいやという話にはならないので、ぜひ、そういうことも含めて、今

後の中で考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○印出井地域振興部長 今、桜井副委員長からのご指摘でございます。とりわけ山王祭、
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神田祭もそうですね、中央区さんと氏子領域。 

○桜井副委員長 そうですね。 

○印出井地域振興部長 で、やっぱりこういった祭礼の特色としては、行政区をまたいで、

千代田区と中央区というお話もあるでしょうし、あるいは連合町会をまたいだ形で、トユ

の連合を組んでいるということも多々あります。それから、麹町であれば、麹町の中で幾

つの連合というような形で、いわゆるコミュニティとコミュニティの橋渡しという機能も

あるんじゃないかなというふうに思ってございます。中央区さんとの情報共有については、

今日のご指摘、我々も、とりわけ山王祭については、下町と上町である種競い合う文化み

たいなのもあるということは承知しておりますので、ご指摘を受けまして、そういったこ

とも視野に、研究や情報共有に努めてまいりたいと思います。 

○桜井副委員長 はい。ありがとうございました。 

○小野委員長 はい。 

 それでは、次、入山委員。 

○入山委員 地域振興費各会計予算の１９０、１９１の部分で、町会コミュニティについ

てお伺いいたします。企画総務分科会で米田委員がしっかりと質疑をされていたので、

（発言する者あり）簡単に質問させていただきます。 

 今回、町会支援プログラムに関するちょっと質問をさせていただくんですけども、今年

から実装し始めたとは思うんですけど、町会支援プログラムは、予算上、どの事業に位置

づけられて、また、予算額は幾らとなっていますでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 今ご質問いただきました予算事業でございますが、予算書

の今ご紹介いただきました１９０、１９１ページにございます項番４、地域コミュニティ

醸成支援の中で、町会支援プログラムにつきましては、このうち１ ,１００万円を計上さ

せていただいているという状況でございます。 

○入山委員 コミュニティ醸成支援事業の中の１ ,１００万ということで、日頃より町会

防犯・防災、環境美化、高齢者・子どもの見守りなどを活動としてやっております。町会

の持続可能な運営についても、区としては支援をしていくということだと思うんですけど

も、これまで町会補助金、また、地域コミュニティ活性化事業、今回、コミュニティ活動

事業助成、こちらは少し金額が上がったと思うんですけども、今回、町会支援プログラム

は従来の支援とどういったことが違うのか、また、オーダーメイド型伴走支援というのは

具体的にどういうことなんでしょう、お伺いします。 

○赤海コミュニティ総務課長 今、入山委員から挙げていただきました事項に関しまして

は、やはり財政的な面での支援というものが主でございました。昨年度実施いたしました

町会長さん、または、女性部長、婦人部長、青年部長へのアンケートでは、これまで我々

が耳にしてきたように、加入率の低下ですとか、今も議論いただいておりましたけど、担

い手不足、役員の高齢化、活動の固定化などなど、やはり持続可能性に関わる課題が改め

て明らかになったところでございます。こうした状況を踏まえまして、町会支援プログラ

ムとして、従来の補助金ですとか助成金に加えまして、各町会さんの実情ですとか状況に

個別に――そういったものを個別に把握させていただいて、課題に応じた支援を、いわゆ

るソフト面での支援を行わせていただくという違いがございます。 

○入山委員 そうしますと、町会アンケート、地域振興部の資料、１月２３日のものもあ
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りますけども、これを受けて、このような支援を行うということなんですけど、令和７年

度はどこを対象に、もしくは何件、また、令和８年度はどのように展開をしていくのでし

ょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 令和７年度１月から実装させていただいているという状況

でございまして、件数的には３から４町会程度ということで、今進めさせていただいてい

るところでございます。実質的に、比較的緊急度とかがかなり高いなと思われるようなと

ころ、これはヒアリングですとか、アンケート、ヒアリングの結果に基づいてになります

けども、または、ＤＸなどをちょっと先進的に取り組んでいきたいというようなところを

今ピックアップしつつ進めていく予定なんですけれども、具体的な実施内容につきまして

は、ちょっと今現在整理を進めているという状況でございます。 

 もう一点の令和８年度につきましては、この令和７年度、今もう年度末でありますけど

も、この支援の成果ですとか、課題も踏まえながら、対象町会や取組を広げて、効果のあ

った取組については横展開でできるように進めてまいりたいと。対象としては２０程度、

２０町会程度になろうかなというところで、今検討しているところでございます。 

○入山委員 三、四町会ということで、これは、町会名はなかなか言えないのかなとは思

うんですけども、令和８年度２０町会ということで、少し角度を変えて伺います。青年部

意見交換会を大手町で行ったという話も聞いております。また、婦人部、女性部、町会長

向けの研修会でも、いろんな課題の洗い出しもされたと聞いております。その中で、私も

地域、地元から意見を聞くと、町会長の仕事、これは神社、千代田区、警察、消防、保健

所、多岐にわたっていろんな活動をされているそうです。一つの町会に聞くと、部長も防

犯・防災、衛生、女性部、青年部とか、いろんな部があるんですけども、兼務されている

町会もあるということなんですけども、こういった町会もあるという中で、町会関係者の

人が町会をよくしたいという気持ちの中で活動されていると思うんですけども、こういっ

たものに対して、区はどういった考えをお持ちでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 おととしの年末から、まず試行的に実施させていただきま

して、今年度、本格的にやらせていただいて、青年部の方々の意見交換会におきましては、

各町会、連合も含めてですけども、そういったところでの特徴ですとか、こんなことをや

っているんだよというようなお話、または、一方で、こんな苦労があるんだよというよう

なお話、課題について、かなり活発なご意見、意見交換がなされたというところがまずご

ざいます。また、婦人部長、女性部長さん、また、町会長さんの研修会におきましては、

これまでのただ単に一方的に講演を、生活の中の何とかとか、町会の活性化とは、という

一方的な講演ではなくて、質疑応答もできるような、何というんでしょう、千代田区なら

ではの特徴を捉えていただきながらの講演会ではあるんですけども、質疑応答ですとか、

懇談会の中でも、テーブルを回っていただきながら、いろいろ質疑をやっていただくよう

な方法を取ったという中で、町会活性化に向けた実践的な事例が共有されたと認識してご

ざいます。また、そういった実例をご紹介させていただいた中で、その実例を実際に、じ

ゃあ、うちの町会でもやってみてというような、そういった例もあったというふうに聞い

ております。 

 アンケート、先ほど来紹介させていただいているようなものもありますけれども、かな

り多くの回答を頂いて、それぞれの町会さんが抱えている課題に非常に真摯に向き合って
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いらっしゃるという思いを受け止めているところでございます。これに対しまして、区と

いたしましても、町会の皆様が地域を元気にしたいとか、安全・安心を守りたいという非

常に強い思い、一方で、人手が足りないとか、そういったような課題があるということを

非常に強く受け止めているという状況でございます。 

○入山委員 最後に、じゃあ。町会の関係者の皆さんの熱い思いというものもあると思う

んですけども、これを、この活動を活性化といったけど、人材面、ＤＸ面でも、今、転換

期にあるのかなと思っています。そうした中で、事務局の事務とか、間接事務の負担軽減、

会計、情報共有アプリ、ＡＩを含むバックオフィス支援ツールなどへの支援も必要なのか

なと思っています。今回、町会支援プログラムということで、すごく期待をしている町会

も多いと思うので、ぜひ支援をいろんな町会に増やしていただきたいなと思っております。

よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○赤海コミュニティ総務課長 今年度の今ご説明させていただいておりました町会支援プ

ログラムに関しましては、まず、私どもの目的というんでしょうか、ゴールとしては、町

会そのものの持続可能性を高めるですとか、活性化を図るという狙いから、今般、この支

援プログラムというものを導入させていただいているところでございます。一方で、町会

の事務につきましては、ふだん耳にしているのとアンケート、それから、ヒアリングなど

の中でも、大体、会費徴収ですとか会計、それから連絡調整というんでしょうか、先ほど

ご指摘いただいたように、お一人の方がいろいろな役職を兼ねているとか、後継者がいな

い、そういったようなお声など、いろいろお聞きしている中で、やはり非常に負担がある

ということは、私どもでも認識しているところでございます。また、区や事業所、企業と

同様に、町会においても、アンケートの結果でも如実に表れておりましたけども、４０代

から５０代前半ぐらいの参画が相対的に薄いようであるというのも分かってきております。

まさに町会運営が、何というか、端境期という表現でしょうか、そういったところに来て

いるんだろうなというふうにも認識しております。 

 今後の町会支援におきましては、事務局事務の負担軽減ですとか、会計とか情報共有の

デジタル化、ＡＩを含むバックオフィス支援ツールの活用なども、ご指摘のように重要な

視点、ツールであるんだろうなというふうに考えているところでございます。この点につ

きましては、町会支援プログラムを実施させていただいていく中で、具体的にちょっと検

討を進めながら、効果的な事例もつくりながら、横展開につなげてまいりたいというふう

に考えております。 

○小野委員長 はい。町会関連はなしでよろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 では、次行きます。 

 白川委員。 

○白川委員 旧箱根千代田荘跡地活用検討についてという項目について、二、三お伺いい

たします。 

 これは閉鎖が２０１６年ということで、もう１０年目に入るかと思います。要するに、

１０年間放置していると。これは、区民にとっても、既に負の財産となっていて、数字も

維持費が結構かかっているなという数字が出ております。令和６年に今後どうするかとい

う検討をするといって、その後、特に情報が途切れた状態にあると思うんですが、現在ど
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ういうふうになっているかをご説明ください。 

○赤海コミュニティ総務課長 今ご指摘いただきましたように、閉館後、利活用、あった

ままの建物をどう活用していくかということで、かなりお時間を頂戴していたという事実

がございます。また、結果的に、現状の建物を活用した検討にはちょっと限界があるとい

うことで、今回、解体に向けてご承認いただいているところでございます。今般、現状、

隣地というんでしょうか、近隣の建設事業のために、駐車場として一部貸出しをしている

という状況がございます。その後、解体に向けての手続が進んでいくものと考えておりま

すけれども、地域振興部といたしましては、令和８年度に、これまでの調査の結果も踏ま

えつつ、今度は建物を解体した後にどういった活用ができるかということに関して、箱根

という地域ですので、ある程度想定はできるんですけども、実際の需要としてどうなのか

とか、立地的にどうかとか、そういったもの、あとは、箱根町の地域としてのニーズがど

んなものがあるのかとか、そういったものを含めた調査をかけさせていただく予定で、予

算計上させていただきました。なるべく早い段階でこの調査結果を出した上で、次のステ

ップに向けて進みたいというふうに考えている状況でございます。 

○白川委員 非常に先に進んでいるようで、安心いたしました。ただ、今、自治体の保養

所というのがかなり廃止の方向に向かっている様子です。文京区は「強羅文の郷のあり方

について」という文書が出ていましたけども、もう強羅のものは建物を廃止して、売却、

貸付け、どっちかにするみたいなことを言っていますし、大田区はもう保養所は廃止する

という方向で決まっているようですし、世田谷区も指定保養所はもう見直すというような

文書が出ていて、板橋区も同じような文書がありましたんで、各区、もう持て余して廃止

にする方向で行っているという傾向がつかめます。そうすると、千代田区も、これは、要

するに、ある不動産を所有して区民に安く提供するというビジネスモデルは、もうかなり

難しくなっているんじゃなかろうかと思います。 

 区の資料を読みますと、区民でそういった区の施設を利用した人のアンケートですかね、

７％、要するに、９割以上はもう利用していないということが分かっていますので、基本

的には、ちょっと廃止というか、売却、もし売却に抵抗があるなら定期借地で、売却じゃ

ないですね、一時貸しするという方向がやっぱり有力なんじゃないかと思います。要する

に、何でこんなことを言うかと申しますと、そこがはっきりしないと、今後もやっぱりず

るずる先に行くんじゃないかなという不安があるもんですから、その辺の意思決定という

のはどこかでやってもらえそうでしょうか。 

○赤海コミュニティ総務課長 先ほどお話しさせていただきました、現状の建物での検討

は限界があるというふうにお話しさせていただきました。そのときに、ご報告さしあげた

際に地域振興部として申し上げましたのは、地域振興部として今後も引き続き検討してい

くということと、あらゆる可能性を模索していきますというふうにお伝えしてまいりまし

た。その中には、例えば、今後の展開といたしましては、調査の結果を踏まえてですけれ

ども、事業者提案を募集するですとか、そういったようなことも考えているところでござ

いまして、しかるべきときに内部での意思決定を積み上げていきたいというふうにも考え

てございます。 

○白川委員 その辺は承りました。それで、今後、やっぱり区がホテルなり宿泊所を所有

して、泊まってもらうというんではなくて、宿泊支援のほうに切り替えるべき時期が来て
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いるんじゃないかなと思います。それは、もう区民のニーズ、宿泊地に対するニーズとい

うのが多様化していますので、あまり固定化された宿泊のスタイルというのをこちらで提

供するというのも、私はどうかなというふうに思っています。 

 最後に言いたいのは、やっぱり、ちょっと売却というと、すごく勇気が要るというか、

なかなか言い出しにくいというのがあると思いますので、その辺は、もう大胆に提案して

いただきたいなと思います。定期借地というのは、割と区の財産として保留しながら、な

おかつ、民間にその土地を利用してもらうという点で、非常にいいんじゃないかと思いま

すので、ぜひ、それも選択肢に入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 ただいまコミュニティ総務課長ご答弁したとおり、現在は地域

振興部のほうで検討を進めているところでございます。軽井沢少年自然の家もそうですけ

れども、所管部のほうで検討した上で、もし活用用途がないということであれば、政策経

営部のほうに財産を移しまして、政策経営部として、その財産の活用について検討するこ

とになろうかと思います。委員ご指摘のように、売却はなかなかこの土地の経緯・経過を

踏まえると難しいとは思いますけれども、財産活用、特に定期借地といった点、様々な点

を含めて検討を進めていくものというふうに認識しております。 

○桜井副委員長 関連。 

○小野委員長 白川委員。 

○白川委員 最後にちょっと確認なんですが、これは軽井沢とも関わってくるんですけれ

ども、国立――あ、国立じゃない、国立公園の中にあるということで、結構規制がかかっ

ているんじゃなかろうかと思います。そのときに、区が所有するというときに、そういっ

た規制に対して、かなり、何というんですかね、採算性を取るというのが難しくなってい

るんじゃなかろうかと思うんですが、そこは、一応確認として、いかがでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 軽井沢も含めてというお話だったんですけど、軽井沢に関しま

しては、用途地域の制限が第一種低層住居専用地域ということで、区としては厳しい制限

がかかっている地域でございます。箱根に関しましては、そういった規制は特段かかって

いないかと思うんですけれども、そういう特徴あったりする場所でもありますので、様々

な活用用途を検討するために、軽井沢に関しましては、今般、民間事業者に関してサウン

ディング調査などを実施しているところでもありますけれども、箱根に関しましても、地

域振興部で様々検討なされるかと思いますけれども、その後の活用に関しましても、所管

部が仮に移ったという場合には、様々な可能性を検討した上で、活用策、定期借地も含め

た、あらゆる可能性を含めた活用というのを検討していくものというふうに認識しており

ます。 

○小野委員長 はい。それでは、関連ですね。 

○桜井副委員長 関連です。 

○小野委員長 はい…… 

○桜井副委員長 関連。いいですか。 

○小野委員長 関連ですよね。（発言する者あり）桜井副委員長。 

○桜井副委員長 もう、一言で終わりにします。 

 箱根の千代田荘のこの場所についての活用については、今、白川委員の質疑の中で活用

していただくということについては、今までも議会の中でもそれは了解をしてきたことで
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すので、私も賛成です。ただ、財産が区内、千代田区の中で、いろいろとどこの部署に移

るとか、今、さっきお話がありましたけども、この場所については、もうご存じのとおり、

いろいろ経緯・経過があって、今の状態になっているということでございまして、そのや

り取りは今ここでは僕は言いませんけども、売却はしないということは、今までのこの予

算委員会や決算の委員会の中でもお約束をしていただいていることでございますので、こ

の経緯・経過が分かっていらっしゃらない、まだ日の浅い議員さんもいらっしゃいますの

でね、細かなことは言いません。言いませんけども、そういうお約束の中でこの箱根町千

代田荘というのが千代田区の中にあるということは、ぜひ忘れないでいただきたいので、

確認をさせていただきます。いかがでしょう。 

○小林財産管理担当課長 委員ご指摘のとおり、箱根千代田荘、軽井沢少年自然の家、こ

ちらの土地に関しましては、この間様々な議論があり、売却はしないということを執行機

関としても区議会の皆様とお約束しているものというふうに認識しておりますので、売却

する考えはございません。 

○桜井副委員長 はい。 

○小野委員長 はい。それでは、次の質疑に行きたいと思います。 

 おのでら委員。 

○おのでら委員 二十歳のつどいについて伺います。 

 まず、予算１,１００万円ということなんですけれども、今年、先般行われた二十歳の

つどいでは、何名参加者がいて、区内在住者が何名で、区外在住者が何名だったのか、教

えてください。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 今年１月に実施しました二十歳のつどいにおきましては、

当日、区内在住の方が２２１名、区外在住で区立学校等を卒業された方が１３５名で、合

計３５６名の方のご参加がございました。 

○おのでら委員 そうすると、１人当たり大体３万円ぐらいの予算で行われたというよう

な計算になってくると思うんです。恐らく来年も同じぐらいの人数になると思いますので。 

 他区の事例をちょっと見たところ、新宿ですと８００万円で、今年の参加者が１ ,１０

０人で、京王プラザホテルで行われました。港区は９１４万円で、８６７人の参加者があ

り、東京プリンスホテルで行われましたと。本区においては、ニューオータニで行われた

ということで、大体、ホテルの格というのも似ているのかなとは思っているんですけども、

新宿ですとか港ですと、１人当たりの予算が８ ,０００円から１万円なんですね。それに

対して千代田区は３万円ぐらいということで、この差は何が一番あるのかなと思うと、食

事の提供の有無だと思うんです。千代田区は人数が少ないからこそできることだとは思う

んですけども、この食事の提供については今後も続けられる予定があるのか、教えてくだ

さい。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 食事の提供につきましては、過去を遡ってみますと、実

は、昭和から平成初期にかけては、千代田区の公会堂で成人の日のつどいというのが行わ

れておりましたが、そのときに、公会堂から式典終了後に場所を移動しまして、九段会館

や社会教育会館、現在の九段生涯学習館、それから、年によっては、区役所の６階に移動

しまして、立食形式で食事を提供したという記録が残ってございます。そういった、過去

からずっと食事の提供をしているということもございますので、今後も引き続き続けてい
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きたいというふうに考えております。 

○おのでら委員 他区と――他区というか、他自治体も含めて、なかなか食事の提供をす

るところは珍しいとは思うんですけども、こちらは続けるということで、承知しました。 

 一方で、今年も私も伺ってみて思ったのが、テーブルがかなり密集していると。周りに

食事が置いてあって、会場を囲むような形で食事が置いてあって、女性は振り袖、晴れ着

を着ていらっしゃるということで、やっぱりそこをくぐり抜けて、食事を取って、また戻

って食事をする、なかなか大変だと思うんですね。今の感じですと、１人当たり２万円ぐ

らいは食事に対するものだと計算はできる。１万円か２万円だと思うんですけども、そう

いった中で、もう少し食事を提供するに当たって、そういったところも配慮できないかな

というところ、工夫できないかなというところなんですが、そこはいかがでしょうか。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 まず、食事の単価につきましては、実は、ホテルである

んですけれども、１万円程度、お一人、程度で計算をしておりまして、それ以外の、例え

ば、運営費、ユーチューブの配信とかをしておりますので、そういった機材ですとか、司

会進行とか、そういった部分にも幾ばくかお金がかかっていると、そういったものを合計

して、この金額になっているというところがまずはございます。 

 それで、食事につきましては、確かに特に女性が振り袖ということで、なかなか取りづ

らいということで、それは今までもずっとそういうお話もございまして、基本的には、な

るべく汁物を少なくして取りづらくするような工夫等々はさせていただいているところで

ございます。例えば、全てスイーツにするとか、そういった方法もちょっと考えてはみた

んですけど、ホテルと折衝してみたんですけども、なかなかちょっとやっぱり食数を提供

する、数を用意するのがホテルの能力的に難しいということもありまして、現状、今まで

どおり、振袖の女性には配慮しつつ、そういった食事の提供をさせていただいているとい

うところでございます。 

○おのでら委員 まだいろいろな工夫ができると思うんですね。大皿で提供するとか、あ

るいはスイーツだけにするとか、いろいろあると思うので、ちょっとそこはご検討いただ

ければと思います。 

 最後になんですけども、先ほど、区外に住んでいる方、以前区立の学校に通っていらし

た方が１３５名いらしたということなんですけども、区立の学校に行っていない方はここ

には参加できないということでよろしいでしょうか。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 現在は、そのような仕切りとさせていただいているとこ

ろでございます。 

○おのでら委員 新宿区ですとか港区はそういう要件がなく、過去に区内に住んでいれば

参加できるようになっているんですね。もし、千代田区が食事の提供を理由にそれをお断

りしているのであれば、ちょっと問題だと思うんです。ですので、以前に区内に住んでい

らっしゃった子についても今後受入れを考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

というのも、区立の学校に行っていなければ、つながりが薄くて、なかなか集まらないだ

ろうということがあるのかもしれないですけども、実際には、習い事であったりとか、あ

と塾であったりとか、何らかのコミュニケーションがあったり、ＬＩＮＥでつながってい

るとか、そういうところもあると思うんですよね。これを機会に千代田区で会いたいとか、

そういった子も絶対いらっしゃると思うんです。それがもし一定数、あんまり少ないとい
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うようなことであれば、なおさらそこを断る理由もないと思いますんで、そこのご検討を

お願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 まず、区外に転出された方で、現状、区立学校を卒業さ

れた小中、中等教育を受け入れておりますが、こちらからどこに引っ越したか分からない

ため、その時期になりましたら、ホームページや区報を見ていただいて、自ら応募してい

ただくという形を取っているところでございます。そういった学校に在籍していた方もも

しかしたらいるかもしれないんですけども、そういった学校に在籍しないで区に住んでい

て、それで転出されたという方に関しては、正直、数がちょっとどの程度いらっしゃるの

かというのもかなり把握しづらいところがございます。 

 先ほど食事の提供というふうにおっしゃったんですけども、どちらかというと、会場の

キャパシティーのほうが問題でございまして、現状、ホテルニューオータニ、何とか最大

で４００人程度部屋で受け入れることができるんですけども、例えば、それが８００人と

か１,０００人とかになってしまいますと、とても区内でそれだけの人数を受け入れるだ

けのホテルが区内にはもうないというふうに我々のほうは認識しておりますので、なかな

かちょっとその部分は難しいんですけれども、ただ、区立学校に何らか関係する方につき

ましては、もちろんよく事情をしっかりと聞かせていただいた上で、慎重に判断させてい

ただきたいというふうには思っております。（発言する者あり） 

○おのでら委員 結局、そういう人は除くということだと思うんですよね。会場のキャパ

シティーということなんですけども、であれば、もともと申込みが多い場合には抽せんと

いうふうになっていたと思うんですね。であれば、そこを完全に除かずに抽せんにすれば

いいだけだと思うんです。そこはいかがですか。抽せんの意味がないと思うんですけど。 

○橋場生涯学習・スポーツ課長 抽せんにつきましては、これまでも区外の方、区外で区

立学校を出た方につきましては、抽せんを行う可能性がありますということは示唆させて

いただいているところでございますが、現状、これまで抽せんになった例というのはござ

いませんでした。ただ、そうした中で、一律、二十歳のつどいということで、一生に１回

の思い出を千代田区で過ごしたいという方もいらっしゃることは事実でございますので、

その辺はちょっと慎重に判断させていただきたいというふうに思います。 

○小野委員長 はい。こちらは関連、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。それでは、次の……（発言する者あり）答弁。ご答弁。 

 文化スポーツ担当部長。 

○中田文化スポーツ担当部長 様々なご意見があると思いますので、一旦、ご意見を受け

止めまして、こちらのほうで検討させていただければというふうに思います。（発言する

者あり） 

○小野委員長 はい。文化振興課長ですね。 

 それでは、次ので、岩田委員。 

○岩田委員 期日前投票と公民権停止のところで質問させていただきます。 

 先日、千代田区に住んでいる方の二重投票が見つかって、それを防いでくれたというこ

とで、まずは感謝申し上げます。ありがとうございます。千代田区の選挙管理委員会がち

ゃんと機能しているということが分かりました。本当にありがとうございます。ちなみに、
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これというのは、どうやって発覚できたんでしょうか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 今回の二重投票の防止で分かったのは、まず投票の受付

をシステムで受付しておりまして、システム上、投票しますと「投票済み」という表示が

出ます。そうしますと、２か所目、仮に今回のように行ったときですと、「投票済み」と

いう表示が出るんで、既に投票が済んでいますよという形で相手方に伝えたということで

ございます。その後、その人は、していないと言ったけど、いや、しているはずですよと

いうことで、最終的に、法にのっとって仮投票をしたという状況でございます。 

○岩田委員 この人は、これは公職選挙法違反になって、公民権停止になるんでしょうか。 

○永見総合窓口課長 公民権停止の通知は、総合窓口課のほうで選挙管理委員会に行って

いる関係で、総合窓口課長からご答弁申し上げます。 

 個別の案件というよりは、一般的にというところで申し上げたいと思います。 

○岩田委員 はい。 

○永見総合窓口課長 刑が確定しますと、検察庁のほうから通知のほうがその方の住所地

の自治体の――ごめんなさい。失礼しました。本籍地の自治体に通知が参ります。それに

よりまして、本籍地の自治体は、その方の住所地にこの通知、公民権停止の通知をお送り

するという、そういう仕組みになってございます。 

○岩田委員 ありがとうございます。今回、これは、逮捕に結びついたというのはどうし

てなんでしょう。これは、区のほうが何か怪しいやつがいるぞというふうに警察のほうに

通報したか何かしたんでしょうか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 今、岩田委員おっしゃったとおり、既に投票しているの

にしていないという話をしたことがあって、仮投票までするということがあったんで、疑

わしいということで、区のほうから警察のほうにそういう疑わしい人がいるということで

連絡をさせていただいたということでございます。 

○岩田委員 ありがとうございます。そこまでいろいろやっていただいたんですね。（発

言する者あり） 

 それで、ところで、昨年、千代田区でまた別の問題で、公民権停止になっていたにもか

かわらず投票しちゃったという人がいましたけど、これの方に関しては、警察には言わな

いんですか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 その件ですと、昨年もちょっと答弁申し上げたんですけ

ど、個人の方の関係ですと、投票の秘密というのがございますので、した、しないも含み

ますので、それでどうかということについては、ちょっとお答えはしかねるという状況で

ございます。 

○岩田委員 したか、しないかではなく、怪しいなと思って、投票するときに投票用紙等

――投票じゃない、もらった投票券か、（発言する者あり）と帳簿を合わせて、割り印を

押すじゃないですか。それを調べて、投票したかどうか分かるんですから、それでもしも

投票したというのが分かったら、警察に通報するべきだと思うんですけど、そういうこと

はやらなかったんですか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 今の岩田委員のご質問ですけど、昨年の件につきまして

は、ですから、先ほどちょっと申し上げたとおり、した、しないということも含めて、ち

ょっと私のほうからお答えはできません。 
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 それで、一般論としてということでありますと、そういう形であれば、警察のほうにそ

ういう疑わしい人がいるということは連絡するということはあり得るかと思います。 

○岩田委員 あり得るということであって、必ずするかどうかは分からないということで

よろしいんでしょうか。 

○小野委員長 今、一般論ということでご答弁いただきましたね。 

○岩田委員 うんうん。いいですよ。いいですよ。一般論でいいですよ。 

○河合選挙管理委員会事務局長 一般論ということで、具体のことではありませんので、

そのように答弁させていただきました。 

○岩田委員 なるほど。 

○小野委員長 何か予算と…… 

○岩田委員 はい。じゃあ、最後で。 

○小野委員長 予算じゃないの。 

○岩田委員 うーん。いやいや。 

○小野委員長 じゃあ、岩田委員、お願いします。 

○岩田委員 はい。これは、千代田区だけで何とかできるかどうか分からないですけども、

期日前投票の在り方というのをちょっと考えるときだなというふうに思いますので、もし

も千代田区で何か、うちだけで独自に何かちょっとできるようなことがあるのであれば、

検討をお願いできればと思います。 

 以上です。 

○河合選挙管理委員会事務局長 岩田委員のおっしゃっていることは非常によく、何か、

防げればいいなというのは、そういう気持ちは私も持っておりますけど、なかなかこれに

ついては、これまでもいろんな自治体でもなりすましとか、いろんなことがありますけど

も、なかなか特効薬というのですかね、そういうのが浮かんでこないということがありま

すので、なかなか難しいところはございます。やれるということであれば、最後は区民の

方等の良識にもなるんですけども、例えば、そういうことをすると重大な犯罪ですよとい

うことを区のホームページ等で載せるとか、あとは、選挙が近くなったら、ポスターでち

ょっとそういうのを周知するとか、そのぐらい、そういう形であれば、区としても対応が

できるのではないかとは考えられます。 

○岩田委員 ありがとうございます。 

○おのでら委員 関連。 

○小野委員長 関連。 

 おのでら委員。 

○おのでら委員 今回の逮捕者は、報道によると、ＳＮＳ上でほかの人たちにもこういう

不正投票を呼びかけていたと。何度でも投票できるよ、行ってみてくださいみたいなこと

を言っていたそうなんですね。今回は、逮捕された人は仮投票まで及んだということで摘

発されたと思うんですが、それに至らなかった人というのはいるんじゃないかという懸念

があるんですね。他自治体でも、昨年の参院選でも何人か捕まっていますし、なりすまし

投票はしやすいというのは間違いないと思うので、区として、仮投票に至らないんだけど

も、そういう２回目の投票をしようとした人がいたかどうかというのを教えてください。 

○河合選挙管理委員会事務局長 今回の選挙につきましては、そのような方はいらっしゃ
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らなかったです。 

○おのでら委員 安心しました。なりすましの投票をするに当たって、二つパターンがあ

るそうで、一つは、氏名、生年月日、住所を申告して、そのままできてしまう。もう一つ

は、投票所入場券、人のものを持ってきて投票してしまうと。そのうち、投票所入場券を

持ってこなかった方、そういった方に対しては、何かしらの身分証ですとか、そういった

提示というのは求めているんでしょうか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 法的に求めるということになってございませんので、

（発言する者あり）身分証明書は求めてはおりません。 

○おのでら委員 ２月１２日の木原官房長官の記者会見で、こういったケースの場合には、

身分証を提示するようにと各選管に要請しているというようなお話があったんですね。こ

ういった要請というのは来ていないということでしょうか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 ちょっと私はそれの要請の文書等というのは見ておりま

せん。 

○おのでら委員 であれば、今後は、身分証の提示というのを求めるというのは、一つの

対策となると思うんですね。ぜひお願いしたいと思います。 

 あとは、区や都に――あ、区じゃない、国や都ですね、に対して、こういった実際に事

件が起きてしまったわけですから、対策といいますか、公選法の改正を求めるなり、そう

いったことも必要だと思うんですけども、その辺りの要請というのは、するおつもりはあ

りますでしょうか。 

○河合選挙管理委員会事務局長 今の要請という話ですけど、システム的といいますか、

流れとしましては、国のほうに要請するという、この件だけじゃなくて、いろんな法改正

の要請という話は、それには、まず、２３区の選管の関係の集まりといいますか、会がご

ざいますので、そういう中でちょっと意見交換して、そういう中でまとめていった形で、

それを、おのでら委員ご存じかどうか分かりませんけど、全選連という、そういう団体も

ございますので、そこに上げていって、それを経て、これは総務省に要望すべきかどうか

ということを判断する中で順次上がっていくということですので、まずは今回このような

ことがあったということで、まず各区の参加している会のほうでちょっと意見交換してみ

たいなとは思っております。 

○小野委員長 はい。よろしいでしょうか。関連、よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。では、こちらについて、関連はなしということで、引き続き質疑を

受けたいと思います。 

○牛尾委員 もうこの時間なんで、簡単に行きます。物価高対策と地元の小規模零細事業

者支援ということでお聞きしたいと思います。 

 まず、物価高対策で、区は、この間、５ ,０００円のギフトカード、今年度の補正予算

で１万円のカードを全員に郵送するということになっています。まず、５ ,０００円のカ

ードですけれど、今の使われ方の状況を教えていただけますか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 昨年夏に配付をさせていただきましたお一人当たり５,

０００円のギフトカードでございますが、すみません、昨年のちょっと９月、少し間はあ

りますが、９月末に企画総務委員会でご報告をいたしまして、ほぼ全ての方、その時点で
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約９６％の方に到達は完了しておるという状況でございます。その後の使用の実績でござ

いますが、毎月データを見ておりまして、給付総額に対して、現在は約６割ほどの消化が

進んでいるという状況でございます。 

○牛尾委員 これも、期限が今年いっぱいでしたかね、たしか。来年ですか。使い残すこ

とがないように周知徹底していただければと思います。 

 １万円のカードもやりますけど、今後、物価高が続くとなった場合に、このカード方式

というのは今後も続けていくという方向なんですか。それとも、何か新たな方法もまた検

討していくということなんですか。どうなんですか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 今後の物価高対策の手法につきましては、国の動きで

すとか社会情勢等も鑑みながら、その時々、手法を、最適な手法を検討していきたいと。

全庁的な議論の中で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。ただ、今回の

カードにつきましては、様々メリット、デメリットがあるところではございますが、申請

不要で、迅速簡便にお配りができて、なおかつ、区民の方の申請の手間、職員の事務負担、

この辺りを総合的に考えて実行したという経緯がございますので、今後につきまして、一

つのモデルとなったとは考えておりますが、将来的なところにつきましては、その都度、

庁内での検討を踏まえてということでございます。 

○牛尾委員 そうなるでしょうね。ただ、これは、ほかの区でも、カード式で来年度予算

を組んでやっているというところもあるんで、なかなかやっぱり使い勝手がいいんでしょ

う。しかも、今回は、世帯主に全員分配るんじゃなくて、一人一人名前をつけて配ってい

らっしゃる。郵便屋さんは大変だという話を聞いていますけれども。ということは、子ど

もに対しても、使ってくださいよというカードだと思うんですね。 

 そこで、ちょっと一つ、これはお願いベースなんですけれども、ある家庭では、未成年、

高校生と妹さんが家電量販店に行って、秋葉原の家電量販店に行って、このカードを使っ

てお買い物をしたと。そしたら、これはクレジットカードになるんで未成年者は使えませ

んということで、結局何もお買い物ができなかったという話を聞きました。これは、カー

ドにすれば、そういったことを言われる場合もあるわけですよね。 

 このカード方式でやっている場合の話なんですけれども、こうしたこともあるから、や

っぱり区内の商店、家電量販店、コンビニ、スーパーもそうですけれども、やっぱり未成

年者がこれで買物できないという事態だと、子どもにとってはどうなのかなという思いが

あるんで、店に対してのこのカードの意図、そうした周知徹底というのはしっかりやって

いただきたいんですが、いかがですか。 

○清水コミュニティ政策担当課長 このカードの使い方でございますが、実は、カード規

約上も、未成年者は使えませんということはございませんで、これは未成年者も実は問題

なく使えるカードでございまして、既に市販でもこれは出回っているカードでございます

ので、プリペイドカードであると。クレジットカードと決済手法は同じでありますが、プ

リペイドカードであるという商品で、今、世に流通しているものでございます。ただ、お

子さんが使って、お店のほうで使えませんよと言われてしまったという事象については、

これはしっかりと受け止めてまいりたいと思います。お店側の認識の違いによって、本来

使えるべき場面で使えないという状況になってしまっているということにつきましては、

私どももしっかりとそういった事例は拾って、対応を図ってまいりたいと思います。 
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 一般的にこういった事例が発生した場合には、コールセンターにお申し出を頂いて、私

どものほうで事実関係を確認して、カード発行元から当該のお店に対して認識のほうを改

めていただくということで、これは今も対応を取っているところでございます。 

○牛尾委員 しっかりやっていただきたいと思います。 

 こうした物価高対策は非常に大事なんですけれども、それが地元の商店の支援に本来な

らばつながっていけば一番いいんでしょうけれど、今回のカードの場合は、なかなかそこ

がうまくつながっていかないというふうになっております。現金でやり取りする地元の飲

食店や事業者が多いですからね。まず、物価高によって、もちろん住民だけじゃなくて、

零細事業者、企業も大変な影響を受けているということで、ここ３年間の企業倒産件数と

いうのは、今言えますか。 

○松本産業企画担当課長 倒産件数につきましてですけれども、直近の令和７年の倒産件

数としましては、東京都が出している数字でございますけども、１１３件ということで、

こちら、５年連続で増加という状況にございます。 

○牛尾委員 千代田区の行政基礎資料でも増加傾向と。令和５年でいくと、９３件倒産、

負債額が１,１４４億か。そうですね。令和６年度、昨年、令和６年度は１１１件に増え

て、ただね、負債額が３８０万――あ、３億……。えっ、違う。３８８億か。桁が減って

いるんですね。桁が減っているのに倒産件数が増えているということは、これはまさに小

規模零細事業者の倒産が増えているということを表していると思うんです。 

 まず、今回のような物価高対策のカードとか、こういった支援がやはり大手の会社、コ

ンビニ、チェーン店、こうしたところで住民が使うというのも大事なんだけれども、やは

りそうした個人商店や飲食店でもそうした物価高対策が使えるような仕組みづくりという

のが今後求められていくんじゃないかと思うんですけど、まず、そこについて、お聞かせ

ください。 

○松本産業企画担当課長 まず、倒産件数のちょっと内訳につきましてですけれども、委

員ご指摘のとおり、規模別に見ますと、従業員数が４名からゼロ名、これが１１３件のう

ち９０件ということで、約８割を占めているという状況でございまして、やはり零細企業

の倒産が多いというのが実態としてございます。こちらの内容、要因ですかね、要因とし

ましては、やはり今までコロナ禍でゼロゼロ融資とかがございまして、比較的倒産件数が

抑えられていたという実態がございました。こちらのコロナ禍のゼロゼロ融資などの据置

期間が終わりまして、返済が始まってきているという状況でありまして、そういったよう

な要因も、倒産件数が増えているということに影響されているのかなというふうに見てお

ります。 

 カードのほうはどうしましょうか。 

○牛尾委員 いいですか。 

 区の物価高対策、住民にやるでしょう。住民にやるでしょう。もちろん小売店だけじゃ

なくて、製造業とか、いろんな中小零細事業者があると思うんだけれども、物価高対策で

あるならば、例えば、小売店とかだったら住民の方が買物とかに行けるわけじゃないです

か。しかし、そのカードのために、多くがコンビニ、チェーン店、そうしたところで使わ

れちゃうわけですよ。物価高対策も大事なんだけれど、住民の生活もね。それがこうした

零細事業者にも支援になっていくようなことを今後検討できませんか。一番いいのは現金
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給付ですよ。現金給付が一番いいんだけど、現金じゃ使われないということなんで、カー

ドになったでしょうから。そういう仕組みづくりが必要なんじゃないかなと思うんですけ

ど、そこについて、何か知恵とか考えとかはないかなと思います。 

○髙橋商工観光課長 私ども千代田区では、皆さんご存じのとおり、様々な形での経済対

策をこれまで行ってまいりました。ただ、例えば、商品券を紙で行う、または、スタンプ

カードもやりました。また、レシ活みたいな形もやりました。しかし、どうしてもメリッ

トもあればデメリットもあるという中で、今回はこのカード式でチャレンジを続けさせて

いただいているという状況でございます。区民の皆様のメリット、デメリット、それから、

地域の店舗、小さなお店の方々が使いやすいもの、これもやはり様々ございますので、そ

れは、今後につきましても、引き続き検討は進めていくと。また、今、来年度予算で計上

させていただいておりますけれども、区商連、区振連のほうで、デジタル地域通貨なども

含めた広い検討がされていくものと考えてございます。こういった中でも対応ができない

か、私どもについて検討してまいります。 

○牛尾委員 検討をお願いします。 

 いま一つ、そうした物価高対策と合わせた支援とともに、やはり中小零細事業者に自治

体が直接支援をしていくということも検討していく必要があるんじゃないかと思うんです。

来年度では、豊島区が中小零細事業者の人件費、人件費補助を区独自で行う予定です。こ

れは、大体４億円だと言われていますからね。要するに、なぜかというと、中小零細事業

者の倒産で一番多いのが人手が足りないと。給料を上げたくても上げられないということ

で、そうした声を聞いているから、区独自に豊島区では人件費補助を行うというふうにし

ました。今年度では、葛飾区が物価対策ということで、中小零細事業者に直接支援を行っ

ております。千代田区の場合、企業数が多いですから、全ての企業に行うというのはほぼ

不可能だと思うんですけれども、例えば、中小零細事業――要するに、零細事業者、従業

員数が本当に少ないところ、もしくは飲食店とか、こうしたところで大変なところについ

ての直接支援というのも、今後やっぱり検討していく必要があるんじゃないかと思うんだ

けれども、そこについて、区のお考えをお聞かせください。 

○松本産業企画担当課長 直接支援、例えば補助金などだと思うんですけれども、こちら

の新たな施策のほうにつきましては、大きな財政支出を伴うため、慎重な検討が必要かな

というふうには考えております。限られた予算の中で効果的な施策を実施するため、施策

の目的もしっかりと考えながら、補助金だけでなく、融資でありますとか、その他支援策

も含めて、総合的にちょっと研究してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○小野委員長 はい。関連。 

 大坂委員。 

○大坂委員 関連で、今のところ。中小企業支援と商店街の支援ということで項目を出さ

せていただいたんですけれども、かなりかぶるところがあるので、端的に伺いたいと思い

ます。 

 今、千代田区の零細企業倒産件数がかなり増えているというような話がありました。や

はり中小企業に関連しては、経営環境というのが、ここ２０年以上ずっとデフレの中で、

一気にインフレに変わってきたと。ここに対応していくのがなかなか大変だよねというの
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は、もう誰が見ても明らかなとおりだと思っています。中小企業の支援については、中小

企業支援法によって、中小企業の経営資源、この調達に向けて、しっかりとサポートして

いかなきゃいけないというのが基礎的自治体の役割なのかなというふうに認識をしていま

す。そうした中で、今一番大きなポイントというのが金利の上昇だと思っています。これ

は、外的な要因に影響されているので、企業側からしてみると、いかんともし難いところ

でもあるし、行政としてもコントロールできないところではあるんですけれども、直近で

見ると、商工会議所のマル経融資の利率が２.４％まで上がってきているというのをちょ

っとホームページで確認したんですけれども、千代田区の制度融資というのは、名目利率、

ここ数年ずっと２％以下という形でやってきているはずなんですけれども、こういった状

況を受けて、来年度以降も２ .０％という形でやっていっていただけるのかどうか、この

辺りの見解をまずお聞かせください。 

○松本産業企画担当課長 まさに、千代田区の商工融資あっせん制度がございまして、こ

ちらにつきまして、今、改定を予定しておりまして、ちょっとこれから常任のほうにもか

けて、審議をさせていただきたいというふうに思っております。 

 ポイントとして２点ございまして、一つが物価高とか賃金の引上げが当然ございまして、

そういった中で、千代田区の融資限度額なんですけども、こちら、２３区で比較的最低水

準にあるという状況でございますので、まずは、この融資限度額、これをしっかりと引き

上げて、より皆様に使っていただきやすい制度にしていくということを考えてございます。

それから、２点目の利率の問題でございます。こちらも、政策金利でありますとか市中金

利が上がっていく中で、現在のちょっと名目金利だけだと、やはり金融機関としても厳し

いという話も聞いておりまして、こちらにつきましても、来年度から、今のところ０ .

３％、メニューによっても少し違いますけども、基本的には０ .３％上げていきたいとい

うふうに思っております。この中で、当然、事業者負担分と、それから利子補給分とござ

いますけれども、やはり物価が上がっていく中で、しっかり区としても支援していくとい

うことも踏まえまして、利子補給分をプラス０ .２、それから、事業者負担分を０ .１とい

う形で検討させていただいております。 

 以上です。 

○大坂委員 やはり金利は上がっていってしまうと。その上昇分も、ある程度、利子補給

のところで吸収していただけるということで、これは仕方ない部分ではあるんでしょうけ

れども、やはり利用しやすい制度ということを考えたときに、少しでも利子補給を入れて

いただいて、資金調達しやすい環境というのをつくっていただければなというふうに思っ

ていますので、引き続き検討をよろしくお願いしたいと思います。 

 一方で、信用保証料に関しては、引き下げていこうかというような動きも、若干、東京

都のほうでは見えているような気がしているんですけれども、この辺については、現場と

してどのように認識をしていらっしゃるんでしょうか。 

○松本産業企画担当課長 ありがとうございます。利子補給につきましては、代表者が区

民の場合に、一部、資金のメニューによっても違いますけども、基本的には全額補助する

という形を取ってございます。こちら、当然、融資額が上がってくれば、信用保証料も上

がってきますけども、こちらも引き続き全額負担という形は取らせていただく予定でござ

いますので、そういった形で、企業のご支援をしてまいりたいというふうに思っておりま
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す。 

○大坂委員 引き続き、中小企業者にとって寄り添うような形の支援をしていっていただ

ければなと思います。 

 先ほど、商店街のほうでデジタル地域通貨の導入の話がちらっと出てきました。これに

ついても、ちょっと質問するつもりで用意はしていたんですけれども、先ほど課長からも

答弁があって、区振連とか区商連のほうで検討が進んでいくと。区の仕事のあらましのほ

うにもそのことについては書いてあるんですけれども、そこの補助を今年度考えていると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 令和８年度に計上させていただきました費用につきましては、今、

委員のほうでもおっしゃっていただいたように、区商連、区振連が検討しているデジタル

地域通貨等に関するものでございますが、まず、事業採算性などを含めました導入の可能

性であるとか制度設計、それから事業スキームの具体化、それから必要な運営体制などの

調査などについて、区商連、区振連が使うコンサルタント経費に関して補助していくとい

うような予算になっております。 

○大坂委員 ある程度進んでいるのかどうなのかというところは、今のことについては分

からないんですけれども、私個人的な意見としては、こういったデジタル通貨を導入する

に当たっては、民間ですとか団体に任せるんではなくて、自治体独自で単独でしっかりと

責任を持って検討して導入をしていくべきなんじゃないのかなと。そのほうがメリット、

受けられるメリット、拡張性を含めて、いいんじゃないのかなというような印象を持って

いたものですから、導入する、しないといえば、したほうがいいので、しやすいところで、

まずは区商連、区振連というところなのかもしれないですけれども、最初から区でやって

いっていただきたかったなというふうに思っているんですけれども、そこのところの見解

についてはいかがでしょうか。 

○髙橋商工観光課長 確かに、自治体によっては、その自治体が主導権を握って検討して

いるということはございます。ただ、このデジタル地域通貨は、どのような形を取ってい

くかによっては、ちょっと自治体のほうで、行政側でこうしようというのを方向づけるの

が難しい点も幾つかございます。また、今、商店街に関しましては、何か一つのことを一

緒にやっていこうと、こういった機運を求めているところがございます。そういったとこ

ろも含めて、まず、商店街側でどんなことができるのか、どんな千代田区の商業環境をつ

くっていけるのかというのを一緒に考えていただいて、もちろん私どももその中に入って

検討していきたいと考えております。 

○大坂委員 商店街の活性化というところも踏まえての施策ということだとは思うんです

けれども、なかなかこれは両立させていくということも難しいのかなと思ってはいます。

もう一度言いますけど、やっぱり、こういうデジタル通貨に関しては、自治体独自でやっ

たほうが、先ほどの牛尾委員からあったようなクーポンですとか、そういったものも自治

体が主催をするデジタル通貨であれば乗っけやすいだったりだとか、例えば、ボランティ

アにポイントをつけたりだったりだとか、エコ活動にポイントをつけたりだったりとか、

そういったこともしやすくなっていく、拡張性が非常にあると。また、信頼性もあると。

スケールメリットについても、商店街に加入しているところだけがターゲットになるより

は、区がやって、区内全体だったりだとか、他の自治体と連携をしたりだとか、そういっ
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たことも可能になるという部分で、やっぱり区がやっていったほうがいいんじゃないのか

なというふうに思ってはいます。 

 今年度に関しては、様々な角度から検討されるということになるんだろうと思っていま

すので、その結果を踏まえて、どういった方策があるのか、少しでも区民の皆さんにメリ

ットのある方策を取っていただければなと思っているので、その辺のところの見解をお聞

かせください。 

○印出井地域振興部長 今、大坂委員のほうからデジタル地域通貨の検討のプロセス、ス

キームについてのご提案がございました。先ほど課長からご答弁申し上げたとおり、区商

連のほうから、こういったことについて、商店街の連合会の求心力としてというような話

もある中で、これまで商店街としても、様々、スタンプカードとかを実施してきた、そう

いった経緯もありますので、まずは、そこが軸になって調査、検討していただくというこ

とになるかなというふうに思います。 

 それから、やはりそういった自治体が関係する地域通貨については、コミュニティや文

化、スポーツだけじゃなくて、防災とか、そういった形での活用という可能性もあるんじ

ゃないかなというふうに思っています。一方で、デジタル担当のほうでも検討していただ

いておりますけれども、持続可能性という面での課題もあるのかなと思いますので、私の

ほうで、しっかり区商連の検討にも関わりながら、全庁的な取組にすべきなのかどうかと

いうことについては少し検討させていただいて、また、内部での調整が必要になれば、そ

ういったことについても取り組みたいというふうに考えております。 

○小野委員長 関連、行きますか。どうしますか。いいですか。（発言する者あり）はい。 

 デジタル地域通貨が今ありまして、これは関連なしですね。はい。 

 それでは、引き続き質疑を受けます。 

 よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）なしですか。（「大坂さん」と呼ぶ者

あり） 

 大坂委員。 

○大坂委員 じゃあ、スマートごみ箱について、少し質問させていただきます。 

 これも、今年、大きく方向転換をされた事業の一つなのかなというふうに思っています

ので、それに向けて、説明や議論をもう少ししていただきたかったなという印象は持って

いますが、そこについては、細かく今のこの場所では言いません。また、防犯カメラと同

様に、ごみ箱についても、あったほうがこれは間違いなくいいものだろうというふうには

思っておりますので、その視点から確認をさせていただければなと思っています。 

 今回、分科会のほうでもやり取りをされていて、予算は大体７ ,４００万円ぐらいがス

マートごみ箱のほうにかかっているというところで、１０か所で２０個のごみ箱を設置す

るということで、これでそもそも秋葉原のごみの事情というのは解決するというふうに考

えていいのかどうか。で、この１０か所の設置というのは、どういうふうに配置をするの

か。１日何回程度回収すれば間に合うというふうに想定をされているのかというところと、

この２か所の設置ですね、可燃ごみというか、瓶、缶、ペットとその他、この二つの分類

なのか、それとも、ちょっと違うのかどうなのか。この点について、まず、お聞かせくだ

さい。 

○皆川安全生活課長 大坂委員の質問について、ご回答させていただきます。 
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 １０か所２０個設置した場合に解決できるのかというところなんですけども、現状とし

まして、ごみの量がまだ歌舞伎町や渋谷みたいにごみであふれているという状況はござい

ません。設置する場所をきちんと選定しているところですので、それであれば解決できる

のかなと思っているところでございます。回収のスキームについてなんですけども、１日

２回、朝、早朝と午後を予定しております。そのスキームであれば、ごみがあふれること

がないのかなというところで、２回という形でさせていただいております。１か所につき

２台設置なんですけども、先ほど大坂委員のおっしゃったとおり、その他のごみと瓶、缶、

ペットの、それぞれ１台ずつとなっております。 

 以上です。 

○大坂委員 ありがとうございます。ということは、これは、瓶、缶、ペットというのも

スマートごみ箱で圧縮されるものなのかというのが分からないんですけど、これは圧縮さ

れない。リサイクルを想定して、瓶、缶、ペットは普通のごみ箱になっていて、１台が圧

縮されるものということでよろしいんですかね。 

○皆川安全生活課長 大坂委員の指摘のとおり、その他のごみが圧縮されて、瓶、缶、ペ

ットについては圧縮されないという仕様になっております。 

○大坂委員 ありがとうございます。この設置、工事も含めてということで、４ ,０００

万程度が計上されているというふうに伺ったんですけれども、これは、要は、一つは、２

０個のうちの１０個は圧縮する機能がついている高価なもので、もう一つは、それほど高

価なものではないのか分からないですけれども、それと工事がかかるというところなんで

すけども、ごみ箱代と工事費、この内訳というのはどのような形になっているんでしょう

か。 

○皆川安全生活課長 圧縮型のごみ箱が約１２０万になっております。非圧縮型は約７０

万ということになっております。１０か所なので、１ ,８００万になります、ごみ箱代と

して。一応、工事費のほうが、これがなかなか算定が難しくて、中央通りのところのイン

ターロッキング等をやる関係でちょっと多めに見積もらせていただいて、２ ,２００万と

いう形になっております。 

 以上です。 

○大坂委員 非常に高価なものというところなので、この評価がどうなのかというところ

があります。私なりに試算をすると、普通に屋外で９０リットルのごみ箱で設置をすると、

１個当たり大体１０万円ぐらいなのかなという形なので、非常に高価なものになると。そ

の高価な分の効果があれば、それはもうもちろんいいんでしょうけれども、果たしてそこ

がどうなのかというところの検証はやっぱりしていかなければいけないのかなというふう

に思っています。 

 例えばですけれども、これは、圧縮をして、ごみの量がどうなっているのかというのを

知らせるシステムもついているということですよね。それであれば、例えば、事業者に任

せるんじゃなくて、清掃事務所のほうから、そのサインを得て、ごみ収集に行くとか、そ

ういった形になると、見た目上のコストがかからないというような効果があったりはする

んですけれども、そういうわけではなく、事業者にお願いをして回収、運用も任せている

というところも含めて、今後検証していかなければいけないと思うんですけれども、改修

費用の部分、これも年間、残りの部分、３,０００万円程度かかるというふうに分科会の
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ほうでは聞き取れたんですけれども、これの内訳というか、内容についてはどういうふう

になっているんでしょうか。 

○皆川安全生活課長 先ほどちょっと補足のほうをさせていただくと、ごみ箱の設置に関

して、国か都の補助金をちょっと利用させていただこうかなと思っている次第になります。

まだ国のほうはオーバーツーリズムで観光庁が示させていただいているんですけど、都の

ほうの補助金も来年度あるということなんですけど、まだ詳細が分からないので、どちら

が高い補助をしていただけるのかということを見据えて、それを利用して、区の負担を下

げていきたいと思っております。 

 運用の関係で３,０００万ということなんですけども、それについては、もうほぼほぼ

回収費用代になっております。１日２回の回収費用と瓶、缶、ペットボトルの分別費用代

という形でございます。 

○大坂委員 補助金の出どころが国か都か区かというところに関しては、どれでも税金な

ので、その辺は安ければ安いほどいいんじゃないのかなというふうには思っていますけれ

ども、一方で、この３,０００万円が回収経費というところなんですけど、これは非常に

高いなとびっくりしたんですけれども、何でこんなにかかっちゃうんでしょうかね。通常、

頭の中で試算をしたんですけど、例えば、この１０か所のごみ箱を、２４時間じゃないで

すね、１２時間、毎日回収し続けたとしても、人件費って、大体、１時間２ ,０００円で

雇ったとしても６００万円ぐらい、６００万とか７００万円ぐらいにしかならないはずな

んですよ。そのほかに、処分費というのがかかるのかもしれないですけれども、そういう

計算をしたところでも非常に高く感じてしまうんですよね。それが１日に２回しか回収し

ないということであれば、もっと安くこれは運用できるんじゃないのかなというふうに思

ったりもします。実際、２回の回収でよければ、私やりますよ、３ ,０００万円で。とい

うぐらい高く感じるんですけれども、これはどういうことなんでしょう。（発言する者あ

り） 

○皆川安全生活課長 これは、業者に対して見積りを取らさせていただいたところなんで

すけども、それぞれ事業系、一般ごみと、あと、瓶、缶、ペットボトルについては産業廃

棄物ということで、きちんと許可業者にならないと回収できないというスキームがござい

ますので、その辺を含めて、この金額になってしまうというところで、ほかの相見積りも

取らさせていただいたんですけども、やはり金額的には非常に高いコストになってしまう

という状況でございます。 

○大坂委員 ということは、やっぱり清掃事務所に取りに来てもらったほうが仕組みとし

てはいいのかなという気もしてしまうんですけれども、その辺の検討というのはされたん

でしょうか。 

○皆川安全生活課長 清掃事務所とも一緒に検討させていただいたところなんですけども、

やはり清掃事務所のほうは家庭ごみの収集がメインになっておりまして、ごみのスマート

ごみ箱回収業務を入れた場合に、今の現状ですと、家庭ごみの回収に支障が出るという可

能性が高いということで、事業者のほうに選定した次第になっております。 

○大坂委員 ちょっと、その辺、なぜ支障が出るのかというところがよく理解はできない

んですけれども。特に秋葉原の場合は、近いという立地もありますし、そういったことも

検討したほうが本来はよかったんじゃないのかなと。実際、（発言する者あり）あ、答弁
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ありますか。 

○千賀千代田清掃事務所長 先ほど安全生活課長のほうからごみの収集に関しての人員の

配置というところのご説明がございましたけども、ちょっと補足でございますが、家庭ご

み、毎日、不燃、可燃、それから粗大ごみというふうな収集が、これは、年間で必要な収

集量、それから人員というもの、これを年間計画を定めて、これに基づいて運用しておる

というところでございます。その人員もそれに基づいて配置をされているというところが

ございます。加えて、これは２３区一体で共同処理を行っているところでございますので、

２３区の清掃協議会、それから、現場職員においては組合等々との合意の下にやっている

というところでございますので、なかなかこれにプラスというところの人員は難しいとい

うところでございます。 

○大坂委員 そこのところは、長い目でしっかりと計画を立てていけば、対応していただ

けるんじゃないのかなというふうには思ったりはするんですよね。なぜそういったことを

聞くのかというと、これは方針転換も一旦したと。今まで公共の空間からごみ箱はなくす

方向でずっと動いていて、ここで方向転換をして、秋葉原で１０か所つくると。これがう

まくいった場合、やっぱり水平展開、数を増やしていきたいよねというような話にはなっ

てくるんだろうなというふうに私は思っていたんですよ。例えば、公園だったりだとか、

そういったところにもごみ箱を設置しておいていただきたかったし、そういったときに、

これだけ費用がかかってしまうと、ちょっと無理だよねというのがやっぱり分かってしま

うじゃないですか。だからこそ、少しでも安く運用できるような方策というものを考えて

いっていただかないと、ここだけで終わってしまう。それはもう何の方針転換でもなく、

秋葉原だけ何かちょっと優遇されているんじゃないのかなというような全区的に見てしま

うと、それを感じるんじゃないのかなというふうに思ってしまうんですけれども、その辺

の視点から、もう少しこの運用の方法だったりだとか、これからの展開だったりだとかを

考えていくということはできないんでしょうか。 

○小野委員長 すみません。何か。 

 地域振興部長。 

○印出井地域振興部長 今、大坂委員からのご指摘でございます。こうした取組の横展開

の可能性ということでございますけれども、我々としても、これまでごみは持ち帰ると。

ペットボトルとか飲食物を買った時点で、消費者が排出責任者になるということでござい

ますので、そういった取組をしてきたと。それは秋葉原に限らず、日本全国そういったよ

うな形で、とりわけ地下鉄サリン事件以降、そういうふうになってきたというところでご

ざいます。一方で、秋葉原をはじめとしたインバウンド観光客が非常に多いところについ

ては、やはり諸外国が都市観光地の中にごみ箱を置いていると、そういう大きな文化の違

いの中で、ポイ捨てが顕在化してきたのかなというふうに思っています。その意味で、秋

葉原においては、従来の対応だけでは限界があるんではないかと。しかも、ごみのポイ捨

てが秋葉原におけるまちがルーズになっているというような印象を与えて、それこそ、い

つも新宿区には申し訳ないんですけど、歌舞伎町のような状況になる前に、我々としては

手を打っていかなきゃいけないんだろうなというふうに思ってございます。 

 それから、横展開についてですけれども、今回こうした取組については、先進自治体も

含めて、調査をした上で行っているところなんですけれども、まさにデータを取りながら、
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今、２回のごみ収集で考えていますけれども、秋葉原のごみ量に対して、こういった措置

が必要だと。ごみ処理が必要だということを踏まえて、今後、お隣の港区さんでは公園に

も設置しているということでございますので、我々の持ち得る分析した結果を他の部にも

共有して、こういった新たな取組が横展開できるかどうかについては、組織横断的に検討

してまいりたいというふうに思います。 

○小野委員長 はい。今、費用についてもあるので。 

 大坂委員。 

○大坂委員 ありがとうございます。本会議の場で、小野議員のほうから広告収入の質問

もありました。ラッピングすることによって、広告収入を得られるんじゃないかと。それ

を運営の費用に回していくと。こういういい循環ができれば、コストも下げられるという

部分はあるのかもしれない。ただ、広告の条例ですとか、様々な乗り越えていかなければ

いけないハードルはあるんですけれども、その辺の検討状況について、最後お聞かせいた

だきたいのと。 

 あと、もう一点、広告についてなんですけれども、以前、私が本会議で質問した商店街

のフラッグにも広告がつけられるよと。これも恐らく同じようなハードルの高さだと思う

んですけれども、この秋葉原の場でこれが成功するんであれば、同時に、そういった形で、

商店街の自主財源の獲得、これも一歩踏み出していただくことができるんじゃないのかな

というふうに関連づけて見ているんですけれども、その辺の見解を最後お聞かせいただき

たいと思います。 

○皆川安全生活課長 まず、大坂委員からご質問あった広告の部分についてご回答させて

いただきたいと思います。 

 広告については、今、中央通りに７か所設置する予定で進めておりまして、中央通りは

都道になりますので、今、都の建設局とどういう形でできるのかという形で、スキームの

調整をしているところでございます。そのスキームが整いましたら、また委員会のほうで

ご報告させていただきたいと思っております。 

○髙橋商工観光課長 ただいまのフラッグにつきましても、私どもも、今、研究を進めて

いるところで、かつ、環境まちづくり部さんとも連携をしながら準備を進めているところ

でございます。まだもう少し乗り越えるべき点がございますので、形になりましたら、ま

たご報告をさせていただきたいと思います。 

○小野委員長 はい。こちら、関連はございますか。 

 富山委員。 

○富山委員 今の質疑と答弁の中で、ちょっと懸念点がありましたのでお伝えさせていた

だきます。朝晩の回収ということで、あと、瓶、缶、ペットボトルのほうは圧縮されない

ということなんですけれども、秋葉原タウンマネジメント株式会社が行っている、歩行者

天国で行っている１時から１７時――あ、１６時、１８時か、の大体５時間のガイドつき

のごみ箱設置事業なんですけれども、例えばですけれども、４月、５月で設置できたとし

て、昨年の６月８日のごみ回収状況なんですけれども、瓶、缶、ペットボトルを合わせる

と、７０リットルがたったの５時間で１０袋消費されているんですね。それを考えると、

１か所で行っているごみ箱事業で、たった５時間でこんなにごみが集まることを考えると、

中央通りに７か所設置されるということで、それぐらい分散するとは思うんですけれども、



令和 8年 3月11日 予算特別委員会（未定稿） 

 ９５ 

やっぱり丸一日置いて圧縮されずに、ごみ箱はそのままで大丈夫なのだろうかという懸念

点が生まれてしまうことと、その後、７月、８月は熱中症対策のこともあって、時間が短

く行われている場合でも、大体、七、八袋は５時間で消費されているので、その辺りは、

これから実施されていくときに検討されるとは思うんですけれども、その期間だけでも少

し回収頻度を増やすだとかも含めて検討していただきたいと思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○皆川安全生活課長 富山委員の質問に対して、お答えさせていただきます。 

 １０か所設置して、分散させる意図がありまして、１０か所という形になっております。

薄く回収できれば、それぞれやっぱりたまる量が減ってくるのかなというところでござい

ます。当然、想定外の入る量というのもありますので、その辺については、センサーがつ

いておりますので、その辺を含めて、今後運用に関しては検討していきたいと思います。 

○富山委員 はい。じゃあ、お願いします。 

○小野委員長 はい。それでは、ほか、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小野委員長 はい。以上で、地域振興部の総括質疑を終了いたします。 

 本日は、この程度をもって閉会したいと思います。長い時間、ありがとうございました。 

 なお、明日も１０時３０分をめどに開会し、総括質疑を行いますので、ご協力をお願い

いたします。 

 以上で、本日の予算特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後６時３１分閉会 

 




